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○ 教育研究等の質の向上の状況 
(1) 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
  （教育）① 教育内容及び教育の成果等に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 専門的知識に裏づけられた総合的判断力と高い識見並びに異文化理解力と国際的コミュニケーション能力を有し，国際社会の発展に寄与する指導的・
中核的な人材を育成する。 

 

学内確認欄 

中期計画 令和元年度計画 

判断理由（計画の実施状況等） 

令和元事業年度までの実施状況 
令和２及び３事業年度の 

実施予定 

【１】①－１ 
・ グローバルに活躍する力
を養うため，第２期中期目
標期間に開設した全学横断
的な教育プログラムである
「新渡戸カレッジ（学士課
程）」及び「新渡戸スクール
（大学院課程）」をさらに充
実させた教育内容で実施
し，両プログラムにおいて
合わせて延べ 1,000 名以上
の修了者を輩出する。また，
新渡戸カレッジ及び新渡戸
スクールにおいて，学生の
学修過程を可視化できる修
学ポートフォリオを開発
し，各学部・研究科等におい
ても順次導入する。◆ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. 新渡戸カレッジ・新渡戸スクールの実施 
 (1) 新渡戸カレッジ・カリキュラムの充実 

平成25年度開設当初の入校後卒業までのカ
リキュラムについて，平成28年度に実施した
学生アンケートの結果に基づき，改善に向け
た検討を進め，平成29年度から入校１年間の
基礎プログラムと基礎プログラム修了後卒業
までのオナーズプログラムに改編した。この
改編により学部のカリキュラムと並行して新
渡戸カレッジ・カリキュラムを無理なく履修
することが可能となり，平成28年度に61名（学
部15名，大学院46名）であった新渡戸カレッ
ジ修了者が，平成30年度には270名（学部162
名，大学院108名）に増加し，延べ修了者は662
名（学部373名，大学院289名）となった。 
 

 (2) 新渡戸スクール・カリキュラムの充実 
平成27年度開設当初，基礎プログラムの入

校定員を60名，プログラム修了要件を修士課
程修了としていたが，見直しを行い，平成29
年度から入校定員を120名に増加させ，プログ
ラム修了要件から修士課程修了を外すととも

1. 新渡戸カレッジ 
令和元年度に再編した新渡戸

カレッジの教育プログラムを引
き続き実施する。 

新渡戸カレッジ運営会議評価
委員会（学外者半数，委員長学
外者）において，令和元年度に
新渡戸カレッジ（学部）の二段
階教育カリキュラムの検証を行
い，その結果，改善が求められ
た事項については改善を行う。
また，令和２年度に新渡戸カレ
ッジと新渡戸スクールとの統合
後のカリキュラム等の検証を行
い，その結果，改善が求められ
た事項については改善を行う。 

令和３年度末の新渡戸カレッ
ジの学部学生修了者数の数値目
標（600 名）及び大学院学生
（新渡戸スクールを含む）修了
者数の数値目標（400 名）を超
える学生を輩出する。 
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に，博士課程学生を対象とする入校定員25名
の上級プログラムを開設した。また，平成29
年度以降は，全ての授業を英語による徹底し
たアクティブ・ラーニング形式で実施したこ
とにより学生のコミュニケーション能力が向
上し，安定した修了者数を確保することがで
きた。 
 

 (3) 新渡戸カレッジと新渡戸スクールとの統合 
平成30年度に新渡戸カレッジと新渡戸スク

ールとの統合に向けた検討を進め，学士課程
から修士課程（専門職学位課程を含む）まで
の一貫した人材育成を可能とするプログラム
に再編することとした。 

  
2. 新渡戸ポートフォリオ 

平成27年度の新渡戸スクール開設当初から
構築したポートフォリオについて，毎年度計
画的に各種機能の充実等，学生の利便性を高
めるための改修を進め，平成29年度に２部局
（理学部，生命科学院） に同システムを提供
した。 

 

2. 新渡戸ポートフォリオ 
令和元年度に構築した新渡戸

カレッジ（学部教育コース）用
のポートフォリオの登録・利用
を拡大するとともに，学生の学
習過程におけるより適切な指導
を行う。 

 

【1-1】 
・ 新渡戸カレッジと新渡戸スクールを
統合し，新渡戸カレッジとして学士課
程から修士課程までの一貫したカリキ
ュラムに編成し直すとともに，現代日
本学プログラム課程と連携し，同課程
留学生の新渡戸カレッジへの入校を開
始する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【1-1】 
1. 新渡戸カレッジと新渡戸スクールとの統合 

４月１日付けで，新渡戸カレッジと新渡戸ス
クールを統合し，学士課程から修士課程までの
一貫した人材育成プログラムに再編した。再編
後の新渡戸カレッジには，基礎プログラム（学
部教育コース・大学院教育コース）とオナーズ
プログラム（学部教育コース・大学院教育コー
ス）を置き，学生計392名が入校した。 

 
2. 現代日本学プログラム課程との連携 

新渡戸カレッジにおける更なるグローバル化
を進めるため，現代日本学プログラム課程と連
携し，同課程学生１名を，新渡戸カレッジの２
年次入校生として基礎プログラム学部教育コー
スに受け入れた。 
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3. 新渡戸カレッジ二段階教育プログラムの検証 

平成29年度から実施した入校後１年目の「基
礎プログラム」及び２年目以降の「オナーズプ
ログラム」からなる「二段階教育プログラム」
について検討及び評価を実施し，カレッジ生の
内的あるいは社会に対する気づきとそれに基づ
く自主的活動の実践と継続の意識づけが機能し
ていることを確認した。修了者数の増加も成果
として着実に現れており，総じてあるべき方向
に進んでいると評価した。 
 

【1-2】 
・ 2018 年度までに構築した新渡戸ポー

トフォリオについて，各学院等へ順次
導入するとともに，各学部で利用可能
なポートフォリオについて，新渡戸カ
レッジ生を対象に構築する。 

【1-2】 
1. 各学院等導入状況 

利用学生の利便性を高めるため，スマートフ
ォンに対応できるよう改修を行った。また，２
部局に新渡戸ポートフォリオシステムを提供
し，新たに教養深化プログラム（大学院文系横
断）及びフロンティアプログラム（工学院）が
利用を開始した。 

 
2. 新渡戸カレッジ（学部生）用ポートフォリオ
の構築 

  新渡戸カレッジの学部生が利用可能なポート
フォリオを構築し，旧課程履修生（二段階教育
プログラムへ移行する前に入校した学生）及び
オナーズプログラム履修生（学部生）333名が登
録し，３月に利用を開始した。 

 

【２】①－２ 
・ 学生の主体的な学びを促
進させるため，教育環境の
整備を進め，アクティブ・ラ
ーニング及び情報コミュニ
ケーション技術等を活用し
た授業科目の開講数を増加
させる。また，社会的ニーズ
に対応し，全学部を横断す
る新たな共通科目群を開設
するとともに，ビジネス・ス

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. アクティブ・ラーニング 
 (1) 推進方策及び授業科目の実施状況 

平成 28 年度より，アクティブ・ラーニング
形式の授業を行うための FD を継続して実施
しているほか，平成 29 年度に，アクティブ・
ラーニングの実施マニュアル及び実例集を掲
載した「アクティブ・ラーニング導入ガイド」
を作成し，全教員へ配付した。これらの取組
により，平成 30 年度には，学部 2,812 科目
（50.6％），大学院 2,090 科目（54.3％）で

1. アクティブ・ラーニング 
アクティブ・ラーニングによ

る授業を継続するとともに，そ
の実施状況，主に施設面から有
用な事例を調査し，学部・研究科
等への情報提供を行うことで，
導入拡大を目指しつつ，アクテ
ィブ・ラーニング導入の効果を
検証する。 

新渡戸カレッジの大学院教育
コースで開講する４科目（基礎
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キル，専門職倫理等の授業
科目を開設する。 

アクティブ・ラーニングによる授業を実施し
た。また，アクティブ・ラーニングを実現す
る上で効果的とされる ICT の授業への活用状
況については，平成 30 年度に，学部 344 科目
（6.2％），大学院 210 科目（5.5％）となっ
た。 
 

 (2) 新渡戸スクールにおける取組 
平成 29 年度から，新渡戸スクールの授業科

目（基礎プログラム４科目，上級プログラム
２科目）全てを英語によるアクティブ・ラー
ニング形式で実施した。また，授業開始前に
は FD を実施し，授業開始後には担当教員相互
の授業参観の機会を設けるなど，技能向上の
取組も継続的に実施した。 

 
2. 専門横断科目 

全学部を横断する新たな共通科目群（専門横
断科目）の開設に向け，平成 30 年度に，実施要
項を策定し，関係規程等を整備して運営基盤を
構築した。令和元年度には，26 科目（平成 30 年
度開講計画時点）を開講することとした。 

 
3. ビジネス・スキル科目等の開設 
 (1) ビジネス・スキル科目 

平成 30 年度より，コミュニケーションスキ
ル，リーダーシップとマネジメント理論の基
礎を身につけるための英語によるビジネス・
スキル科目として，「International Business
Ⅰ」「International BusinessⅡ」の２科目
を開講した。 

 

 (2) グローバル基礎科目 
平成 29 年度より，全学教育科目において，

グローバル化に対応できる広い視野をもつ国
際性豊かな人材を養成するための科目とし
て，「グローバル基礎科目（リーダーシップ
を考える）」「グローバル基礎科目（留学を
考える）」）の２科目を開講し，平成 30 年度
も継続して開講した。 

プログラム２科目，オナーズプ
ログラム２科目）について，引き
続き英語によるアクティブ・ラ
ーニング形式の授業を実施す
る。 

 
2. 専門横断科目 

専門横断科目の開講を継続し
つつ，過年度の実施状況を検証
し，必要に応じて改善する。専門
横断科目に関する学生への授業
アンケート等，点検・評価する体
制を整える。 

 
3. ビジネス・スキル科目等 

全学教育科目の充実化の検証
を実施するとともに，引き続き，
令和２年度以降においても，グ
ローバル化に対応できる広い視
野をもつ国際性豊かな人材を養
成するための科目及びコミュニ
ケーションスキル，リーダーシ
ップとマネジメント理論の基礎
を身につけるための英語による
ビジネス・スキル科目について，
合計４科目以上を開講し，留学
を希望する学生の意欲向上，リ
ーダーシップ力，基礎的知識を
修得させ，キャリア形成に役立
てる。 

 
4. 専門職倫理教育 

各学部・研究科等において倫
理教育に関する取組を引き続き
推進するとともに，倫理教育の
実施状況（授業科目，ガイダンス
実施等）について調査・検証し，
必要に応じて改善を行う。 

 
5. 数理・データサイエンス 
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4. 専門職倫理教育 

平成 29 年度以降，全ての学部・研究科等に
対して，専門職倫理に関する授業科目の開講を
推奨しているほか，倫理教育に係る情報等を整
理し，その活用を促進している。 
(1) 学士課程の取組 

平成 30 年度に，９学部において，ガイダン
スや授業等を通じて倫理教育を実施したほ
か，各学期の開始に合わせて「スタディ・ス
キルセミナー」を開催し（平成 30 年度 630 名
参加），アカデミックスキルの基礎的な知識
及び研究倫理の基本的な考え方の獲得を目的
とした，きめ細やかな教育を提供した。 

 
 (2) 修士課程及び博士（後期）課程の取組 

平成 30 年度に，修士課程，博士（後期）課
程ともにすべての研究科等において，ガイダ
ンスや授業等を通じて倫理教育を実施した。 

 
5. 数理・データサイエンス 
 (1) 学士課程教育プログラム 
  ① 平成 29 年度に，「数理及びデータサイエ

ンス教育の全国展開」事業における全国６
拠点の一つとして本学が選定され，幅広い
分野でデータ志向の考え方ができる人材の
輩出を目的として，数理・データサイエン
ス教育研究センター（以下，「センター」
という。）を設置した。 

  ② センターにおいて，学士課程の教育プロ
グラムである「数理・データサイエンス教
育プログラム（以下「MDS 教育プログラム」
と言う。）」について，令和元年度からの
開始に向けて検討を開始し，「一般教育」，
「専門教育」，「実践教育」の３つのプロ
グラムで構成することを決定した。 

  ③ 平成 30 年度に「MDS 教育プログラム」の
実施内容，修了要件等を明記した「北海道
大学数理・データサイエンス教育プログラ
ム内規」を制定した。 

 (1) 学士課程教育プログラム 
「MDS教育プログラム」につい

て，「一般教育プログラム」に続
いて，令和２年度から専門教育
プログラムを，令和３年度から
実践教育プログラムを開始す
る。なお，実践教育プログラムに
ついては，今後のプログラム充
実を図るため，令和２年度にお
いても試行を実施する予定であ
る。 

文理を問わない学部初年次学
生を主な対象とした，数理・デー
タサイエンスの総論，及び実践
を伴う授業科目を，全学教育科
目の一般教育演習として１科目
新たに開設する。 

令和元年度までに開発した e-
ラーニング教材等について，他
の科目への利用拡大を図る。 

 
 (2) 修士課程教育プログラム 

修士課程教育プログラムにつ
いて，令和元年度までの試行結
果を踏まえ，令和２年度から実
施する。 

ラーニング・コモンズを積極
的に利用し，学士課程の他，修士
課程教育の展開に併せたセミナ
ー等を積極的に実施する。 

文理を問わない修士課程学生
を主な対象とした，数理・データ
サイエンスに関する実践的なオ
ムニバス形式の授業科目を，大
学院共通授業科目（特別科目）と
して新たに開設する。 

 
 (3) 博士人材育成事業 

大阪大学を中心として推進す
る，D-DRIVE事業における全国ネ
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  ④ 平成 30 年度に，MDS 教育プログラムの実
施を支援するシステムである「MDS プラッ
トフォーム」，プログラミング演習用のソ
フトウェアの「Python プログラミング演習
システム」を開発するとともに，放送大学
との共同研究協定に基づき， 同大学が有す
る 47 番組の動画教材用いた e-ラーニング
教材を開発した。また，数学教育支援シス
テム「Hokudai Mathematics WeBWorK」を実
装し，令和元年度からの運用に向けて試験
運用等の準備を行った。 

  ⑤ 平成 29 年度及び平成 30 年度に，卒業論
文作成において，文理を問わずデータサイ
エンスのスキルを必要とする学生を対象に
データサイエンスの専門とする教員が指導
を行う「実践教育プログラム」の試行を実
施した。同プログラムに，学生 18 名と教員
が参加し，受講者及び教員から高い評価を
得た。 

  ⑥ 文理を問わず，学際的なデータサイエン
ス教育実践のための場として，センターに
ワークショップやセミナーが可能なスペー
スや，演算用のワークステーション等を備
えた「ラーニング・コモンズ」を設置した。 

 
 (2) 修士課程教育プログラム 
  ① 平成 30 年度に，修士レベルを対象とした

文部科学省補助事業「超スマート社会実現
に向けたデータサイエンスティスト育成事
業」に採択され，「産・官・学・地域連携
型データサイエンス育成事業」として，令
和２年度からの教育プログラム実施に向け
て検討を開始した。 

  ② 令和２年度から実施する教育プログラム
について，「データサイエンス基礎力養成
プログラム」，「データサイエンス実践力
養成プログラム」の２つのプログラムで構
成することとし，さらに，「データサイエ
ンス実践力養成プログラムは，「課題解決
型 DS 演習プログラム」と「社会展開実践プ

ットワークの構築に積極的に協
力し，同大学及び他大学を代表
機関とする各コンソーシアムと
の連携を強化する。 

寄附講座における，地方創生
に向けた産学官地域連携による
研究と人材育成を推進する。具
体的には，修士課程教育プログ
ラムにおける「課題解決型 DS 演
習プログラム」の「企業による課
題提供型 PBL」として，株式会社
ニトリホールディングスが有す
るデータの活用企画の公募を行
うほか，学部及び修士課程教育
プログラム，及びそれらを通じ
て開発した e ラーニング教材等
を生かし，社会人の学び直しの
機会の提供についての検討を開
始する。 

社会で活躍する人材育成に向
けた裾野を広げる取組として，
数理・データサイエンス教育研
究センターが開催するセミナー
への高校生の受け入れについて
検討する他，札幌市との連携の
一環である高大連携の取組とし
て，高校生を対象とした教育プ
ログラムの企画及び実施につい
て検討する。 
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ログラム」の２つのプログラムで構成する
ことを平成 30 年度に決定した。また，「課
題解決型 DS 演習」及び「社会展開実践プロ
グラム」について，平成 29 年度及び平成 30
年度に試行を実施し，「課題解決型 DS 演習
プログラム」には，学生 17 名と教員が参加
し，受講者及び教員から高い評価を得た。
「社会展開実践プログラム」については，
３名の大学院生（獣医学院，保健科学院，
情報科学研究科）が参加し，株式会社電通
の協力により，研究成果を専門分野が異な
る研究者や市民に伝えるコミュニケーショ
ン力を鍛えるためのワークショップ及びデ
ィスカッションによる個別指導を行った。
これにより，自身の研究を分かりやすく伝
えるプロモーション動画の作成等を通じ
て，参加学生の研究発信力が向上したこと
に加え，令和２年度からの実施に向けてプ
ログラムの設計が完了した。 

 
 (3) 博士人材育成事業 
  ① 平成 30 年度に，博士人材等を対象とした

文部科学省補助事業「データ関連人材育成
プログラム（Doctoral program for Data-
Related InnoVation Expert(D-DRIVE)）」
に採択されたことに伴い，本学が提案する
人材育成基盤（北大モデル）の実現に向け
て，学部・修士・博士にとらわれないシー
ムレスで且つ，専門分野にとらわれないボ
ーダレスな教育の実現のための教育プログ
ラムを展開するための基盤を整備した。 

  ② D-DRIVE 事業の推進にあたり，平成 30 年
度に，本学を中心に，複数のインフラ管理
企業，IT 系ベンチャー企業等で構成する産
官学地域連携による人材育成を行う「次世
代スマートインフラ管理人材育成創出コン
ソーシアム」を設置した。 
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【2-1】 
・ 学士課程において，2018 年度に規程

等を整備した，Hokkaido サマーインス
ティテュートに関する科目などの新た
な学部共通科目（専門横断科目）を開
講する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【2-1】 
1. 専門横断科目 

専門横断科目として合計30科目（Hokkaido サ
マーインスティテュート，実践英語及び海外留
学に関する科目）を開講した。令和２年度は，
32科目を開講することとしている。 

 
2. アクティブ・ラーニング 
 (1) 推進方策 

平成29年度に作成し配付した「アクティブ・
ラーニング導入ガイド」によるソフト面での
推進方策を踏まえ，アクティブ・ラーニング
に適した設備やツールなど，ハード面で有用
な事例を収集することで，各部局におけるア
クティブ・ラーニングの導入拡大に向けた参
考情報をより充実させることとした。また，
「アクティブ・ラーニング導入ガイド」を活
用して授業を行うための FD を８回開催して
いる。 
 

 (2) 授業科目の実施状況 
学部2,797科目（51.5％），大学院2,378科

目（58.9％）においてアクティブ・ラーニン
グによる授業を実施したほか，令和元年度に
作成した61コース600コンテンツのオープン
教材のうち，６コースについてアクティブ・
ラーニングを活用した授業に利用している。 

 
(3) 新渡戸カレッジの大学院教育コース（旧新

渡戸スクール基礎プログラム）における取組 
新渡戸カレッジの大学院教育コースで開講

する全ての科目（基礎プログラム２科目，オ
ナーズプログラム３科目）を英語によるアク
ティブ・ラーニング形式により実施した。 

 
3. ビジネス・スキル科目等 

平成30年度に引き続き，英語によるビジネス・
スキル科目を２科目（「International Business 
Ⅲ」，「International Business Ⅳ」）開講し
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たほか，グローバル基礎科目を２科目（「グロ
ーバル基礎科目（国際理解と海外留学）」，「グ
ローバル基礎科目（リーダーシップとチームワ
ーク）」）開講した。 

英語によるビジネス・スキル科目を履修した
学生を含む本学のチームが，４月に開催された
世界最大の学生起業アイデアのコンペティショ
ンであるハルトプライズの日本代表として選出
される快挙を達成した。これらの科目を推進す
ることで，国際社会の発展に寄与するための能
力を持つ人材の育成が期待できる。 

 
4. 専門職倫理教育 

個別の専門分野に応じた専門職倫理教育に関
する授業科目を学部において113科目，大学院に
おいて166科目開講したほか，授業外の取組とし
て，教育課程等に応じた倫理教育を次のとおり
実施している。 

 (1) 学士課程の取組 
10 学部においてガイダンス等を通じて倫

理教育を実施した。 
 

 (2) 修士課程及び博士（後期）課程の取組 
19 研究科等においてガイダンス等を通じ

て倫理教育を実施した。 
 

 (3) 外国人留学生向けの取組 
大学院に在学，進学する留学生向けの「準

備教育大学院プログラム」を２回開催（参加
者延べ 134 名）し，円滑で自立した学修と研
究活動の支援を目的に，研究倫理及びアカデ
ミックスキルをテーマとした教育を実施し
た。 

 

【2-2】 
・ 2017 年度設置の数理・データサイエ
ンス教育研究センターが中心となって，
文理を問わないすべての学部学生を対象
とした数理・データサイエンス教育プロ
グラムである一般データサイエンス科目

【2-2】 
1. 数理・データサイエンス教育 
 (1) 学士課程教育プログラム 
  ① 「数理・データサイエンス教育プログラ

ム」において，一般データサイエンス科目
に位置づける「一般教育プログラム」「専
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を開講する。また，当該プログラムの支
援環境である教育プラットフォームを通
じてｅラーニング教材を提供するととも
に，学生の主体的な学びの場としてラー
ニング・コモンズの運用を開始する。 

門教育プログラム」のうち，令和元年度に，
「一般教育プログラム」を開始し，必修科
目「情報学Ⅰ」において，Python プログラ
ミング演習システムを用いた演習の実施及
び放送大学との共同研究契約に基づき開発
した映像教材の活用を開始した。また，数
学６科目においては，数学教育支援システ
ム「Hokudai Mathematics WeBWorK」の自習
ドリルとしての提供を開始し，1,800名以上
の学生が利用した。これらのコンテンツは，
平成30年度に開発の教育プラットフォー
ム，「MDS プラットフォーム」を通じて，e-
ラーニング教材として提供した。 

  ② 令和２年度から開始する学士課程２年次
以降の学生を対象とした「専門教育プログ
ラム」において，文理を問わず各学部から
提供されたデータサイエンス教育に関連す
る科目を生命分野，数理分野，社会分野の
各科目群別に選定し，合計121科目の開講科
目を決定した。 

  ③ 平成30年度に引き続き，卒業論文研究等
において，文理を問わずデータサイエンス
のスキルを必要とする学生を対象とした
「実践教育プログラム」の試行を実施し，
５名の学生に対し，数理・データサイエン
スの指導を行うことのできる学内協力教員
による個別指導を実施した。 

  ④ ラーニング・コモンズの運用を開始し，
文理を問わず多様な学部の学生を対象に，
AI やデータサイエンスの実践で多く用い
られる Python 言語のプログラミングセミ
ナーを令和元年度に28回開催した。 

  ⑤ ラーニング・コモンズにおける Python プ
ログラミング自習支援を定期化し，学生が
自分のスケジュールに合わせてプログラミ
ングを学習できる環境を整えた。 

 
 (2) 修士課程教育プログラム 
  ① 修士課程教育プログラムについて，令和

２年度からの開始に向けて，プログラムの
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実施内容，修了要件等を明記した内規を制
定し，合計43科目の開講を決定した。 

  ② 平成30年度に引き続き，「課題解決型 DS
演習プログラム」の試行を実施し，19名の
学生に対し，数理・データサイエンスの指
導を行うことのできる学内協力教員による
個別指導を実施したほか，「社会展開実践
プログラム」の試行においては，３名の学
生（情報科学院）が参加し，株式会社電通
の協力により，スライド資料の作成及びプ
レゼンテーション指導等を行った。 

  ③ 実践教育の機会として，特定分野を対象
とした少人数の数理・データサイエンスに
関するセミナーを16回実施した。 

 
 (3) 博士人材育成事業 
  ① D-DRIVE 事業において，本学を中心とし

た「次世代スマート宇宙システム人材育成」
及び「数理化学人材育成」の２つのコンソ
ーシアムを設置した。 

  ② 地方創生に向けた産学連携による研究推
進と人材育成を目的として，札幌市・株式
会社ニトリホールディングス・北海道大学
の三者による連携協定「みらい IT 人財育成
のための連携協定」を締結し，この三者協
定に基づき，数理・データサイエンス教育
研究センターに，新たな寄附講座「ニトリ
みらい社会デザイン講座」を設置するとと
もに， 寄附講座に，株式会社ニトリホール
ディングスからの研究員を受け入れ，具体
的な研究を開始した。 

 
【３】①－３ 
・ 第２期中期目標期間に導
入したナンバリング制度，
国際通用性のあるきめ細か
な GPA 制度等を活用し，教
育課程のさらなる体系化と
学修成果の検証体制の構築
を推進する。また，全学部・

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. カリキュラムマップ 

平成 28 年度に決定した全学共通の作成方針
のもと，平成 29 年度に全ての学部・研究科等に
おいてカリキュラムマップを作成し，教育課程
の順次性や体系性を可視化した。作成したカリ
キュラムマップを本学ホームページで公表し
た。 

1. カリキュラムマップ 
各学部・研究科等において策

定したアセスメント・ポリシー
による評価活動に基づき，必要
に応じてカリキュラムマップ及
び授業科目ナンバリングの見直
しを行う。 
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研究科等において，積極的
にクォーター制の導入を推
進し，平成 28 年度までに全
学部に導入するとともに，
平成 31年度までに，全学部・
研究科等においてアセスメ
ント・ポリシー（学修成果の
評価方針）を策定する。 

 
2. 柔軟な学事暦の導入 

学部・研究科等の実情に応じてクォーター科
目を配置するなど柔軟な学事暦の導入を推進
し，平成 28 年度に全ての学部と 10 研究科等に
おいてクォーター制を導入した。さらに平成 30
年度には，大学院課程において 12 研究科等まで
導入を拡大した。 

 
3. アセスメント・ポリシー 

平成 30 年度に，全学的な教学アセスメントの
実施方針として，「北海道大学アセスメント・
ポリシー」を決定した。また，この全学的な方
針に基づくアセスメント・ポリシーを全ての学
部・研究科等において策定し，具体的な評価方
法等をアセスメント・チェックリストとして明
示した。これにより，教育課程の点検・改善体
制が整備された。 

 

2. 柔軟な学事暦の導入 
柔軟な学事暦導入後の状況調

査に基づき，学部・研究科等の実
態を踏まえた柔軟な学事暦の実
質化について検証し，必要に応
じて改善を行う。 

 
3. アセスメント・ポリシー 

令和３年度までに，各学部・研
究科等において策定したアセス
メント・ポリシーによる評価活
動の進捗状況を調査し，優れた
評価活動を全学的に波及させる
ために，学内向けに公表する。 

【３】 
・ 全学共通の基準である「北海道大学
アセスメント・ポリシー」に基づき，
2018 年度に全学部・学院等において策
定したアセスメント・ポリシーを公表
する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【３】 
1. アセスメント・ポリシー 

平成 30 年度に全ての学部・研究科等で策定し
たアセスメント・ポリシーを本学ホームページ
上に掲載し，各学部・研究科等における教育研
究活動の質や学修成果の水準を自ら継続的に保
証する体制を学内外へ公表した。 

 
2. 柔軟な学事暦の導入 

各学部・研究科等における柔軟な学事暦導入
後の状況を把握・検証するための調査を行った。
柔軟な学事暦の導入を拡大し，全ての学部と 16
研究科等においてクォーター制による授業を実
施した。 
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【４】①－４ 
・ 国際社会の発展に寄与す
る人材を育成するため，ジ
ョイント・ディグリー・プロ
グラムをはじめとする海外
大学との共同教育プログラ
ムを新たに 10件以上開設す
るなど，国際通用性のある
大学院教育を実施する。◆ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. コチュテル・プログラム（CP）及びダブル・
ディグリー・プログラム（DDP） 

 (1) CP，DDP の開発 
   CP及び DDPの開発及び実施に係る支援事業

を以下のとおり実施し，平成 28 年度から平成
30 年度までの間に，プログラム開発に対して
合計 13 件の支援を行い，うち 10 件の協定締
結に至った。なお，経費支援を行っていない
ものを含めると，当該期間内に，CP９件，DDP19
件を開設した。 

 

年度 
平成 
28年度 

平成 
29年度 

平成 
30年度 

経費支援件数 ８ 12 17 

事業実施件数※１ ８ 11 17 

(開発協議※２) (５) (６) (２) 

(実施協議※３) (１) (１) (６) 

(参加学生渡航) (２) (４) (９) 

経費支援総額 
(千円) 

2,532 2,850 3,998 

※１ 「経費支援採択件数」と「事業実施件数」
の差は，採択した事業が諸事情により実施さ
れなかった場合に生じる。 

※２ 新規で国際共同教育プログラムを開設する
場合に，海外の大学と協議のために必要な渡
航費の支援を指す。 

※３  国際共同教育プログラムに参加する学生の
具体的な履修・指導計画を立てる協議のため
に必要な関係教員の渡航費の支援を指す。 

 
 (2) 参加学生在籍者数 
   参加学生在籍者数は，以下のとおりであり

平成 29 年度から DDP で受け入れていた学生
が平成 30 年９月に本学の学位を取得するな
ど，具体的な成果を上げた。 

 
 
 

1. CP 及び DDP 
これまでに開設した CP 及び

DDP について実施状況等を検証
し，質保証が担保された上での
実施件数となるような仕組みを
構築する。 

 
2. JDP 

JDP に係る取組を推進するた
め，開設に向けた手引き，協定及
び覚書の雛形等を作成するほ
か，諸外国との共同教育プログ
ラムや単位互換に係る共通基盤
を構築する。 
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年度 
平成 

28年度 
平成 

29年度 
平成 
30年度 

派遣
学生 

CP ０ １ ３ 

DDP ３ ３ ４ 

受入
学生 

CP １ １ ２ 

DDP ２ ４ ６ 

合計在籍者数 ６ ９ 15 

 
2. ジョイント・ディグリー・プログラム
（JDP） 

JDP は，平成 30 年度までに実施されていない
ものの，ジョイント・ディグリーの定義，入学
者の選定，選抜の方法，学位審査の方法及び協
定等の締結の際に必要な事項を定めた「ジョイ
ント・ディグリーに係る基本方針」を平成 31 年
３月に策定し，学内に周知した。 

 

【4-1】 
・ コチュテル・プログラム及びダブル・

ディグリー・プログラムの開発支援を
継続して実施するとともに，実施後の
評価体制を確立する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【4-1】 
CP 及び DDP の開発支援を継続して実施し，９件

（支援総額約190万円）を採択した。そのうち契約
締結に至った CP１件を開設した。なお，経費支援
を行っていないものを含めると，CP５件を開設し
た。 
CP及び DDPの実施に携わった教員や当該プログ

ラムに参加している学生による成果報告会を令和
元年５月に開催し，得られた成果や今後，対応を
要する課題等について情報共有を図った（参加者
数約60名）。 

各プログラムの質の向上を目的として，実施状
況について検証するため，当該プログラムの実施
部局に対して自己点検・評価報告書の提出を義務
付け，教育改革室において点検を行う体制を構築
した。 

 

【4-2】 
・ 2018 年度に実施した各部局へのアン

ケート調査結果を踏まえて，ジョイン

【4-2】 
各部局への JDP に係るアンケート調査結果を踏

まえ，平成30年度末に策定した「ジョイント・デ
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ト・ディグリー・プログラムの導入に
向けた全学的な協働支援体制を整備す
る。 

ィグリーに係る基本方針」について，学内教職員
の理解を深めるため，学内説明会を実施し，基本
方針の内容や JDP を実施することによって期待さ
れる教育上の効果のほか，実施に当たっての全学
的な支援体制等について周知を図った（上記成果
報告会と同時開催）。 
また，上記アンケートの結果を踏まえ， JDP を

既に実施している他大学（京都大学，京都工芸繊
維大学）に訪問調査を行い，収集した情報や各種
取組を参考に，JDP 設置のために必須となる海外
の大学との単位互換の考え方や全学的な協働支援
体制の整備，及び実施に当たって必要となる資料
の作成等を行った。さらに，JDP の実施に当たり，
全学的な協働支援体制の必要性が明確となったた
め，学務部と国際部の関係各課が協働で課題解決
に向けた取組を進める体制を構築した。 

なお，この協働体制が構築されたことにより，
日露大学協会の関係委員会において，本学から
JDP 構築のための構想を提案した。 
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○ 教育研究等の質の向上の状況 
(1) 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
  （教育）② 教育の実施体制等に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 教育の質を向上させるため，教育力・教育支援力を高度化する体制を整備する。 

 

学内確認欄 

中期計画 令和元年度計画 

判断理由（計画の実施状況等） 

令和元事業年度までの実施状況 
令和２及び３事業年度の 

実施予定 

【5-1】①－１ 
・ 教職員等の教育力・教育支
援力を高めるため，平成 27
年度に開設した「高等教育
研修センター」において，ニ
ーズに対応したファカルテ
ィ・ディベロップメント
（FD），スタッフ・ディベロ
ップメント（SD）等の研修プ
ログラムを一元的に開発
し，実施する。また，英語に
よる授業を拡充するため，
英語を母語とする講師によ
る FD プログラムを拡充す
る。 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. 高等教育研修センターにおける研修実施 

全学的な FD， SD，プリペアリング・フュー
チャー・ファカルティ（PFF；大学教員養成）等
の各種研修を高等教育研修センターにおいて一
元的に開発し，以下のとおり実施した。 

 

年度 

実施回数 

(うち英語を母語とする

講師による研修) 

参加者数 

H28 

32 (５) 

教職員向け:26 

大学院生向け:６ 

1,352 

本学:1,190 

本学以外:162 

H29 

44 (６)  

教職員向け:39 

大学院生向け:５ 

1,680 

本学:1,246 

本学以外:434 

H30 

57 (10)  

教職員向け:53 

大学院生向け:４ 

1,604 

本学:1,181 

本学以外:423 

 
また，平成 31 年１月に各部局等から推薦され

た連絡員 12 名と高等教育研修センター教員２
名による FD 連絡会を開催し，各部局等で実施す
る FD に関する研修等の実施状況についての報

1. 高等教育研修センターにおけ
る研修実施 

高等教育研修センターにおけ
る全学的な FD，SD,PFF 等の一元
的な開発・実施を継続しつつ，学
内ニーズに対応した新たな FD
を企画・実施し，その効果を検証
する。 

学内の FD 等に係る情報を公
開する仕組みを構築する。 

英語による授業の拡充を図る
ため，英語を母語とする講師に
よる FD を実施するとともに，拡
大のための方策について検討す
る。 

 



北海道大学 

- 17 - 
 

告と高等教育研修センターで実施する研修の報
告を行うことで，大学で分散して実施している
FD に関する研修の情報共有を行うとともに，国
際化への対応など研修内容の学内ニーズについ
て意見交換を行った。 

 

【5-1】 
・ 高等教育研修センターにおいて，全
学的な FD，SD，プリペアリング・フュ
ーチャー・ファカルティ（PFF；大学教
員養成）等の各種研修，及び英語を母
語とする講師による FD を継続して実
施する。また，2018 年度設置の FD 連
絡会で調査した学内ニーズを踏まえ
て，新たな FD 研修について検討する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【5-1】 
1. 高等教育研修センターにおける研修実施 

高等教育研修センターにおいて下表のとおり
研修を実施した。 

また，高等教育研修センターにおいて，平成
30年度設置の FD 連絡会で調査した学内ニーズ
を踏まえて，新たな FD 研修について検討した。 

 
【高等教育研究センターで実施した FD・SD・PFF
活動一覧】 
・教職員対象 

No. 事業名 対象者 
開催

日 

参加

者数 

1 

第 38回北海道大学

教育ワークショッ

プ 

教職員 
5/17

-18 
17 

2 
ELMS 講習会【入門

編】 

教職員 

(北大のみ) 
5/24 6 

3 

講演会「アクティ

ブラーニング授業

の実践と普及に向

けた諸課題」 

教職員 5/24 27 

4 
国際共同教育プロ

グラム学内説明会 
教職員 5/27 60 

5 
講演会「学習評価

の基本」 
教職員 6/11 26 

6 

講演会「現代の学

生理解～学生相談

室から見る学生の

悩みと成長～」 

教職員 6/20 31 

7 

研究者のためのプ

レゼンテーション

研修【入門編】 

教職員 6/22 5 



北海道大学 

- 18 - 
 

8 

ルーブリック評価

作成ワークショッ

プ【入門編】 

教職員 6/27 12 

9 
ハラスメント防止

研修会 
教職員 7/2 83 

10 

研修会「学生対応

の基本～日常的学

生支援の視点から

～」 

教職員 7/4 11 

11 

事務職員のための

プレゼンテーショ

ン研修【入門編】 

職員 7/6 3 

12 

ENG 

Walk with Your 

Students: 

Navigating 

Learning Diverse 

Classrooms 

教員 7/23 6 

13 

講演会「キャンパ

スにおける心のケ

ア」 

教職員 7/25 30 

14 

ENG 

Approaches to 

Internationalizat

ion in Higher 

Education 

教員 7/26 21 

15 

ENG 

How do I know 

whether my 

students are 

learning?  

教員 7/26 29 

16 

医歯薬保健分野対

象ルーブリック評

価活用ワークショ

ップ【発展編】 

医歯薬保健

分野教員 
7/31 9 

17 

障害のある学生の

修学支援に関する

研修会 

教職員 8/6 56 

18 

ENG 

Teaching in 

English Workshop 

(Basic course) 

教員 8/7 12 

19 

モチベーション向

上研修一歩を踏み

出す自分軸を見つ

ける 

教職員 8/9 15 

20 

ワークショップ

「初めてのシラバ

ス作成」 

教員 8/16 7 



北海道大学 

- 19 - 
 

21 

ENG 

Workshop on 

Intercultural 

Communication in 

Educational and 

Research 

activities 

教員 8/21 12 

22 
北海道 FDSDフォー

ラム 2019 
教職員 

9/6-

7 
210 

23 

実用英会話（業務

英会話）研修(全 6

回） 

教職員 
9/9-

24 
88 

24 

講演会「キャンパ

スにおける身体の

ケア」 

教職員 9/13 30 

25 

ENG 

講演会「アクティ

ブラーニングの質

―高等教育におけ

る新たな挑戦」 

教職員 10/4 31 

26 

第 39回北海道大学

教育ワークショッ

プ 

教員 
10/1

8-19 
20 

27 

高等教育機関にお

ける精神障害のあ

る学生への理解と

対応 

教職員 1/31 37 

28 

実用英会話（業務

英会話）研修(全 6

回) 

教職員 
2/5-

18 
45 

29 

英語コミュニケー

ション研修：リス

ニング編 

教職員 
2/7-

3/14 
8 

30 

英語コミュニケー

ション研修：スピ

ーキング編 

教職員 
2/14

-15 
8 

31 
留学生のストレス

要因の理解と対応 
教職員 2/14 32 

32 

英文 E メールライ

ティング研修（初

級編） 

教職員 2/14 11 

33 

英文 E メールライ

ティング研修（中

級編） 

教職員 2/15 17 

34 

ルーブリック評価

作成ワークショッ

プ【入門編】 

教職員 2/17 20 
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35 

医歯薬保健分野対

象ルーブリック評

価活用ワークショ

ップ【発展編】 

医歯薬保健

分野教員 
2/19 6 

36 

大学における障害

学生支援について

～支援者ができる

こととは何か～ 

教職員 2/20 26 

37 

ENG 

Business English 

communication 

training 

感染症拡大防止のため開催

中止 

38 

講演会「子どもの

安全に関する多分

野連携と最近の動

向」 

感染症拡大防止のため開催

中止 

39 

Workshop on 

International 

Communication in 

Educational and 

Research 

activities 

感染症拡大防止のため開催

中止 

40 

ENG 

Teaching in 

English ワークシ

ョップ【入門編】 

感染症拡大防止のため開催

中止 

41 

ENG 

ワークショップ

「教育研究活動に

おける異文化コミ

ュニケーション」 

感染症拡大防止のため開催

中止 

42 

講演会「大学生の

学習意欲から考え

るアクティブラー

ニング」 

感染症拡大防止のため開催

中止 

43 

英語コミュニケー

ション研修：スピ

ーキング編 

感染症拡大防止のため開催

中止 

44 

英語コミュニケー

ション研修：リス

ニング編 

感染症拡大防止のため開催

中止 

45 

ENG 

English 

presentation 

training 

(Intermediate 

level) 

感染症拡大防止のため開催

中止 

46 
ワークショップ

「聞き取りやすく

感染症拡大防止のため開催

中止 
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喉を傷めない発声

法」 

・大学院生対象 

No. 事業名 対象者 開催日 
参加

者数 

1 
全学教育科目に係

る TA研修会 

TA採用予

定者 

4/3 87 

2 4/4 90 

3 4/5 97 

4 

大学教員準備講座

～Future Faculty 

Development 

Program 

大学院生

(博士後) 

7/22-

24 
11 

5 

令和元年度第１回

北海道大学ＴＦ研

修会 

大学院生

(博士後) 
8/20 27 

6 

令和元年度第２回

北海道大学ＴＦ研

修会 

感染症拡大防止のためビデ

オ視聴で実施 

（ビデオ視聴者：61） 

7 TF 振り返り 
感染症拡大防止のため開催

中止 

※「No.」網掛けは，令和元年度に新規に実施した事業 

※「No.」欄の「ENG」は，英語を母語とする講師による事業 

 
 

【5-2】①－１ 
・ 総長直轄のマネジメント
組織である卓越人材育成推
進室を中核として，国内外
機関との連携により高度な
知のプロフェッショナルを
輩出する卓越大学院プログ
ラムを推進し，その取組や
成果を大学院全体の教育改
革へ波及させるための教育
環境を整備する。 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. 卓越大学院プログラム及び大学院教育改革 

平成 30 年度に採択された卓越大学院プログ
ラムの構想の中で，文理融合型の大学院・大学
間共通特別教育プログラムの実施を掲げてお
り，大学院生に主専攻に加え“プラスα”の力
を付与することにより修了生が修得した能力の
価値を高めることの実質化を目指している。ま
た，当該プログラムでの取組を大学院全体の教
育改革へ波及させるための取組として，卓越大
学院プログラム推進会議の設置に向け，学内規
程の整備等を行った。 

 

1. 卓越大学院プログラム及び大
学院教育改革 

卓越大学院プログラムの大学
院・大学間共通特別教育プログ
ラムにおける取組を普及させる
と共に，他の大学院教育プログ
ラムとの連携を図ることで学生
の学修効果を高める。 
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【5-2】 
・ 卓越大学院プログラム推進会議及び
ステークホルダーボードの設置・運営
並びに北大版メジャーマイナー制度導
入を見据えた大学院・大学間共通特別
教育プログラムの実施など，大学院教
育改革に資する教育環境の整備を推進
する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【5-2】 
平成31年４月に，One Health 卓越大学院プログ

ラム（定員20名）の１期生20名が参加し，同年10
月に，大学院・大学間共通特別教育プログラム（定
員15名）の１期生15名が参加するなど，計画通り
進捗している。 
本学の大学院教育改革を推進するため，卓越大

学院プログラムを含む各種大学院教育プログラム
をコーディネートする「大学院教育改革ステーシ
ョン」を令和２年３月に設置し，当該改革に資す
る教育環境を整備した。 
また，卓越大学院プログラム推進会議を開催し，

ステークホルダーボードの設置に向けた取組を開
始した。 

令和２年３月開催の大学力強化推進本部会議に
おいて，ステークホルダーボードの運営や卓越大
学院プログラムの産学連携等を推進するため，「卓
越人材育成推進室」を令和２年４月に設置するこ
とを決定した。 
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○ 教育研究等の質の向上の状況 
(1) 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
  （教育）③ 学生への支援に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 総合的な学生支援体制の下，多様な背景を持つ学生への支援を充実させる。 

 

学内確認欄 

中期計画 令和元年度計画 

判断理由（計画の実施状況等） 

令和元事業年度までの実施状況 
令和２及び３事業年度の 

実施予定 

【６】①－１ 
・ 学生が安心・安全で充実し
たキャンパスライフを送る
ことができるようにするた
め，学生支援組織間の連携
を強化し，進路・履修相談，
経済的支援，就職支援，キャ
リア支援等の取組を実施す
る。また，奨学金及び授業料
免除については，既存制度
の検証を行い，よりきめ細
かな支援制度に改善する。 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. 学生相談体制の再構築 

平成 29 年度に実施した学生支援組織の現状
の検証・評価に基づく学生相談体制の再構築に
かかる基本方針を踏まえて，学生相談室・アク
セシビリティ支援室（旧特別修学支援室）・留
学生相談室を包括的に統合し，さらに，ピアサ
ポート３部門をユニット化して組み入れ，学生
相談の拠点機関（学内共同施設）として平成
30 年度に学生相談総合センターを設置し，業
務範囲も拡大して，多様化する学生のニーズに
即応できる体制を再構築した。 

 
2. 全学の学生支援組織間及び各部局等との連携
強化 

 (1) 全学の学生支援組織間の連携強化 
  ① 平成 30 年度に「学生支援業務施設連絡会

議」を設置し，学生相談総合センターと保
健センター間の適切な役割分担を踏まえた
合理的かつ効果的な連携体制について，平
常時から緊急時に至るまで包括的に検討し
た（H30：２回開催）。 

② 平成 30 年度に「学生支援業務三機関連絡
会議」を設置し，①に記載の両センター及

【学生支援組織間の連携強化】 
・ 学生支援組織間の連携強化の
ため，引き続き「学生支援業務施
設（高等教育推進機構構成施設）
連絡会議」，「学生支援業務三機
関連絡会議」及び「学生相談フォ
ーラム」を開催し，課題等を検討
していく。 

また，部局等との信頼醸成・相
互理解・連携強化についても引
き続き行う。 

 
・ クラス担任,学生相談総合セ
ンター,保健センター等の相互
の連携強化についても引き続き
行う。 

 
・ 学生相談等の広報について
は，引き続きパンフレット配付
等を行い,全在学生への周知を
徹底する。 

 
【ピアサポートユニット】 
・ ピアサポートルーム及び留学
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びハラスメント相談室間の連携体制につい
て検討した（H30：１回開催）。 

③ 相談員間の連携・協力関係を強化するた
め，従来関係者間で実施していた合同勉強
会を平成 30 年に「学生相談フォーラム（学
生相談総合センター，保健センター，キャ
リアセンター，ハラスメント相談室及び各
部局学生相談室の職員で構成）」に発展さ
せ，多様な企画を行った（H28：２回，H29：
３回，H30：３回開催）。 

 
 (2) 全学の学生支援組織と各部局等間の連携強

化 
  ① 「学生相談フォーラム」の企画を通じて，

全学の学生支援組織と各部局学生相談室の
相談員間の連携を強化・拡充した。 

② クラス担任等連絡会の開催等により，ク
ラス担任，学生相談総合センター，保健セ
ンター，ラーニングサポート室の連携を強
化した（H28：２回，H29：２回，H30：２回）。 

③ 部局等からの要請を受けて，学生相談総
合センターから相談員を派遣し，心のケア
などに関する教員向け FD を開催した（H28：
２回，H29：２回，H30：８回）。また，学
生向けのメンタルヘルス講習会を開催し，
部局における教職員及び学生に対する啓発
活動を行った（H28：１回，H29：４回，H30：
４回）。 

 
3. 学生支援の仕組み・相談窓口に関する学内広
報の強化 

学生支援の仕組み及び学内の相談窓口に関す
る学内広報の強化として，平成 29 年度に作成し
た広報パンフレット「北大生のための相談先お
助けガイド」の改訂版及び英語版，学生相談総
合センターのポスター及びチラシ（日本語版，
英語版）を改訂しクラス担任連絡会議で配付し
たほか，新入生全員に対して入学時ガイダンス
で配付するとともに，在学生全員に配付した。 

 

生サポート・デスク利用につな
げるためのイベント等を引き続
き実施する。 

 
・ 新渡戸カレッジにおいて，新

渡戸ネットを活用した国際イン
ターンシップ，新渡戸カレッジ
のフェロー・メンターを活用し
た授業科目，メンターフォーラ
ムを引き続き実施する。 

 
・ 新渡戸カレッジと新渡戸スク

ールの統合に伴う新渡戸カレッ
ジ関連奨学金制度を引き続き実
施するとともに，必要に応じて
見直しを行う。 

 
・ 高等教育研修センターにおい

て，進路選択支援や学習サポー
トを実施するとともに，より充
実した学習支援についての検証
結果に基づき，必要に応じて改
善する。 

 
【附属図書館による学習支援等】 
・ 関係部局と連携したセミナー

およびイベントの開催に関し，
令和２年度に検証を行い，必要
に応じ，令和３年度に改善を行
う。 

また，プリントディスアビリ
ティのある学生やサポートする
学生を対象とするアクセシビリ
ティ支援室と連携した支援にお
いて，令和２年度に検証を行い，
必要に応じ，令和３年度に改善
を行う。 

 
・ 令和２，３年度において，「高

等教育の修学支援新制度に伴う
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4. 新渡戸ネットを活用したキャリア支援 
新渡戸カレッジ（旧新渡戸スクールを含む。）

の教職員，フェロー・メンター及び修了生・在
学生の組織である新渡戸ネットを活用した本学
同窓生等のフェロー・メンターによる学部学生
に対する独自授業や行事（グループミーティン
グ，フェローゼミ，セルフキャリア発展ゼミ，
アドバンストフェローゼミ，対話プログラム）
を実施するとともに，大学院学生に対するメン
ターフォーラムを実施することにより，フェロ
ー・メンターの経験に基づく学生のキャリア形
成を支援した。平成 28 年度に新渡戸カレッジ生
を対象に，試行として開始し，平成 29 年度から
は全学生に対象を拡大した。平成 30 年度には，
本学同窓生の協力も得ながら海外拠点も含めた
多数の企業と交渉し，本学が実施する国際イン
ターンシップの趣旨の理解に努めることで，派
遣先企業の開拓を進めた。その結果，派遣先企
業数が大幅に増加するとともに，参加学生は多
様な分野から派遣先を選択することが可能とな
り，さらに，工学系教育研究センター（CEED）
との連携により，工学部・工学院の専門科目と
しての履修も可能となっている。 

 
【国際インターンシップ派遣実績】 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

３か国・地域 ７か国・地域 10か国・地域 

３社・３拠点 13社・16拠点 29社・41拠点 

４名派遣 19名派遣 50名派遣 

 
5. 本学独自の奨学金制度 
 (1) 新渡戸カレッジ・新渡戸スクールにおける

奨学金制度 
  ・ 新渡戸カレッジにおいて，平成 25 年度か

ら実施している海外留学奨学金制度につい
て，平成 29 年度から２段階プログラムへの
移行に伴い，オナーズプログラム履修者を
対象とする内容に改めるとともに，資格基
準を明確にした。 

授業料減免」を含む授業料減免
を実施する。 
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・ 新渡戸スクールにおいて，平成 28 年度か
ら実施している新渡戸スクール奨学金制度
（基礎プログラム５名，上級プログラム 25
名）について，選考の上給付した。 

 
 (2) その他の奨学金制度 

北海道大学・ニトリ海外留学奨学金につい
て，対象を拡大して実施した。また，北海道
大学フロンティア基金クラーク海外留学助成
金，北海道大学フロンティア基金クラーク外
国人留学生助成金，きのとや奨学金を創設し
た。 

 
6. 学習支援 
 (1) ラーニングサポート室では，主に１年次学

生を対象とし，修学設計支援（進路選択・履
修相談や進路選択参考資料であるアカデミッ
ク・マップの作成など），学習支援（個別学
習相談やセミナーの開催，配布型学習資料の
作成など），データ分析（移行関係データや
学生アンケートの分析など）を行ってきた。 

 
 (2) 附属図書館による学習支援等 
    平成 28 年度のセミナーおよびイベント数

は目標値の６件であった。平成 29 年度は７
件，平成 30 年度は８件となり，順調に件数を
伸ばしている。 
また，アクセシビリティ支援室（旧特別修

学支援室）と連携する電子化資料の提供につ
いては，プリントディスアビリティのある学
生の要望に答え，図書を電子化し提供してい
る。 

 
7. ピアサポート制度 

平成 30 年度に学生相談室,アクセシビリティ
支援室（旧特別修学支援室）及び留学生生活支
援室において実施していたピアサポート制度を
統合し,学生相談総合センターの組織とし,日常
のピアサポート活動とともにイベントや研修を
実施し,ピアサポーターをトレーニングするた
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めのピアサポートトレーナー養成研修を実施し
た（受講者 H28：９名,H29：24 名，H30：５名）。 

また,他大学の活動調査については,全国のピ
ザポート組織が集まる「ぴあのわ」に学生サポ
ーター等を派遣した（H28：４名,H29：４名,H30：
13 名（本学開催））。 

 
8．就職支援・キャリア支援 

  キャリアセンターが全学的な就職支援・キャ

リア支援事業として(1)～(4)を実施した。 

(1) 就職支援ガイダンス・セミナー（民間企業

志望者向け，ハローワーク協力による就活ミ

ニ講座，公務員志望者向け，外国人留学生向

け） 

(2) キャリアセンター所属のキャリア・アドバ

イザーによる学生相談 

(3) キャリアセンターが窓口となっている企業

等へのインターンシップ学生派遣 

(4) 校友会エルムと共催する企業研究セミナー

（公開模擬面接会及び合同企業説明会を含

む） 

 
平成 28 年度 

 (1) 就職支援ガイダンス・セミナー 

・民間企業志望者向け 19 回 

・ハローワーク協力による就活ミニ講座43回 

・公務員志望者向け 11 回 

・外国人留学生向け４回 

(2) キャリアセンター所属のキャリア・アドバ

イザーによる学生相談（延べ 1,515 件） 

(3) キャリアセンターが窓口となっている企業

へのインターンシップ学生派遣（延べ 255 件） 

(4) 企業研究セミナー（公開模擬面接会及び合

同企業説明会）参加企業 743 社，本学学生数

延べ 25,729 名 

 
平成 29 年度 

 (1) 就職支援ガイダンス・セミナー 
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・民間企業志望者向け 18 回 

・ハローワーク協力による就活ミニ講座44回 

・公務員志望者向け９回 

・外国人留学生向け４回 

(2) キャリアセンター所属のキャリア・アドバ

イザーによる学生相談（延べ 1,327 件） 

(3) キャリアセンターが窓口となっている企業

へのインターンシップ学生派遣（延べ 247 件） 

(4) 企業研究セミナー（公開模擬面接会及び合

同企業説明会）参加企業 680 社，本学学生数

延べ 20,166 名 

 
平成 30 年度 

 (1) 就職支援ガイダンス・セミナー 

・民間企業志望者向け 19 回 

・ハローワーク協力による就活ミニ講座42回 

・公務員志望者向け９回 

・外国人留学生向け４回 

(2) キャリアセンター所属のキャリア・アドバ

イザーによる学生相談（延べ 1,383 件） 

(3) キャリアセンターが窓口となっている企業

へのインターンシップ学生派遣（延べ 202 件） 

(4) 企業研究セミナー（公開模擬面接会及び合

同企業説明会）参加企業 690 社，本学学生数

延べ 19,688 名 

 
9. 授業料免除の実施状況 

平成 28 年度から 30 年度までに実施した授業
料免除の延べ人数と免除総額は以下の表のとお
り。 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 

延べ5,172名 延べ5,274名 延べ5,507名 

1,001,516,370円 999,724,530円 1,007,675,580円 
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【６】 
・ 学生相談室，アクセシビリティ支援
室，留学生相談室を包括的に統合し，
2018 年度に新設した学生相談総合セ
ンターを拠点として，学生相談の機能
を拡充し，学生支援組織間の連携を強
化するとともに，学生，教職員等に対
する学生支援についての広報を充実さ
せる。また，学生相談に加え，学習支
援及び就職支援を継続して実施する。
特に，キャリア形成支援の一環として
本学同窓生で組織する新渡戸ネットを
活用し，国際インターンシップをさら
に拡大する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【６】 
1. 学生相談体制の再構築 
 (1) 全学の学生支援組織間の連携強化 

・ 学生相談総合センターと保健センターの
「学生支援業務施設連絡会議」を４回開催
し，現在，課題となっている学生の個別ケ
ースに対する連携対応等について検討を行
った。 

・ 学生支援にかかる全学機関としての学生
相談総合センター，保健センター及びハラ
スメント相談室の「学生支援業務三機関連
絡会議」を開催予定であったが，新型コロ
ナウイルスの感染症対応のため開催を見送
った。 

・ 学生相談総合センター，保健センター，
キャリアセンター，ハラスメント相談室及
び各部局学生相談室の職員で構成する「学
生相談フォーラム」を２回開催し，相互の
情報共有や意見交換を行った。 

 
 (2) 全学の学生支援組織と各部局間の連携強化 

・ 全ての学生の類型を網羅する概念図を作
成し，学生の教育・生活支援に関する学内
体制を可視化し，全学の学生支援組織と各
部局等との連携基盤を強化した。 

・ 部局等からの要請を受けて，学生相談総
合センターから相談員を派遣し，心のケア
などに関する教員向け FD を合計９回，学生
向けのメンタルヘルス講習会を２回開催
し，部局における教職員及び学生に対する
啓発活動を行った。 

 
2. 学生支援の仕組み・相談窓口に関する学内広
報の強化 
・ 学生支援の仕組み及び相談窓口に関する学

内広報の強化として，平成30年度に改訂した
広報パンフレット「北大生のための相談先お
助けガイド（日本語版・英語版）」の再改訂
版及び学生相談総合センターのポスター，チ
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ラシ（日本語版・英語版）を改訂し，さらに
ピアサポートユニットの相談窓口に係る学生
向けチラシを新たに作成して，クラス担任連
絡会議で配付したほか，前年度同様に新入生
及び在学生に配付した。 

 
3. 緊急時における全学規模の総合的な学生支援
体制の強化 

令和元年度に，全学規模で，様々な角度から
緊急時の学生支援体制を構築した。 
・ 緊急時（学内の大規模事故，学生の自傷他

害及びそのリスク事案，学生の犯罪被害遭遇
等）における対応の基盤強化の一環として，
概念図を作成し，現行体制を可視化した。 

・ 学生緊急時対応 WG を設置し，活発な意見交
換を行った（２回開催）。 

・ 大規模災害時学生支援 WG を設置し，学生の
視点を組み込みつつ課題を整理した（４回開
催）。 

・ 留学生生活支援 WG を設置し，多角的な検討
を行った（４回開催）。 

・ 全学規模でポストベンション（事後の危機
対応）体制を強化するため，学生相談総合セ
ンターと保健センター間で，ポストベンショ
ン対応も含む申合せを締結し，全学及び部局
間の協力体制を強化した。 

・ 近年の学生及び教育組織，プログラム等の
多様化を踏まえ，既存のマニュアルの全面改
訂を行い，緊急時における全学と部局間の連
携強化の枠組みを構築した。 

 
4. キャリア支援・人材育成組織の設置検討 

平成30年度に作成した「フロンティア人材育
成本部」構想調書に基づき，現在検討を進めて
いる。 

 
5. 新渡戸ネットを活用したキャリア形成支援 
 (1) 国際インターンシップ事業の実施 

本学同窓生の協力も得ながら海外拠点も含
めた多数の企業と交渉し，本学が実施する国
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際インターンシップの趣旨への賛同を得るよ
う努めることで，派遣先企業の開拓を進めた。
その結果，令和元年度に55拠点（派遣学生73
名，CEED との連携による20名含む）に拡大し
た。派遣学生には「校友会エルム」から経費
の補助が行われた。 

 
 (2) 新渡戸カレッジにおける新渡戸ネットの活

用 
   平成30年度から開設したオナーズプログラ

ム学部教育コース科目の「セルフキャリア発
展ゼミ」及び「アドバンストゼミ」の企画段
階から，それぞれの科目に新渡戸カレッジフ
ェロー２名の参画を得て実施し，新渡戸ネッ
トを活用した新渡戸カレッジの実施体制を更
に強化した。また，大学院教育コースでは，
７月と２月にメンターフォーラムを開催し，
延べ13名のメンター等の参画を得て，講演を
行うとともに，メンター交流会において新渡
戸カレッジ生（大学院）にキャリア形成に関
する助言を行った。 

 
6. 本学独自の奨学金制度 
 (1) 新渡戸カレッジにおける奨学金制度 

平成31年４月の新渡戸カレッジと新渡戸ス
クールとの統合に伴い，海外留学奨学金制度
の見直しを行い，奨学金給付対象者をオナー
ズプログラム大学院教育コース履修者まで拡
大した。また，令和元年度にオナーズプログ
ラム大学院教育コース履修者に対象（各学期
15名）を改め，第２学期から給付を開始した。 

 
7. 学修支援 

・ 修学設計支援 
ラーニングサポート室による進路選択・履

修相談の対応人数は延べ1,002人である。この
ほか，９月と２月の学部学科等紹介で実施し
た「LSO 進路相談会」は，学部時間割ポスター
展示閲覧者数延べ614人であった。 

・ 学習支援 
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ラーニングサポート室による個別学習相談
（学習サポート）の対応人数は延べ2,094名で
ある。また，スタディ・スキルセミナーを，
内容を改善のうえ附属図書館と共同開催し，
延べ参加人数は400人であった。これに加え，
平成30年度と同様に学習資料配布型支援を実
施した（「物理のコツ」全29回累計7,320部，
「統計学のススメ」全５回累計2,239部）。 

高校で物理を履修していなかった１年次学
生を対象に，６～７月に５日，10～11月に５
日の計10日「高校物理補講」を実施し，延べ
427人の参加を得た。 
本学学部生・大学院生を対象に，留学生 TA

と日本人 TA が担当する英会話イベント「英語
コミュニケーション」を１学期と２学期に計
26回開催し，延べ238人の参加を得た。 

・ 附属図書館による学習支援等 
以下のセミナーやイベントを開催した。 

No. セミナー等名 開催日程 参加人数 備考 

１ 

スタディ・ス

キルセミナー 

（前期・後期） 

４月，10

月 

（計32回

） 

延べ 

400名 

新入生の自主的な

学習支援を目的と

して開催。ラーニ

ングサポート室

（LSO）と共同開

催。 

２ 

文献収集セミ

ナー法学編 

（前期・後期） 

４-５月，

11月 

（計５回

） 

72名 
法学研究科と連携

して開催。 

３ 

これから研究

を始める人の

ための文献の

収集と管理の

セミナー（文

系向け） 

（前期・後期） 

５-６月，

10-11月 

（計８回

） 

延べ 

150名 

３年次以上の学生

対象に基礎編，応

用編を実施。 

４ 
英語コミュニ

ケーション 

６-８月，

10-１月 

延べ238

名 

LSO主催。北図書館

を会場に開催。 

５ 
高校物理の補

講 
６-７月 80名 

LSO主催。広報等の

協力。 

６ 
新渡戸カレッ

ジ応援イベン
通年開催 

令和元年

度362名 

新渡戸カレッジポ

イント対象イベン
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ト「めざせ100

万語！英語多

読マラソン」 

（累計 

1,820名

） 

ト。教員とも連携

し，４月にスター

トアップガイダン

スを開催。 

７ 

国際機関情報

の探し方セミ

ナー 

（国連編・EU

編・統計編） 

11月 

（計３回

） 

９名 

新渡戸カレッジポ

イント対象イベン

ト。 

８ 

日・EUフレン

ドシップウィ

ーク関連イベ

ント開催 図

書展示 

５月 -  

 
・ アクセシビリティ支援室と連携する電子化

資料の提供については，プリントディスアビ
リティのある学生からの要望（75件）に対し
て，ピアサポーター７名が主体となり，57冊
の図書を電子化し提供した。 

・ アクセシビリティ支援室が開講する講義の
補助を２回実施した。 

 
8. ピアサポートユニット 
・ 留学生サポート・デスクにおいて，学内の

人間関係の構築及びサポート・デスクの利用
につなげるためのイベント（ Language 
Corner・茶話会）を月１回程度開催した。 

・ ピアサポートルームにおいて，学内で人間
関係の構築が十分にできていない学生を主な
対象として，ピアサポートルームの利用につ
なげるため，参加することに対する心理的な
ハードルの低いイベントを実施した。 

・ ピアサポートルーム来室者数は4,593名，相
談者数458名，留学生サポート・デスク相談件
数は1,148件であった。 

・ 全国のピアサポート組織が集まる「ぴあの
わ」に学生サポーター等を11名派遣し，他大
学の活動を調査することができた。 

・ ピアサポーターをトレーニングするための
ピアサポータートレーナー養成研修は，新型
コロナウイルスの感染症対応のため，実施が
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中止となった。 
 
9. 授業料免除の実施状況 
  令和元年度において延べ 5,633 名，総額

1,033,975,110 円の授業料免除を実施した。 
 

【７】①－２ 
・ 全ての学生にとって教育
の機会が公平に提供される
キャンパスを目指し，特別
修学支援室の体制整備な
ど，障がいのある学生を支
援する体制を拡充させると
ともに，教職員・学生を対象
とした継続的な研修を実施
する。また，平成 29 年度ま
でにバリアフリー整備計画
を策定し，ユニバーサルデ
ザインに配慮したキャンパ
スに整備する。 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. 支援学生育成 

・ 障がいのある学生をサポートするピアサポ
ーターの養成を目的とした授業を開講し，障
がいのある学生のキャンパスライフをサポー
トするための基礎的な支援内容や支援技術
（パソコンノートテイクや資料のテキストデ
ータ化など）を体験的に習得する機会とした。
平成 29 年度は「カウンセリング実習」及び
「キャンパス・アクセシビリティ入門」，平
成 30 年度は総合科目「健康と社会 キャンパ
ス・アクセシビリティ入門」を開講した。 

・ 新規支援学生に対し，従来実施してきたパ
ソコンノートテイク研修を，平成 30 年度は
12 回開催し，28 名が参加した。また，継続支
援学生に対しスキルアップ研修を開催した。
（H28：４回延べ 31 名，H29：２回延べ 32 名，
H30：３回延べ 75 名） 

・ 平成 29 年度に創設した「特別修学支援活動
賞」を「学生相談総合センターアクセシビリ
ティ支援活動賞」として新たに制定した（H29
受賞者：24 名，H30：７名）。 

・ 平成 28 年度に支援学生の募集方法と養成
講座の充実のため，他大学を視察し情報収集
を実施した。 

 
2. 障がい者支援に関する対応 

・ 平成 28 年度に，平成 28 年４月１日付で制
定された「障害者差別解消法」の対応として
「国立大学法人北海道大学における障害を理
由とする差別の解消の推進に関する教職員対
応要領に基づく留意事項」を作成し，その周
知のためにアクセシビリティ支援室（旧特別

・ 障がいのある学生をサポート
するピアサポーターに対する研
修及び「学生相談総合センター
アクセシビリティ支援活動賞」
による表彰，支援学生の裾野拡
大に向けた全学教育科目の開
講，並びに教職員向けの FD 及び
SD 研修を継続して実施する。 

 
・ バリアフリー整備計画に則っ

た整備実施として，令和２年度
以降も同計画に沿って整備を実
施する。 
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修学支援室）が教職員研修会（５回 237 名）
を実施した。 

・ アクセシビリティ支援室（旧特別修学支援
室）において，障害のある学生に対する修学
支援の充実を図るため，教職員向け FD 研修・
SD 研修を開催した（H28：４回 179 名，H29：
11 回 390 名，H30：５回 226 名）。 

 
3. バリアフリー整備計画 

平成 28 年度に多目的トイレの設置状況等に
ついて学内調査を実施し，その結果を学内に周
知した。 

平成 28 年度に施設部及び学務部の担当者に
よる検討グループを設置し，バリアフリー整備
計画を取り込んだユニバーサルデザインに配慮
したガイドラインの策定準備を開始し，平成 29
年度にユニバーサルデザインに配慮した施設環
境整備計画を策定するための検討組織として，
ユニバーサルデザイン・バリアフリー検討グル
ープ会議を設置し，障害者差別解消法でいう合
理的配慮（特に，必要な施設の現地調査），並
びに，障害を持つ学生等へのヒアリングを実施
して得られた課題を踏まえ，バリアフリー整備
計画を策定した。これを踏まえ，施設整備優先
順位の明確化を目的とした「北海道大学バリア
フリー整備年次計画」を策定した。 

平成 30 年度は同計画に基づき，バリアフリー
対応整備を実施した（情報基盤センター北館，
高等教育推進機構 E 棟，N 棟，中講義室，クラ
ーク会館，福利厚生会館，計６棟）。 

 

【７】 
・ 障がいのある学生をサポートする支
援学生に対する研修及び「特別修学支
援活動賞」による表彰，支援学生の裾
野拡大に向けた全学教育科目の開講，
並びに教職員向けの FD 及び SD 研修を
継続して実施する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【７】 
1. 支援学生育成について 
・ 障がいのある学生をサポートするピアサポ

ーターの養成を目的として，総合科目「健康
と社会 キャンパス・アクセシビリティ入門」
を開講し，障がいのある学生のキャンパスラ
イフをサポートするための基礎的な支援内容
や支援技術（パソコンノートテイクや資料の
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テキストデータ化など）を体験的に習得する
機会とした（令和元年度41名）。 

・ 新規支援学生に対し，パソコンノートテイ
ク研修（ピアサポーター登録後の実地研修）
を９回開催し，29名が参加した。また，継続
支援学生に対し，スキルアップ研修を２回開
催し，延べ40名が参加した。 

・ 「北海道大学学生相談総合センターアクセ
シビリティ支援活動賞」については，基準を
満たす者がいなかったため，令和元年度は実
施していない。 

 
2. 障がいのある学生への支援に関する FD 及び
SD 研修 
・ 障がいのある学生に対する修学支援の充実

を図り，障がいのある学生の状況や具体的な
対応についての理解を促進することを目的と
して，教職員向け FD 及び SD 研修を８回実施
した。 

 
3. バリアフリー整備計画 

令和元年度も同計画に沿って身障者トイレ改
善，エレベーター等への点字設置を行った。 
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○ 教育研究等の質の向上の状況 
(1) 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
  （教育）④ 入学者選抜に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 広く世界に優秀な人材を求め，本学の教育を受けるにふさわしい学力・能力を備えた人材を多様な選抜制度により受け入れる。 

 

学内確認欄 

中期計画 令和元年度計画 

判断理由（計画の実施状況等） 

令和元事業年度までの実施状況 
令和２及び３事業年度の 

実施予定 

【８】①－１ 
・ 第２期中期目標期間に導
入した，入学後に所属する
学部を決める「総合入試」制
度を検証する。また，ボーダ
レスなグローバル社会をリ
ードする意欲と資質を持っ
た人材を人物本位で選抜す
るため，平成 30 年度入試か
ら国際バカロレア等を用い
た｢国際総合入試」を開始す
る。さらに，大学院課程を中
心に，テレビ会議システム，
海外オフィスを活用した渡
日前入試を拡大するなど，
国際化に対応した入学者選
抜を実施する。 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. 総合入試制度の検証 
・ 平成 23 年度の入学者選抜から導入した

「総合入試」（募集人員：文系 100 名，理系 
1,027 名）の検証のため，新入生から５年次
までの全学生を対象とした各年次別アンケー
ト及び卒業年次アンケートを実施し，得られ
た総合入試・学部別入試の比較データをもと
に，アドミッションセンター企画運営会議調
査・分析 WG において総合入試制度の分析・検
証を行った。その結果，在籍している学部（学
科）に対する総合入試入学者の満足度は８割
以上を維持しており，本制度が進路選択のう
えで優位性を維持していることが明らかにな
った。また，毎回アンケート結果を分析し活
用していることを回答者である学生に知って
もらうことで回答率の向上につなげるため，
平成 30 年度から，本学ホームページにアンケ
ート結果を掲載し，全学生にその旨を教育情
報システム（ELMS）で通知した。 

・ 総合入試制度等の理解を得るため，オープ
ンキャンパス，北大進学相談会，受験産業や
高等学校主催の進学相談会，入試広報戦略に
基づく高校訪問等において積極的な入試広報

1. 総合入試制度の検証 
・ 本学の特徴的な入試制度で

ある「総合入試」制度の検証を
一層進めるため，各年次別ア
ンケート及び卒業年次アンケ
ートの分析・検証結果をまと
めたエグゼクティブサマリー
により，関係委員会に問題提
起を行う。 

・ 総合入試制度及び本学の入
試改革等について理解を得る
ため，入試広報活動により，学
校関係者，高校生，保護者等へ
の情報提供を行う。 

 
2. 入学者選抜改革の検討 
(1) 令和２年度の取組 

フロンティア入試 TypeⅠの
コンピテンシー評価における
ルーブリックを各募集単位と
アドミッションセンターの協
働により作成する。 

 
(2) 令和３年度の取組 
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活動を行い，学校関係者，高校生，保護者等
へ総合入試を含めた北大の魅力を伝えた。 

 
2. 入学者選抜改革の検討 

・ 教育改革室において，入学者選抜改革案に
対する各部局の意見等を基に「2022年度（2021
年度実施）入学者選抜改革案（最終案）」を
作成し，実施に向けた検討をアドミッション
センターに委託した。 

・ 総合型選抜（フロンティア入試 TypeⅠ）で
導入を予定する高校教諭が Web 上から入力す
る形式の「コンピテンシー評価」を，令和２
年度 AO 入試（医学部医学科及び水産学部）に
先行導入することを決定した。また，その評
価で使用する人材評価システムを構築した。 

 
3. 国際総合入試の実施・検証 

・ 平成30年度入試（平成29年度実施）から国
際総合入試を開始した。各年度の実施状況は
下表のとおり。 

・ 国際バカロレア認定校への訪問調査を引き
続き実施し，その検証結果に基づき出願要件
を変更する等，実施方法の見直しを行った。 

 
国際総合入試実施状況 
 H30年度 

入試 
H31年度 
入試 

文
系 

募集
人員 

5 5 

志願
者数 

5 4 

入学
者数 

1 2 

理
系 

募集
人員 

10 10 

志願
者数 

7 13 

入学
者数 

2 4 

 
 

フロンティア入試を実施す
る。 

 
3. 「国際総合入試」の実施・検証 

引き続き，学内各学部教員及
びアドミッションセンターによ
る国際バカロレア認定校への訪
問調査結果に基づき，志願者数
増に向けた高等学校の分析・検
証を行う。 

 
4. 渡日前入試の拡大 

大学院入試における国際化対
応を支援するため，渡日前マニ
ュアルを作成する。 
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4. 渡日前入試の拡大 
・ 平成 24 年度から毎年度実施している大学

院入試情報等に関する調査において，平成 26
年度から 28 年度にかけて，渡日前入試の実施
方法や現地試験の実施等の取組についての調
査項目を増やし，その結果を各研究科等にフ
ィードバックすることにより，国際化に対応
した入学者選抜の導入状況を参考情報として
提供した。 

・ 平成 30 年度には，調査結果及び海外オフィ
スの情報をまとめた渡日前入試参考資料を作
成し，渡日前入試実施導入（検討）の一助と
して各研究科等へ提供した。 

・ 平成 30 年度調査時における渡日前入試の
実施部局は，平成 27 年度から４研究科等増加
し，13 研究科等となった。また，海外オフィ
スを利用した入学者選抜の実施部局は，平成
27 年度から２研究科等増加し，４研究科等と
なった。 

 

【8-1】 
・ 「総合入試」の実施状況を分析し，
検証するとともに，「学力の３要素（①
知識・技能，②思考力，判断力，表現
力，③主体性）」を多面的に評価する
新たな入学者選抜の実施について各学
部と協同で検討する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【8-1】 
1. 総合入試制度の検証 

新入生から５年次までの全学生を対象とした
各年次別アンケート及び卒業年次アンケートを
実施した結果，40.5％から回答があった（前年
度比3.1ポイント増）。得られた総合入試・学部
別入試の比較データをもとに，アドミッション
センター企画運営会議調査・分析 WG において，
「広報」「総合入試と学部別入試の比較」「（全
学教育科目の）授業選択の自由度と成績評価」
等について，エグゼクティブサマリーとしてま
とめた。 

 
2. 入学者選抜改革の検討 
《募集人員の変更》 

４月に全学部の入試担当者を対象とした入試
改革案の説明会を開催し，その後の意向調査の
結果に基づき，令和４年度の入学者選抜から一
般選抜（現：一般入試），総合型選抜（現：AO
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入試）の募集人員並びに総合入試入学者（国際
総合入試を含む）の学部移行人数の変更を決定
した。 

 
《総合型選抜の変更》 
・ 令和４年度の入学者選抜から，総合型選抜

（現：AO 入試）の選抜方法等を変更し，出願
書類や選抜方法の違いにより「TypeⅠ」・
「TypeⅡ」の２つの区分を設けて選考する新
たな入学者選抜「フロンティア入試（総合型
選抜）」を実施することを決定した。 

・ 「TypeⅠ」（11募集単位，募集人員78名）
の実施準備のため，各募集単位の担当者を対
象とした説明会を開催し，同入試で使用する
「未来型人材評価システム」の解説の他，実
施に向けた今後の作業スケジュールを確認し
た。 

・ 共通問題（適性試験）を課す「TypeⅡ」（７
募集単位（募集人員66名））の実施準備のた
め，アドミッションセンターの下に設置した
ワーキンググループにおいて共通問題の出題
範囲や出題方法等の検討を行い，成案を得た。 

・ アドミッションセンターとフロンティア入
試実施部局との協働により，募集単位ごとの
基本方針を決定し，３月に公表した。 

 
《AO 入試におけるコンピテンシー評価の先行導
入》 
・ 総合型選抜（フロンティア入試 TypeⅠ）に

おいて導入予定の「コンピテンシー評価（学
習活動及び諸活動について，各募集単位が求
める資質及び能力をもった人物を選抜すると
いう観点から設定した評価項目（コンピテン
シー）に対し，高等学校等の教員が Web シス
テムにより評価を入力し，これを個人調査書
に替えて活用するもの）」を，令和２年度 AO
入試（医学部医学科及び水産学部）に先行導
入して実施し，募集人員計25名に対し40名の
出願があり，選考の結果，14名を合格者に決
定した。 
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《一般入試における大学入学共通テストの活用方
法の決定》 
・ 令和３年度以降の本学一般選抜（現：一般

入試）における大学入学共通テストの活用方
法を決定し，３月に公表した。 

 
《入試広報》 

・ 総合入試制度並びに本学の入試改革等につ
いて理解を得るため，オープンキャンパス，
北大進学相談会，受験産業や高等学校主催の
進学相談会，入試広報戦略に基づく高校訪問
等において積極的な入試広報活動を行い，学
校関係者，高校生，保護者等へ総合入試を含
めた北大の魅力を伝えた。 

 
3. 国際総合入試の実施・検証 
・ 国際総合入試について，昨年度に実施した

国内IB認定校訪問（国内１条校15／17校を訪
問（他，インターナショナルスクール２校を
訪問））で得た情報を分析・検証し，履修指
定科目の見直しを行った。結果，志願者数は
総合入試文系17名，総合入試理系17名となり，
入学者数は総合入試文系１名，総合入試理系
５名となった。 

 
国際総合入試実施状況  
 H30年度 

入試 
H31年度 
入試 

R2年度 
入試 

文
系 

募集
人員 

５ ５ ５ 

志願
者数 

５ ４ 17 

入学
者数 

１ ２ １  

理
系 

募集
人員 

10 10 10 

志願
者数 

７ 13 17 

入学
者数 

２ ４ ５ 
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【8-2】 
・ テレビ会議システム，海外オフィス

を活用した大学院課程の渡日前入試を
拡大するため，マニュアルの作成に着
手する。また，海外在住者に係る入学
手続きの利便性を向上させるため，大
学院課程の入学料について，クレジッ
トカード決済が可能となるシステムを
導入する。 

【8-2】 
1. 渡日前入試実施導入マニュアルの作成 
・ 各研究科等における入試情報等に関する調

査を実施し，その調査結果と海外オフィスの
活用に係る情報をまとめた「渡日前入試参考
資料」を作成し，渡日前入試実施導入（検討）
の一助として各研究科等に提供した。 

・ 既に渡日前入試を実施している部局に対
し，実施方法の詳細について調査を行い，マ
ニュアル作成のための基本情報を収集した。 

・ 令和元年度調査時におけるテレビ会議シス
テム等を利用した渡日前入試の実施部局は，
平成 27 年度から４研究科等増加し 14 研究科
等（67％）となった。また，海外オフィスを
会場とした入試を４研究科等（19％）で実施
した。 

 
2． 海外からの入学料支払いが可能なクレジット
カード決済システムの導入 

入学料クレジットカード決済システムを34の
学籍区分（修士課程７，博士後期課程11，研究
生16）に導入し，88名の利用があった。 
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○ 教育研究等の質の向上の状況 
(1) 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
  （研究）① 研究水準及び研究の成果等に関する目標 

 

中
期
目
標 

① 持続可能な社会を次世代に残すため，グローバルな頭脳循環拠点を構築し，世界トップレベルの研究を推進するとともに，社会課題を解決するため
のイノベーションを創出する。 
② 創造的な研究を自立して進めることができる優秀な若手研究者を育成する。 

 

学内確認欄 

中期計画 令和元年度計画 

判断理由（計画の実施状況等） 

令和元事業年度までの実施状況 
令和２及び３事業年度の 

実施予定 

【９】①－１ 
・ 世界トップレベルの研究
を推進するため，医療・創薬
科学分野，食・健康科学分
野，物質・材料科学分野，フ
ィールド科学分野等の本学が
強みを有する重点領域研究に
対し，研究費・人材・スペー
ス，リサーチ・アドミニスト
レーター（URA）等を活用し
た全学的研究マネジメントに
よる支援を行う。これらによ
り，新たな部局横断型研究プ
ロジェクトを５件以上創出す
る。 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
本学が強みを有する重点領域において，トップ

ダウンの選定による重点プロジェクトを推進する
ため，以下のような全学のリソースを活用した研
究マネジメントによる支援を実施してきた結果，
平成 30 年度に，世界トップレベル研究拠点プログ
ラム「化学反応創成研究拠点」（理学研究院，先
端生命科学研究院，工学研究院，医学研究院，情
報科学研究科，電子科学研究所）の部局横断型プ
ロジェクトを開始した。 
 
1. トップダウンの選定による重点プロジェクト
の推進 

平成 30 年 10 月に我が国の新たな世界トップ
レベル研究拠点プログラム（WPI）「化学反応創
成研究拠点(ICReDD)構想」が採択された。申請
に当たっては，URA と WPI 対策室が協働して先
行拠点からの情報収集，研究 IR に基づく本学の
強み・特色ある研究分野の分析，大学執行部や
拠点長候補者をはじめとする教員と協働による
拠点構想の検討等を行い，申請書及びヒアリン
グ資料作成を支援した。さらに，資金面では，
構想構築に係る活動費の支援や，拠点長が裁量
で使用できる経費の重点配分を行った。施設・

1. トップダウンの選定による重
点プロジェクトの推進 
・ 令和元年度に創設した「ア

ンビシャス若手人材育成シス
テム」を活用するなど，将来の
研究リーダーたりうる若手人
材の裾野拡大を図る。 

・ 令和元年度に行った異分野
連携研究課題形成の制度設計
を基に，令和２年度に，研究費
等の支援を行う研究課題を選
定し，令和３年度末までに３
件以上創出する。 

 
2. URA 等を活用した全学的研究
マネジメントによる支援 
・ 本学が強みを有する医療・

創薬科学分野，食・健康科学分
野，物質・材料科学分野，フィ
ールド科学分野等の重点領域
について，全学的研究マネジ
メントによる支援を行う。 
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設備面では，専用の研究スペース 1,271 ㎡を確
保するとともに，グローバルファシリティセン
ター（GFC）が保有する質量分析計をはじめとし
た共用機器の利用料について支援を行った。 

 
2. URA 等を活用した全学的研究マネジメントに
よる支援 
(1) 北極域研究分野の研究推進支援 

平成 27年度から URA２名を北極域研究セン
ターに派遣し，そのうち１名をセンター長補
佐とし，北極域研究推進プロジェクト（ArCS）
及び北極域研究共同推進拠点（J-ARC Net）に
関して，拠点運営及び中間評価対応等を支援
した。 
また，J-ARC Net では URA が研究公募等制

度設計に携わり，国際共同研究を強化した結
果，平成 28 年度からの３年間で合計 76 件採
択した共同研究のうち，35％にあたる 27 件を
国際共同研究として実施した。 

 
(2) コーディネーターとしての URA の活用 

   平成 29 年度及び平成 30 年度に科学技術振
興機構（JST）「産学共創プラットフォーム共
同研究推進プログラム（OPERA）」及び「オー
プンイノベーション機構の整備事業（OI 機
構）」に申請するにあたり，URA の主導により
先行拠点を訪問し情報収集を行った。 
また，URA が本学構想の立案，学内関連部

署との連絡調整や，申請書及びヒアリング資
料等の作成を行い，産学・地域協働推進機構
の教職員と連携して申請を行った。さらに，
本学の強みである食や医療等に関する研究シ
ーズを活かし，北海道経済産業局や産学連携
推進本部との連携のもと，北海道大学病院で
行われた経済産業省「医療ニーズ発表会」の
企画運営等，企業と学内研究者とのマッチン
グを行うなど，民間企業等との共同研究を１
年間で新たに７件契約した。 
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3. 重点領域研究に関する取組 
(1) 医療・創薬科学分野 

① GI-CoRE「量子医理工学グローバルステ
ーション（量子 GS） 
a) スタンフォード大学から誘致している
研究教育ユニットと国際連携研究教育を
推進した。 

b) 国際的な医薬品の臨床試験の実施基準
ICH-GCP に準拠して研究が行われ，国際
共著論文（平成 28～30 年度累計 48 報）
を発表するとともに，共同臨床試験（２
件）を実施した。 

c) 平成 29 年度には，量子 GS の成果を活
かし，量子理工学及び分子理工学を医学
に役立てるための人材を育成するため，
「医理工学院」を設置した。また，これ
までの教育研究成果が認められ，日立製
作所と共に開発した動体追跡粒子線がん
治療装置に対し，全国発明表彰で最も優
れた発明に贈られる「恩賜発明賞」を受
賞した。 

d) 平成 30 年度には，これまでの活動につ
いて，学外委員による外部評価を実施し，
グローバルな拠点が既に構築されている
点，国内外の著名な研究機関と連携が行
われている点，これまで 200 報を超える
論文を発表している点，サマースクール
などで定期的に教育を実施している点等
が評価され，S 評価（S～D の５段階中最
上位）を得た。 

 
(2) 食・健康科学分野 

① 食科学プラットフォーム 
同プラットフォームは，食に関する各種

情報の集約・一元化と共同研究やプロジェ
クトの創出，及びプロジェクトマネジメン
トを目的に平成 26 年２月に設立した。同時
に北海道立総合研究機構（以下「道総研」
という。）との連携強化を図り，人材の相
互派遣と研究者の交流の場づくり（食科学
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プラットフォームセミナーや道総研と本学
研究者の交流会）を行っている。各年度の
主な活動は以下のとおり。 
a) 平成 28 年度 

複数部局（農学研究院，薬学研究院，
獣医学研究院）が参加する産業創出部門
（新規機能性食品研究部門）を大塚製薬
株式会社と設置し，共同研究を開始した
ほか，道総研等外部機関や企業と連携し
ながら複数の学内部局にまたがるプロジ
ェクトを３件創出した。 

b) 平成 29 年度 
「平成 27 年度農林水産業・食品産業科

学技術研究推進事業（研究課題名：北方
圏紅藻類の資源開発とその健康機能・素
材特性を活かした次世代型機能性食品の
創出）」の代表機関としてプロジェクト
マネジメントを行い，水産学部及び医学
部を中心とした研究成果を活かした製品
や試作品を 38 品目創出，食品の機能性に
ついても特許出願を行った。これらの研
究成果について，JST 主催の「イノベー
ションジャパン 2017」をはじめ，複数の
展示会にブース出展，企業や一般市民に
対しアウトリーチ活動も行ったほか，食
科学プラットフォーム専用のホームペー
ジを立ち上げ，広く社会に対して広報活
動を行った。 

c) 平成 30 年度 
産学官協働研究推進のため，ロバスト

農林水産工学科学技術先導研究会（※１）
と連携し，国際フォーラムを開催（６月，
札幌，参加者 350 名）し，海外研究者と
本学研究者の交流機会（意見交換，エク
スカーション等）を設け，継続的な交流
につなげた。 

また，農林水産省「知」の集積と活用
の場である産学官連携協議会との橋渡し
を行い，同協議会は研究開発プラットフ
ォームに認定された。 
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このような活動から，令和元年度の農
林水産省イノベーション創出強化研究推
進事業に複数のプロジェクトが応募した
ほか，地域イノベーション・エコシステ
ム形成プログラム及び「地域の多様な課
題に応える脱炭素型地域づくりモデル事
業」の申請につながった。 

 
（※１） 

本学が掲げるフードバレー構想のもと，現場の
ニーズに基づいた次世代農林水産工学技術を開発
するためのプラットフォーム研究会。本学をはじ
めとする大学や公的研究機関，北海道をはじめと
する行政機関，関連する民間企業，さらには農林
水産業従事者が参画。研究会事務局機能をロバス
ト農林水産工学国際連携研究教育拠点事務局が担
う。 
 

② 革新的イノベーション創出プログラム
（COI STREAM）『食と健康の達人』拠点 
同プログラムは，「母子を中心に，家族

が健康で安心して暮らせる社会」を目指し
て，子どもとともに，みんなが健康で元気
に成長できる地域モデルを構築し「“ひと”
と“まち”が『食と健康の達人』として育
つ社会」の実現のために「母子の健康を基
盤とした健康経営都市」の創造を産学官・
地域連携によって推進している。 

世界に類をみない研究開発「岩見沢市に
おける母子健康調査」では，医学研究院を
中心に，先端生命科学研究院や COI 参画機
関である森永乳業や日立製作所とともに，
腸内環境や母乳，食・生活習慣等を分析し，
「母の健康」と「子どもの成長」に影響す
る新たな知見を得た。平成 28～30 年度にお
ける主な活動は以下のとおり。 
a) 低出生体重児減（平成 27 年：10.4％→
平成 29 年：7.8％）を実現した。 
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b) 岩見沢市の健診結果やレセプトデータ
から健康状態を分析する健康予報システ
ムの構築を開始した。 

c) COI の各プロジェクトで得たデータを
連携させ地域包括ケアシステム（※２）
の構築を進めた。 

 
（※２） 

地域包括ケアシステムは「ニーズに応じた住宅
が提供されることを基本とした上で，生活上の安
心・安全・健康を確保するために，医療や介護の
みならず，福祉サービスを含めた様々な生活支援
サービスが日常生活の場（日常生活領域）で適切
に提供できるような地域での体制」とされ，その
構築のためには，市町村が地域の自主性や主体性
に基づき，地域の特性に応じて「ご当地ケア」を
作りあげていくことが求められる。 
 

d) COI の取組を事業化し，次の研究開発
につなげて地域で持続していくために，
岩見沢市の健康経営都市事業の推進と事
業成果（商品やサービス）の展開に向け，
エミプラスラボ合同会社を設立（平成 30
年３月岩見沢市）するとともに，クチト
レ（口腔周囲筋トレーニング）を開始す
るなど岩見沢市とともに健康経営都市の
推進に向けて研究開発の実装・実証を行
った。 

e) 拠点のアウトリーチやニーズの収集の
ため，北大 COI シンポジウム（平成 28 年
12 月 東京，平成 29 年 12 月東京，平成
31 年１月 札幌）をはじめとした主催イ
ベントの実施，JST フェアなどへの出展
を行ったほか，COI 拠点間の若手研究者
の連携促進を目的とした「COI2021 会議」
（平成 29 年３月札幌，同 11 月東京，平
成 30 年 12 月東京）のホスト拠点を務め
た。 
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(3) 物質・材料科学分野 
創成研究機構研究部特定研究部門において

実施しているプロジェクト「金属錯体による
ガス分子分離・貯蔵システムの開発」に対し，
研究スペース及び年間 8,900 千円の研究費を
措置した結果，国際科学誌へ論文が２本掲載
される等の成果につながった（平成 28 年度）。 
また，理学研究院に派遣している URA が，

学内 11 部局が連携し構築する卓越大学院プ
ログラム「スマート物質科学卓越道場」の申
請書作成に参画した（平成 30 年度）。 

 
(4) フィールド科学分野 

   本学の特徴的な研究領域である北極域研究
に関しては，平成 27 年度の北極域研究センタ
ーの設置以来，URA２名を派遣し（うち１名は
センター長補佐），研究活動を推進してきた。
平成 27 年度に採択された文部科学省補助事
業「北極域研究推進プロジェクト（ArCS）」
をはじめ，２件のベルモント・フォーラムを
含む国際共同研究プロジェクトの実施，共同
利用共同研究拠点「北極域研究共同推進拠点
（J-ARC Net）」の運営や，日本初開催となる
国際会議「第２回アジア永久凍土会議」の開
催等，多様な研究活動を支援した。一連の研
究活動で得られた成果と研究者ネットワーク
をもとに，平成 30 年度は，国立極地研究所及
び海洋研究開発機構と連携し，ArCS の後継プ
ロジェクトの構想に資する情報をまとめ，文
部科学省に提供するなど，国の科学技術政策
に対する働きかけを通じて当該研究領域の発
展に寄与した。 

 

【９】 
・ 若手研究者を中心とした部局横断型
研究プロジェクトの創出に向け，研究Ｉ
Ｒに基づいた本学が強みを有する重点領
域研究に対し，ＵＲＡ等を活用した全学
的研究マネジメントによる支援を継続し
て行う。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【９】 
以下のような全学リソースを活用した研究マネ

ジメントによる支援を実施した結果，本学機能強
化促進事業「フォトエキサイトニクス研究拠点～
光励起状態制御の予測と高度利用～」（理学研究
院，遺伝子病制御研究所，電子科学研究所，医学
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研究院，地球環境科学研究院，北海道大学病院等）
の部局横断型プロジェクトを開始した。 
 
1. トップダウンの選定による重点プロジェクト
の推進 

  理学研究院に派遣された URA１名が理学研究
院教育研究戦略室長として構想立案に関わり，
平成 30 年度に理学研究院を中核部局として申
請した「フォトエキサイトニクス研究拠点～光
励起状態制御の予測と高度利用～」が，本学の
令和元年度概算要求事項機能強化促進事業とし
て採択され，活動を開始した。 

また，文部科学省補助事業北極域研究推進プ
ロジェクト（ArCS）の終了に伴い，後継事業と
して令和２年２月に公募を開始した北極域研究
加速プロジェクト（ArCSII）では，URA２名が北
極域研究センター長を補佐し，構想の立案や申
請書類の作成を行うとともに，国立極地研究所
や海洋研究開発機構等の連携機関の教員・研究
員や職員と合同事務局を形成して，申請全体の
取りまとめや各機関の役割分担等の調整を行
い，３月に３機関連携の実施体制による構想と
して文部科学省に申請した。 

  平成 30 年度に設置された WPI 拠点「化学反
応創成研究拠点（ICReDD）」の研究スペース拡
張のために創成科学研究棟に入居する研究者間
の調整を行うなどの運営支援を URA が行った結
果，専用スペースを 2,601㎡まで拡張した。 

  さらに，学内の若手研究者が参画する部局横
断による新たな異分野連携研究課題の形成を推
進するために，10 月（低温科学研究所等，学内
の共同利用・共同研究拠点である４附置研究所，
３研究センター及び１学内共同施設，北海道大
学共同利用・共同研究拠点アライアンス部局横
断シンポジウム）と 11 月（遺伝子病制御研究所
他 25 部局，第５回北海道大学部局横断シンポジ
ウム）に部局横断型シンポジウム等の開催支援
を行うとともに，研究 IR の手法を対象者の絞り
込みや効果的な支援方法等の検討に活用し，令
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和２年度に実施する予定の研究費等支援の制度
設計を行った。 

 
2. URA 等を活用した全学的研究マネジメントに
よる支援 
(1) アンビシャステニュアトラック制度の導入 

本学の強み・特色であるフロンティア研究
分野（化学，材料，医学，生命科学など）及
びフィールド研究分野（環境汚染，感染症，
自然災害，食と健康など）において，将来の
研究リーダーたりうる若手研究者を継続的に
獲得・育成するため，大学本部が部局とのマ
ッチングファンドにより人件費の負担やスタ
ートアップを支援等する制度「アンビシャス
テニュアトラック制度」を創設した。 
初年度である令和元年度は，大学本部と部

局との連携の下，URA 等が分析した研究 IR デ
ータ等に基づき若手研究者から選考を行い，
５名（理学研究院，先端生命科学研究院，工
学研究院及び情報科学研究院）を任期付きの
准教授として採用した。また，令和２年度分
として５名（理学研究院，工学研究院，医学
研究院，情報科学研究院及び遺伝子病制御研
究所）の准教授ポストを決定した。 
なお，本制度で採用した准教授は，制度終

了時のテニュア審査の結果によって，任期無
しの教授とすることとしている。 

 
(2) 北極域研究分野の研究推進支援 

平成 27 年度の北極域研究センターの設置
以来，URA２名を派遣し（うち１名はセンター
長補佐），以下の取組を行うなど，本学の強
みである北極域研究分野の研究推進支援を行
った。 
① 平成 30 年度に行われた北極域研究共同

推進拠点（J-ARC Net）の中間評価時に外部
資金獲得件数の不足を指摘されたことを受
け，センター長補佐を含む２名の URA によ
る積極的な外部資金獲得支援を実施した。 
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② 北極域研究センターを中核とする部局横
断型研究プロジェクト「世界を牽引する課
題解決型の北極域研究拠点の構築～フィー
ルド研究を核とした国連 SDGs への貢献～
（北極域研究センター，工学研究院，地球
環境科学研究院，理学研究院，スラブ・ユ
ーラシア研究センター）」の構想立案や申
請書作成を URA が研究 IR 等を活用して支
援した結果，令和２年度概算要求において，
新規に 61,658 千円の予算獲得が決定した。 

③ ６月に令和元年度 JST ベルモント・フォ
ーラムの共同研究活動「急速に変貌する北
極システムにおけるレジリエンス」の公募
に，本学がノルウェー及び米国との国際共
同研究で申請するにあたり，URA１名が申請
書の一部の作成や全体取りまとめや連絡調
整を行った。 

④ 株式会社ウェザーニューズとの気候変動
に伴う環境変化の課題に取り組む共同研究
実施のため，３件の提案（PM2.5 観測ネッ
トワーク構築，衛星を使った北極の海氷観
測，海氷分布予測）についてマッチング，
企業との連絡調整及び意見交換などのコー
ディネーション業務を行った。 

⑤ 文部科学省補助事業「北極域研究推進プ
ロジェクト（ArCS）」の最終年度にあたり，
本学の研究活動の成果取りまとめを行い，
報告書を作成するとともに，プロジェクト
事務局として事業全体の報告書取りまとめ
を行った。 

 
以上の取組の結果，新たに 61,658 千円の

資金獲得を実現し，北極域研究分野の推進に
貢献した。 

 
(3) コーディネーターとしての URA の活用 

① 本学と JA 北海道グループとの包括連携
事業に URA が参画し，本学側シーズと JA 側
ニーズとのマッチング調整を行った結果，
平成 30 年度に契約した共同研究「北海道農
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畜産物『抗酸化活性評価』」契約額が 2.6
倍の 2,600 千円への増額を実現した。また，
総面積１万ヘクタールの土地改良区（水管
理団体）からの道産米の品質保持と水量管
理に関する課題に対して，URA の調整によ
りリモートセンシング技術を有する理学研
究院の教員を紹介した結果，令和２年度か
ら地域イノベーションエコシステム事業の
一部として実証することとなった。 

② 令和元年度から URA１名が産学・地域協
働推進機構の戦略企画業務に従事し，機構
長等を補佐するとともに，研究 IR 等を活用
して，「環境・エネルギー」，「材料・デ
バイス」，「創薬」，「食と健康」の４分
野を強化すべき分野とする本学における産
学連携の中長期戦略を策定した。この結果
をもとに，文部科学省「オープンイノベー
ション機構の整備事業（OI 機構）」に申請
するため，同 URA が産学協働マネージャー
等と連携して構想立案や申請書作成を行っ
た。また，JST「産学共創プラットフォーム
共同研究推進プログラム（OPERA）」につい
て，申請書作成支援や，模擬ヒアリングの
企画と実施を行った。 

③ 令和元年度に URA１名を医学研究院に派
遣し，本学が強みとする医療技術等を活か
し，競争的外部資金の獲得支援を集約的に
実施した。科学技術振興機構（JST）「社会
還元加速プログラム（SCORE）」の申請を支
援した結果，本学のプロジェクト提案「蛍
光バイオイメージング技術を用いた薬効評
価法の事業化検証」が７月に採択された。 
また，文部科学省「課題解決型高度医療

人材養成プログラム」に申請するにあたり，
URA が教員と連携し申請書作成を行った結
果，外科解剖・手術領域テーマ「臨床医学
の献体利用を推進する専門人材養成」が８
月に採択された。 

さらに，平成 30 年度から大学病院が申請
していた日本医療研究開発機構（AMED）「次
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世代医療機器連携拠点整備等事業」への申
請書作成支援等を令和元年度も行った結
果，「国内唯一：カダバーラボで医療機器
開発が可能な拠点」構想が７月に採択され
た。 

  ④ URA が医学研究院研究戦略室員として，
部局の研究力強化に直結する施策について
提案を行い，「科研費応募書類添削支援事
業」においては，アドバイザーと申請者の
マッチングを行うなど，部局事務と連携し
ながら実際の運用の一部を担った。 

 
以上の取組の結果，新たに 135,000 千円の

研究資金獲得を実現した。 
 
3. 重点領域研究に関する取組 
(1) 医療・創薬科学分野 

  ① GI-CoRE「量子医理工学グローバルステー
ション」（量子 GS） 

    平成 30 年度に引き続き，スタンフォード
大学から誘致している研究教育ユニットと
国際連携研究教育を推進し，国際共著論文
（10 報）を発表するとともに，共同臨床試
験（２件）を実施した。また，令和元年度
に実施したシンポジウム等のイベントは下
表のとおりである。 

 
【開催イベント】 

開催
時期 

イベント名 
参加人
数 

８月 
第７回 GI-CoRE 量子医理工
学シンポジウム 

延べ
190 名 

８月 GI-CoRE スペシャルセミナ
ー 
（日本放射線腫瘍学会理事
を対象としたクローズドセ
ミナー） 

11 名 

８月 第 6 回 GI-CoRE 医学物理サ
マースクール/HSI 

18 名 
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  ② GI-CoRE「ソフトマターグローバルステー

ション」（ソフトマターGS） 
    平成 30 年度に引き続き，ESPCI（パリ市

立工業物理化学高等専門学校）を中心とし
たフランスユニット及びデューク大学を中
心としたアメリカユニットとの国際連携研
究教育を推進した。力学理論の権威である
コーネル大学教授をアメリカユニットに新
規採用したことにより，ソフトマターの理
論研究と教育力をさらに強化した。その結
果，Science 誌（IF=41.037）や Advanced 
Materials 誌（IF=25.809）を含め，国際共
著論文（17 報）を影響力の高い学術誌（IF
平均 9.179）に発表した。 

    また，平成 30 年度 Science 誌に発表し
た「力学負荷で強く大きく成長するゲル」
に関する論文は，継続して多方面より反響
を集めており，国内外の報道関係，海外の
科学系インターネットサイトはもとより，
ニュートン等の一般向け科学雑誌及び週刊
ダイヤモンド等のビジネス誌でも取り上げ
られた。 

さらに，科学技術に関する研究開発，理
解増進等において顕著な成果を収めた者に
対して贈られる「科学技術分野の文部科学

８月 第 2 回 GI-CoRE 放射線生物
サマースクール/HSI 

13 名 

９月 
第 118 回日本医学物理学会
学術大会 特別講演③（GSQ
共催） 

404 名 

９月 

Meeting for 
Accreditation of Medical 
Physics Education 
Programs 
（医学物理士認定機構理事
を対象としたクローズドセ
ミナー） 

12 名 

２月 
GI-CoRE ウィンターセミナ
ー 

50 名 
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大臣表彰科学技術賞」を受賞したことをは
じめ，国内外の学会にて多数の賞を受賞し
た。 
令和元年度に実施したシンポジウム等の

イベントは下表のとおりである。 
 
【開催イベント】 

開催
時期 

イベント名 参加人数 

不定
期 

外国人講師による
GSS セミナー 
（５月，９月，11
月，１月，２月） 

約 40 名/各
回 

６月 
Hokkaido サマー・イ
ンスティテュート
（１科目） 

受講者 12
名 
聴講者延べ
17 名 

７月 
GSS 国際ミニシンポ
ジウム 

52 名 

11
月 

7th International 
Life-Science 
Symposium（第 7 回生
命科学国際シンポジ
ウム）（共催） 

120 名 

 
(2) 食・健康科学分野 

① 革新的イノベーション創出プログラム
（COI STREAM）『食と健康の達人』拠点 

「岩見沢市における母子健康調査」にお
いて，腸内環境や母乳、食・生活習慣等の
分析から「母の健康」と「子どもの成長」
に影響する新たな知見を得た。主な活動は
以下のとおり。 
a) 文部科学省「地域イノベーション・エ
コシステム形成プログラム」に，フィー
ルド研究をテーマとしたプロジェクトが
採択された。 

b) 地方行政が抱える課題解決（低炭素社
会の地域づくり）に向けた国の競争的資
金（環境省事業）に行政と地域企業，大
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手企業からなる研究コンソーシアムを形
成して応募し，採択された。 

c) COI の各プロジェクトで得たデータを
連携させ，地域包括ケアシステムの構築
を進めた。 

d) 岩見沢市とともに健康経営都市の推進
に向けた取組を行った。 

e) 拠点の取組のアウトリーチ活動やニー
ズの収集のため，第 70 回日本東洋医学学
術総会（６月，東京都）への出展，いわ
みざわ健康まつり（９月，岩見沢市）等
において成果発表を行った。 

 
(3) 物質・材料科学分野 

URA ステーションから理学研究院に派遣し
ている URA１名が，学内 11 部局が連携し構築
する卓越大学院プログラム「スマート物質科
学卓越道場」の構想立案に参画し，参画企業
との条件交渉や，申請書の作成を行った。 

 
(4) フィールド科学分野 

① 北方生物圏フィールド科学センター森林
圏ステーション（天塩・中川・雨龍研究林） 
令和元年度から，本学業務達成基準経費

から高性能林業機械導入経費の支援を得
て，大規模フィールドを活用して CO2 吸収
能の高度化や生物多様性保全に配慮した森
林管理に関する大型実証研究プロジェクト
「エコロジカル・フォレストリー」を計画
し，農学研究院等との連携により，研究過
程で生産された木材バイオマスの供給や，
地域との連携による持続可能社会モデルの
提示などの実施に向けて始動した。 

② 北極域研究センター 
北極域研究に関して，平成 30 年度に引き

続き，ArCS の後継事業に関する構想の改善
と文部科学省への情報提供を行った。その
結果，当該構想を骨格とした文部科学省補
助事業「北極域研究加速プロジェクト」が
実現し，２月に公募が開始された。 
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また，同事業に関し URA２名による支援
体制で本学の教員と連携して構想立案や申
請書類作成を行うとともに，URA が国立極
地研究所や海洋研究開発機構等の支援職員
と合同事務局を形成して連絡調整を担当
し，取りまとめを行い申請した。 

さらに，道内地域自治体と連携して研究
を行っている学内研究者 21 名を対象に本
部 URA がヒアリングを行い，地域連携を行
うにあたっての課題の洗い出しを行い，翌
年度以降に向けて地域連携を促進する企画
立案のための情報収集と分析に着手した。 

 
(5) その他 

文学研究院の部局 URA の支援により，文学
研究院，法学研究科，情報科学研究院，電子
科学研究所等の部局で組織する人間知・脳・
AI 研究教育センターを令和元年７月に設置
し，神経科学，人工知能（AI），哲学，心理
学及び社会科学の文理融合的学際研究を開始
した。令和元年 11 月に開催した設立記念国際
シンポジウム「〈意識の科学〉の冒険─哲学・
脳科学・AI・ロボット研究のクロスオーバー」
では，海外から５名，国内から３名の研究者
を招へいし，学際的な「意識」研究における
最先端の議論を展開した。さらに，学際的・
文理融合的議論のプラットフォームとして，
延べ 18 名の講師を招いて CHAIN セミナーと
題するセミナーシリーズを計９回開催した。 

 
【10】①－２ 
・ 本学の特色ある研究領域
である北極域研究等を核とし
て，異なる視点を持つ研究者
の知のネットワークを形成
し，新たに国際共同研究を 45
件以上展開するなど，グロー
バルな頭脳循環のハブとして
研究を推進する。◆ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
本学における８つの共同利用・共同研究拠点に

おいて，学術交流協定に基づく交流，国際シンポ
ジウムの開催，国際会議におけるブース展示及び
日露ジョイントリサーチラボの活用等により国際
ネットワークを拡大し，公募要領及び様式の英語
化並びに国際学会等における積極的な広報活動の
実施等，国際共同研究を促進させる取組を行った
結果，平成 28～30 事業年度では，新たに 109 件の
国際共同研究を実施し，グローバルな頭脳循環の

本学における８つの共同利用・
共同研究拠点において，引き続き
以下の取組を行う。 
 
1. 日露ジョイントリサーチラボ

を活用した北極域の国際ネット
ワークの拡大 
・ ヤクーツクのジョイントリ

サーチラボにおける研究・教
育の交流を継続するととも
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ハブとして研究を推進した。以下に，北極域研究
をはじめとする特色ある取組の例を挙げる。 
 
1. 日露ジョイントリサーチラボ（※）を活用し

た北極域の国際ネットワークの拡大 
ヤクーツクに設置した日露ジョイントリサー

チラボを活用して，共同研究やサマー・ウイン
タースクールを実施すると共に，アルハンゲリ
スクへの新たなジョイントリサーチラボの設置
に向けて北方（北極）連邦大学と協定を締結す
ることについて合意した。 

また，平成 30 年度には本学とヤクーツクの北
東連邦大学との間でジョイントマスタープログ
ラムを開始し，北東連邦大学の学生４名を半年
間受入れ，講義の提供及び修士論文の研究指導
を行った。 

 
※ 平成 28 年度にヤクーツクのロシア北東連

邦大学及びロシア科学アカデミーシベリア支
部寒冷地圏生物問題研究所と協働し相互の機
関内に設置した，ロシアにおける北極域課題
解決のための研究，産官学連携及び人材育成
に関する交流や情報収集を目的とした国際共
同研究・教育拠点 

 
2. 北大の特色を活かした北極域文理融合等研究
の推進による国際ネットワークの拡大 
・ 北極域研究共同推進拠点を構成する機関

（国立極地研究所，北海道大学，海洋研究開
発機構）のうち，国立極地研究所が代表機関，
本学と海洋研究開発機構が副代表機関を務め
る我が国の北極研究のナショナル・フラッグ
シッププロジェクト（文部科学省補助金事業）
「北極域研究推進プロジェクト（ArCS）」を
推進した。全８テーマ中２テーマ（「北極生
態系の生物多様性と環境変動への応答研究」，
「北極の人間と社会：持続的発展の可能性」）
の PI を本学教員が担当するなど，50 名を超
える本学の教員や研究者等が参画し，北極域
研究の推進に大きく貢献した。 

に，新たにアルハンゲリスク
のジョイントリサーチラボに
おいても同様の交流を実施す
る。 

 
2. 北大の特色を活かした北極域

文理融合等研究の推進による国
際ネットワークの拡大 
・ 令和２年度以降，次期北極

域研究プロジェクト（ArCSⅡ）
に採択された場合，前身の
ArCSプロジェクトにおいて実
施した研究を発展させ，我が
国の北極域研究を更に推進す
る。 

・ スラブ・ユーラシア研究セ
ンターと北極域研究センター
が連携し，ロシアや北欧を中
心とする北極域に関わる人
文・社会科学分野の研究を推
進する。 

 
3. 台湾国立交通大学理学院との

「共同研究教育センター」によ
る国際共同研究の推進 
・ 電子科学研究所では，大学

間学術交流協定に基づく設立
協定書により，台湾国立交通
大学理学院との共同研究教育
センターをハブとしたネット
ワーク型拠点の国際共同研究
を推進し，国際共同シンポジ
ウム及び共同講義を実施す
る。 

 
4. リエゾンラボ事業による国際

共同研究の推進 
・ 令和元年度までの事業を発

展させ，関連する産業創出分
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・ スラブ・ユーラシア研究センターと北極域
研究センターが連携し，ArCS の文理融合プロ
ジェクトである「北極の人間と社会」研究を
推進した。ロシア及びグリーンランドにおい
て理系研究者と合同の現地調査を実施し，平
成 30 年７月に開催した国際シンポジウム（札
幌，参加者数 154 名）で研究成果を報告した。 

・ 低温科学研究所が北極域研究センターと協
力して推進するグリーンランドでの研究活動
では，スラブ・ユーラシア研究センターの政
治学研究者，カナダ・カルガリー大学の文化
人類学研究者と協力して，現地調査や研究集
会を実施するなどの文理融合型研究を推進し
た。また，自然環境の変化が人間社会に与え
る影響に関して現地にてアンケート調査を行
うなど，社会科学的な手法を取り入れた分野
横断型の研究を実施した。またグリーンラン
ドの地元住民と成果を共有し，研究計画の策
定に住民自身の意見を取り入れるなど，北極
域社会を受益者とした研究活動を行った。得
られた研究成果は国際法に関する国際シンポ
ジウムで報告されるなど，広い分野にその成
果をアピールすることに成功している。 

・ ArCS が令和２年３月に終了することを見据
え，北極域研究共同推進拠点を構成する国立
極地研究所，北海道大学，海洋研究開発機構
の各北極センター長が中心となり，本学の
URA の支援を得て，将来の北極域研究に関わ
る構想案について，平成 30 年６，８月に開催
したワークショップ（総参加者 104 名）を通
じて検討した。未解決課題，国際的・文理融
合等異分野融合研究の発展と国際的貢献に向
けた戦略目標を設定し，当該構想案を文部科
学省に提案した。この構想案は，文理融合等
の異分野連携の取組を ArCS から更に拡充し,
社会実装に繋げることを目指すものとなって
いる。 

 
 
 

野を令和３年以降に開設する
ことを目指す。 
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3. リエゾンラボ事業による国際共同研究の推進 
・ 遺伝子病制御研究所では，平成 29 年に感染

癌研究を起点とする新たな融合研究を創成す
ることを目的として，「遺伝子病制御研究所
リエゾンラボ」を設置し，国内外の学術機関，
企業と共同研究を積極的に実施した。 

 
4. 台湾国立交通大学理学院との「共同研究教育
センター」による国際共同研究の推進 
・ 電子科学研究所では，国際ネットワークの

更なる拡大を図り，平成 30 年度に，大学間学
術交流協定に基づく設立協定書を締結し，台
湾国立交通大学理学院と共同で「共同研究教
育センター」を設立した。当該センターは，
物質・デバイス領域共同研究拠点（東北大学
多元物質科学研究所，東京工業大学化学生命
科学研究所，大阪大学産業科学研究所，九州
大学先導物質化学研究所）と，台湾機関（国
立交通大学理学院と台湾中央研究院応用科学
研究センター）との国際共同研究の要となり，
研究室単位の共同研究の推進を始め，国際共
同シンポジウム（ネットワーク型拠点と台湾
側２機関）及び共同講義３単位分を台湾国立
交通大学にて実施し，国際共同研究の推進及
び若手育成に寄与した。 

 

【10】 
・ 共同利用・共同研究拠点を中心とし
て，国内外の大学及び研究機関等との連
携による国際共同研究を推進する。特
に，これまでの取組により強化した国際
ネットワークを活かし，北極域国際共同
研究等を推進する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【10】 
本学における８つの共同利用・共同研究拠点に

おいて，引き続き国際共同研究を促進させる取組
を行った結果，新たに 74 件の国際共同研究を実施
し，グローバルな頭脳循環のハブとして研究を推
進した。以下に，北極域研究をはじめとする特色
ある取組の例を挙げる。 
 
1. 日露ジョイントリサーチラボを活用した北極
域の国際ネットワークの拡大 
・ 平成 31 年４～令和元年６月にヤクーツク

の北東連邦大学教授（兼サハ共和国文科省副
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大臣）を招へいし，セミナー，共同研究，今
後の共同研究の立案等を行った。 

・ 令和元年８月にヤクーツクにおいてサマー
スクールを実施し，本学から８名，北東連邦
大学から４名の学生が参加し，講師は本学，
北東連邦大学，名古屋大学，海洋研究開発機
構から参加し，人材育成を推進した。 

・ 令和元年９月から半年間に渡って，ジョイ
ントマスタープログラムの学生５名を北東連
邦大から受入れた。 

・ 令和元年 10 月に本学で実施した国際シン
ポジウムに合わせて，“First Joint Research 
Laboratory meeting on Sustainable 
Development of the North”を開催し,45 名
が参加した。ヤクーツクのジョイントリサー
チラボを活用したこれまでの交流の成果と今
後の交流計画について議論した。 

・ 令和元年５月に，本学において２か所目と
なる日露ジョイントリサーチラボをアルハン
ゲリスクの北方（北極）連邦大に設置し，ヨ
ーロッパロシアにおける活動拠点を確立し，
国際ネットワークの拡大を図った。 

 
2. 北大の特色を活かした北極域文理融合等研究
の推進による国際ネットワークの拡大 
・ 北極域研究センターでは，ArCS により，令

和元年６～７月にグリーンランド北西部にお
いて，氷河，海洋などのフィールド観測を実
施し，氷河と海洋の相互作用について調査し
た。その結果，氷河の後退メカニズム，氷河
融解に起因する洪水災害及び氷河・氷床の融
解が海洋の生態系に与える影響の解明に繫が
るデータを得た。その一部は令和元年９月の
雪氷研究大会及び海洋学会において発表され
た。 

・ 北極域研究センターでは，令和元年８月に
アラスカ北部沖のチュクチ海で２年間にわた
って海中に設置していた海氷・海洋の観測機
器の回収を実施した。その結果，海氷が激減
している北極海太平洋側海域における海氷・
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海洋の時系列データの蓄積が 10 年分となり，
世界的にも稀少なデータとなっている。当該
データは人工衛星による海氷の厚さの推定精
度を向上させるための貴重なものである。 

・ 北極域研究センターでは，異分野連携によ
るアウトリーチの試みとして，一般教育向け
ボードゲーム“The Arctic”を作成し，令和
元年８月に日本科学未来館で体験会を実施し
た（体験者 70 名）。 

・ スラブ・ユーラシア研究センターと北極域
研究センターが連携し，ArCS の文理融合プロ
ジェクトである「北極の人間と社会」研究を
推進した。これは，北極域の持続的発展に関
して学際的アプローチで研究を行う，極めて
独創的なものである。令和２年２月には最終
成果を取りまとめた学術書をスラブ・ユーラ
シア叢書『北極の人間と社会』として北大出
版会より刊行し，総括シンポジウムを東京で
開催した。 

・ 低温科学研究所では，国内外の研究機関と
協力して，分野横断型国際研究プロジェクト
「グリーンランドにおける氷河氷床・海洋相
互作用」を主導した。中でもスイス連邦工科
大学との連携によって、海洋に流入する氷河
の動態に関する研究成果を国際誌にて論文発
表した。特に津波を使った氷河カービングに
関する成果をプレスリリースし，新聞で報道
されるなどの反響を得た。また研究対象地に
て住民とのワークショップを開催して成果・
情報を共有し，北極域の持続的発展に資する
活動を行った。さらに首都ヌークでは科学院
シンポジウムにてセッションを主催し，現地
の市民・行政・研究者に研究取り組みを紹介
し，北極域研究における日本のプレゼンス向
上に貢献した。 

・ 今後の更なる北極域研究の発展を見据え，
次期北極域研究プロジェクトについて，引き
続き北極域研究共同推進拠点を構成する３つ
の北極センターの長を中心に情報を取りまと
め，文部科学省へ提供した。その結果，令和
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２年度開始の「北極域研究加速プロジェクト
（ArCSⅡ）」として２月に公募が開始された
ため，本学では北極域研究センター長をはじ
めとする教員 14名に本部 URA１名の体制によ
るプロジェクトチームを形成し，国立極地研
究所及び海洋研究開発機構等との連携体制に
より申請書を作成し，３月に文部科学省へ提
出した。 

 
3. リエゾンラボ事業による国際共同研究の推進 
・ 遺伝子病制御研究所では，共同利用・共同

研究拠点における共同研究及び融合研究分野
の創成を目的とするリエゾンラボ事業の一環
で，JAXA 及び NASA との宇宙免疫学，重力免
疫学の創成に関する国際共同研究を開始し
た。 
地上での動物実験を含むこれまでの研究成

果を踏まえ，令和元年５月にケネディ宇宙セ
ンターから世界で初めて自己反応性 T 細胞を
移入したマウスを国際宇宙ステーションに送
り１ヶ月無重力状態にて飼育し，地上に帰還
させ，サンディエゴの JAXA 研究棟で解析を行
った。現在，対照群と合わせて，当該マウス
を解析中である。予備的な結果では非常に良
好な結果が出ている。世界に「宇宙免疫学」
「重力免疫学」という新たな学術領域創成の
可能性を示した。 

 
4. 台湾国立交通大学理学院との「共同研究教育
センター」による国際共同研究の推進 
・ 電子科学研究所では，大学間学術交流協定

に基づく設立協定書により，台湾国立交通大
学理学院と共同で設立した共同研究教育セン
ターにおいて，物質・デバイス領域共同研究
拠点（東北大学多元物質科学研究所，東京工
業大学化学生命科学研究所，大阪大学産業科
学研究所，九州大学先導物質化学研究所）と
台湾機関（国立交通大学理学院と台湾中央研
究院応用科学研究センター）との国際共同研
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究の要として，共同国際シンポジウム及び共
同国際講義を実施した。 

 

【11】①－３ 
・ 第２期中期目標期間に竣
工した「フード＆メディカル
イノベーション国際拠点」を
核として，企業等と本学が対
等な立場で研究を行う「イコ
ールパートナーシップ」に基
づいた産業創出部門等を５件
以上開設するなど，社会実
装，イノベーション創出に向
けた産学官協働研究を推進す
る。◆ 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
産業創出部門等の新規開設に向けて，以下の組

織的・戦略的な取組を実施した結果，平成 28 年度
から平成 30 年度までで 11 件（平成 28 年度６件，
平成 29 年度２件，平成 30 年度３件）と中期計画
に掲げる目標５件を大きく上回る産業創出部門等
を設置した。これにより，平成 27 年度末の産業創
出部門設置数５件から，平成 30 年度末には 13 件
（内９件がフード＆メディカルイノベーション国
際拠点に設置）に増加した。以下に特色ある取組
の例を挙げる。 
 
1. 産学・地域協働推進機構の機能強化に向けた
取組 
(1) 組織型協働研究の新規開拓に向けた取組 

平成 29 年から開始し，マーケティング活動
成果を上げている海外企業向けマッチング展
示会（BIO-International, BIO-Europe）への
出展や，INPART 社による海外向け英語シーズ
発信のマーケティングを積極的に実施した。 

海外企業向けマッチング展示会では，海外
の企業・ベンチャー・ベンチャーキャピタル
等と具体的な特許ライセンス交渉や共同研究
交渉を行い，平成 30 年度は，特にライフサイ
エンス分野において特許ライセンス契約
13,400 千円（５件），共同研究契約 8,000 千
円（２件），MTA 契約 1,000 千円（１件）の締
結につながった。 

 
(2) 研究シーズ検索機能の強化等 

平成 30 年４月，研究シーズ集を冊子から
Web 版にすることで情報の即時性などシーズ
発信力を向上させた。単に冊子の電子化に留
まらず，検索エンジンを改良し，技術分野別
／テーマ別絞り込み検索・検索数上位研究者
の一覧表示・検索ワードに関連する研究者一
覧表示などが可能となり，本学研究シーズの

1. 産学・地域協働推進機構の機
能強化に向けた取組 
・ 北大発ベンチャー企業に対

して，新株予約権をライセン
ス対価等として取得できる制
度を新規に立ち上げ，令和２
年度から運用を開始する。 

 
2. 産業創出部門設置に向けた取      
 組 

・ 産学・地域協働推進機構が
中心となり，組織型協働研究
の新規開拓に向けた情報発信
や産業創出部門の新規設置に
向けた取組を継続する。 

・ 令和２年度を目処に，産業
創出部門における顕著な研究
成果をベースに新しい印刷技
術を事業化する。 

 
3.  イノベーション創出に向けた
産学官協働研究の推進 
・ 産学・地域協働推進機構が

中心となり，産学官協働研究
を推進するための取組を継続
する。 
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俯瞰的検索や群検索による研究シーズ提案力
が向上した。 

 
(3) 学術コンサルティング制度の新設 

企業等からの委託を受け，本学の役職員が
その教育，研究及び技術上の専門的知識に基
づき，本務として指導又は助言を行い，委託
者の業務又は活動を支援することを可能とす
る「学術コンサルティング制度」を平成 30 年
５月に新設した。その結果，11 か月で 33 社
と 19,358 千円の学術コンサルティング契約
を締結した。 

 
(4) 展示会・情報交換会への積極出展 

シーズ発表・ニーズ収集のために，以下の
マッチング展示会・情報交換会に出展した。 
① BIOInternational（米国） 
② 北洋銀行ものづくりテクノフェア（札幌） 
③ イノベーションジャパン（東京） 
④ BioJapan（横浜） 
⑤ BIOEurope（ドイツ） 

 
2. 産業創出部門設置に向けた取組 

既に長年に渡り共同研究を継続している企業
に対して，より大型の組織対組織型共同研究の
提案を行うとともに，共同研究を積極的に希望
する複数の企業や企業トップ層への直接提案な
どを強化・実施した。 

 
3. 革新的イノベーション創出プログラム（COI 
STREAM）『食と健康の達人』拠点 

本学は，岩見沢市や 30 社を超える企業・関連
機関と共に COI STREAM「食と健康の達人」拠点
の参画団体として活動しており，母子を中心に
家族や高齢者も生きがいを持ち，健康で安心し
て暮らせる社会形成に向けた取組を進めてい
る。 

例えば，「子育てに一番優しいまち」の実現
に向け，低出生体重児の割合を減らすための取
組として，母子への啓発を行うとともに，平成
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29 年度から，岩見沢市で出産する全ての方が参
加可能な「母子健康調査」を開始し，母子への
啓発等を通じ，低出生体重児の割合を，平成 27
年度の 10.4％から平成 29 年度には 7.8％に低
減するなど，徐々に成果が現れている。 

また，平成 28 年度には，岩見沢市民と自治
体，大学，企業が一体となった健康への取組が
評価され，NPO 健康経営研究会から，岩見沢市
が自治体として初の“健康経営都市宣言”の認
定を受けた。さらに，令和元年度には，本学，
行政機関（岩見沢市），民間企業（森永乳業，
損害保険ジャパン日本興亜，ツルハホールディ
ングス，ORSO，日立製作所）が協働して，家族
が笑顔で健康に暮らせる社会実現を目指す
「“健康と地方創生”をテーマとした健康経営
都市プロジェクト」を開始している。 

 
 

【11】 
・ 企業ニーズに合わせた効果的な研究
シーズ情報の発信によるマッチングによ
り，新たな産業創出部門等を設置すると
ともに，既設部門等の社会実装に向けた
ステージアップを実施するなど，産学官
協働研究を推進する。また，農林水産業
の生産力・収益力の向上等を目指した産
学官の複数の機関が参画するコンソーシ
アム型共同研究を推進する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【11】 
1. 産学・地域協働推進機構の機能強化に向けた
取組 
(1) 研究者が企業等に対する学術的指導を行う

ことを可能とする「学術コンサルティング制
度（平成 30 年５月新設）」において，平成 30
年度実績（33 社，19,358 千円）を上回り，文
系研究者を含めた 48 社，40,630 千円の学術
コンサルティング契約を締結した。 

 
(2) 海外企業とのマッチング強化のため，産学

マッチングサービスを提供している INPART
社（本社ロンドン）と連携し，海外に向けて
本学シーズの情報発信を実施した。 

 
(3) シーズ発表・ニーズ収集のために，以下の

マッチング展示会・情報交換会に出展した結
果，特許オプション契約 110 万円（１社），
MTA 契約４件の締結に至った。 
① BIOInternational2019（米国フィラデル

フィア，６月，企業面談 37 社） 
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② 北洋銀行ものづくりテクノフェア（札幌，
７月，来場者 4,600 名） 

③ イノベーションジャパン 2019（東京，８
月，来場者数 14,179 名） 

④ BioJapan2019（横浜，10 月，企業面談 12
社） 

 
2. 新たな産業創出部門等設置に向けた取組 

共同研究を希望する企業に対して，産業創出
部門制度の説明，学内施設の見学案内など産業
創出部門誘致の取組を積極的に行うとともに，
既に共同研究を実施し一定の成果を上げている
企業に対して，産業創出部門設置に向けた共同
研究大型化の提案を行った。 

その結果，新たに９件の産業創出部門等を設
置した。 

また，平成 30 年８月に終了した産業創出講座
１件の顕著な研究成果をベースに，新しい印刷
技術の事業化に向けた準備を進めている。 
(1) 運動器先端医学分野（提携企業：株式会社

日立ハイテクノロジーズ） 
(2) 先進 IT プロトタイプ研究部門（提携企業：

株式会社セラフ，株式会社ユニリタ，フュー
ジョン株式会社，株式会社シーズ・ラボ，ア
イ・システム株式会社） 

(3) 王子ホールディングス木質資源ライフサイ
エンス活用部門（提携企業：王子ホールディ
ングス株式会社） 

(4) 膝関節機能再建分野（提携企業：オリンパ
ステルモバイオマテリアル株式会社） 

(5) バイオマテリアル機能再生分野（提携企業：
持田製薬株式会社） 

(6) 先進動画伝達研究部門（提携企業：株式会
社システム・ケイ） 

(7) 次世代エレクトロニクス材料創成部門（提
携企業：石原産業株式会社） 

(8) アグリメディカル講座（提携企業：古河電
気工業株式会社） 

(9) 網屋さっぽろ LABO サイバーセキュリティ
部門（提携企業：株式会社網屋） 
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3. 産学官の複数の機関が参画するコンソーシア
ム型共同研究の推進 

平成 30 年度の活動に基づき国の競争的資金
に応募した結果，平成 31 年度（令和元年度）地
域イノベーション・エコシステム形成プログラ
ム，及び環境省「地域の多様な課題に応える脱
炭素型地域づくりモデル事業」に採択された。
前者は，北海道内企業，北海道の研究機関及び
道外大手企業が参画し，農業現場の生産効率を
飛躍的に高めるための技術の実証に着手した。
また，後者は八雲町を中心として，北海道内企
業，本州大手企業が複数参画する研究コンソー
シアムを形成し，日本の農村や漁村の持続的な
振興に資する地域資源活用型の再生エネルギー
を利用した新たな産業の創出を目指して，フィ
ージビリティ・スタディ事業の運営支援を行っ
ている。 

 
4. スマートアグリシティの実現に向けた取組 

本学・岩見沢市・NTT グループ３社（NTT，NTT
東日本，NTT ドコモ）で「最先端の農業ロボット
技術と情報通信技術の活用による世界トップレ
ベルのスマート農業及びサスティナブルなスマ
ートアグリシティの実現に向けた産官学連携協
定」を締結し，自動運転技術によるトラクター
の無人走行など，農業のデジタルトランスフォ
ーメーションによる近未来スマート農業の実
現，社会実装及びスマート農業を軸としたサス
ティナブルな地方創生・スマートアグリシティ
のモデルづくりにより，社会課題の解決に取り
組んでいる。 

 

【12】②－１ 
・ 若手教員の継続的なキャ
リア形成支援のため，本学が
これまで培ってきたテニュア
トラック制度をいかし，人文
社会科学系分野の育成プログ
ラムの充実，外国人教員への

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. テニュアトラック教員の採用実績について 

平成 28 年度に「北大型（※）」５名，「部局
LEADER 型」２名，平成 29 年度に「北大型」３
名，平成 30 年度に「北大型」２名，「部局テニ
ュアトラック認定制度」１名と平成 30 年度まで
で計 13 名を採用した。なお，平成 28 年度採用

・ 「部局テニュアトラック認定
制度」と「北大型テニュアトラ
ック制度」の２制度を軸にテニ
ュアトラック制度の一層の普
及・定着を推進する。 
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支援策等を盛り込んだ新たな
育成制度を実施する。この制
度により，テニュアトラック
教員を 15 名以上採用し，育
成する。 

者については５名全員外国人（うち１名が人文
社会科学系分野）の採用である。新規採用者に
対しては，研究環境の提供，研究費等を支給す
るとともに OJT を中心とした育成プログラムを
提供した。また，北大テニュアトラック制度が
スタートした平成 19 年度から平成 30 年度まで
で累計 57 名を採用し，創造的な研究を自立して
進めることができる優秀な若手研究者を育成及
び輩出した。テニュア着任後は北海道大学の各
部局において活躍した。 

 
（※） 

人材育成本部研究人材育成推進室（ L-
Station）にて国際公募を行い，参加部局による
第一段階審査，全学組織であるリーダー育成推
進委員会による第二段階審査を経てテニュアト
ラック教員を採用するテニュアトラック制度 

 
2. テニュアトラック制度の改革について 

人材育成本部を中心として，第１期中期目標
期間から，国際公募によるテニュアトラック制
度の普及・定着を進めてきた。第３期中期目標
期間においては，各部局からの意見や要望に対
応しつつ，テニュアトラック制度を持続的に普
及させるため，平成 30 年度までに以下のテニュ
アトラック制度改革に取り組んだ。 
・ 平成 28 年度に新たな研究領域に挑戦する

ような若手研究者が安定かつ自立して研究を
推進できるような環境実現や，若手研究者が
活躍し得る新たなキャリアパスを提示するこ
とを目的とした卓越研究員事業と本学テニュ
アトラック制度を組み合わせた制度（部局
LEADER 型）を構築した。 

・ 平成 28 年度から部局が担保するテニュア
ポスト職位の範囲を「准教授のみ」から「准
教授～助教」に拡大するとともに，事業参加
部局（ホスト部局）を募集する時期を年２回
（５月頃，11 月頃）として定期的な事業参加
募集の定着を図った。 

・ 若手研究者採用・育成制度の
学内への説明，周知を継続し全
学的な展開を継続する。第４期
中期目標期間における「テニュ
アトラック事業」の方針を決定
する。 

 
・ 科学技術人材育成コンソーシ
アム事業については，３大学の
育成プログラム等の相互利用を
継続するとともに，令和２年度
と３年度に合同シンポジウムと
合同合宿を実施する。（令和２
年度は北海道大学，令和３年度
は東北大学が主幹） 

 
・ 科学技術人材育成のコンソー
シアムの構築事業とテニュアト
ラック事業の育成・支援プログ
ラムを引き続き実施し，若手研
究者の支援，育成する。 
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・ 平成 30 年度に「部局テニュアトラック認定
制度」を創設した。本制度は，一定の要件を
満たしたテニュアトラック制度を実施する部
局にて国際公募を行い採用したテニュアトラ
ック教員を支援する仕組みであり，「人事に
係る選抜審査，中間評価・テニュア審査」は
部局で行い，「支援制度」と「育成プログラ
ム」を人材育成本部が提供するテニュアトラ
ック制度である。本制度の導入により，部局
の人事計画に応じて制度を幅広い活用を可能
とした。 

 
3. 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事

業について 
・ 文部科学省「科学技術人材育成のコンソー

シアムの構築事業」（補助期間：平成 26 年度
～平成 30 年度）では，本学が代表校となり，
東北大学，名古屋大学とともに，文理共通の
若手研究者育成プログラム（トランスファラ
ブルスキル向上セミナー，合同シンポジウム
や合同合宿等の交流会活動）を充実させ，各
種支援制度（研究費支給，留学支援，共用機
器利用，滞在型研究支援）を実施するなど，
自立的研究環境の構築や研究推進の支援を通
じて，国際性とトランスファラブルスキルを
備えた科学技術人材を育成した。 

・ 平成 26 年度から平成 30 年度の間に３名/
年の育成対象助教を新たに選抜し，上記育成
プログラムによる育成と支援を行った。また，
平成 26 年度から平成 28 年度採用者７名につ
いて中間評価を行い，全員を一定の育成水準
に達したと評価し，３大学理事の署名入り認
定証を授与した。 

・ 合同シンポジウムを平成 26 年度から平成
30 年度までで通算５回，合同合宿を通算３回
実施し，３大学の若手研究者間の交流を促進
した。 
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【12】 
・ 2018 年度に策定した若手研究者に
係る今後の全学的育成・支援方針に基づ
き，既存のテニュアトラック事業等をよ
り効率的な制度として整備し，実施す
る。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【12】 
1. テニュアトラック教員の採用実績について 

「北大型」１名，「部局テニュアトラック認
定制度」３名の計４名を国際公募により採用し
た。これにより，平成 28 年度から令和元年度ま
でに，中期計画に掲げた 15 名を上回るテニュア
トラック教員 17 名を採用した。 

 
2. テニュアトラック制度の改革について 

・ 平成 30 年度に制度設計が完了した「部局テ
ニュアトラック認定制度」の本格運用を開始
した。「北大型」の事業参加募集も継続し，
全学へのテニュアトラック制度の一層の普
及・定着を推進した。 

・ 平成 27，28 年度に国際公募を行った 10 年
型テニュアトラック制度について，高い研究
能力を有し，業績を上げている教員は，早期
テニュア職付与を推進する方策を導入した
（人件費ポイント支援の弾力的な運用等。対
象者は外国人テニュアトラック教員９名）。 

・ 国立大学経営改革促進事業の一環として，
研究 IR データ等を活用したアンビシャステ
ニュアトラック制度の運用を開始した。 

 
3. 科学技術人材育成のコンソーシアムの構築事
業について 
・ 補助期間終了後の令和元年度以降は，各種

支援制度（研究費支給，留学支援，共用機器
利用，滞在型研究支援）や中間審査・最終審
査と認定制度は各大学で実施することとし，
若手研究者育成プログラム（トランスファラ
ブルスキル向上セミナー（動画を含む），合
同シンポジウムや合同合宿等の交流会活動）
をコンソーシアムで継続実施した。 

・ 育成プログラムをより幅広く活用するため
に３大学（本学，東北大学，名古屋大学）で
は，それぞれの実情に合わせて募集範囲を拡
大し，若手研究者を募った。その結果，３大
学合計で 19 名が新たにプログラムに参加し



北海道大学 

- 73 - 
 

た。本学の新規参加者は８名（内３名は外国
人研究者，１名が文系研究者）であり，多様
な研究者がプログラムメンバーとして加わっ
た。 

・ 各大学の若手研究者育成プログラム等の相
互利用を継続した。また，名古屋大学の主幹
で合同シンポジウム (10/31)と合同合宿
(10/29-30)を実施し，24 名（うち本学の参加
者は７名）の若手研究者が参加した。 

 
4. 若手研究者育成プログラムの充実について 

令和元年度は，科学技術人材育成のコンソー
シアムの構築事業を更に発展させ，段階的にテ
ニュアトラック事業のリーダー育成プログラム
と共通化し，これまで培ってきた仕組みをより
幅広い若手研究者に提供する施策を実施した。
また，学際科学研究交流会と SDGs 勉強会を合体
した英語による交流会（4/17）を開催し，外国
人研究者を含む 30 名が参加し，交流した。 

 

【13】②－２ 
・ 博士課程学生及び博士研
究員のキャリアパスを支援す
るため，若手研究者と企業が
交流するための登録制 WEB サ
イトの拡大，人文社会科学系
学生が企業で活躍するための
スキル教育プログラムの開
発，教務情報と連動した学生
情報データベースの構築等，
総合的な能力開発プログラム
を実施する。 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
以下の取組により，人材育成本部の施策を活用

して平成 28 年度から平成 30 年度に企業に就職し
た博士課程学生の累計就職者数は，165 名に達し
た。 
 
【各年度に修了した学生の企業就職者数】 

年度 文系 理系 計 

H27 1 39 40 

H28 1 65 66 

H29 1 40 41 

H30 0 58 58 

 
1. 若手研究者と企業が交流するための登録 WEB
サイトの拡大について 

博士課程学生及び博士研究員（PD）の育成プ
ログラムや参加企業を拡充した結果，Hi-System
（※）への登録者が増大し，平成 30 年度には学
生 1,993 名，企業 439 社（平成 27 年度は学生

1. 若手研究者と企業が交流する
ための登録制 WEB サイトの拡大
について 
・ 博士人材育成プログラム動

画を配信する動画サイトとの
連携を図り，利便性を向上さ
せる。 

・ OB と OG の体験談を掲載す
る機能を搭載し，博士人材の
キャリアパスを知る機会を増
やす。 

・ 学生情報データベースの構
築について，人文社会科学系
部局の人事情報（PD）の集約を
推進する。 

 
2. 博士人材育成プログラムの開

発・拡大について 
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1,241 名、企業 411 社）となった。学生情報デ
ータベースに関しては，教務情報からのリアル
タイムな学籍情報のほか，各部局から収集した
情報，キャリアセンターの就職者情報，人材育
成本部の就職情報を組み合わせて包括的な学生
情報データベースを構築した。これにより，博
士課程学生及び博士研究員の円滑なキャリアパ
ス支援が可能となった。当該データベースでは，
多くの大学では把握が困難とされる未就職者，
博士研究員（PD）の情報についても網羅してい
る。 

 
（※） 
 博士課程学生及び博士研究員（PD）のキャリ
アパスを支援するため，学生と企業担当者等が
情報交換するための登録制 WEB サイト。Hi-
System では，人材育成本部が実施する育成プロ
グラムの周知，応募，資料登録などが可能なほ
か，学生がマイページ機能を通じて研究シーズ
や技術などのアピールポイントを発信でき，対
して企業は，企業研究の実際や，研究技術・人
材のニーズなどを発信できる。これにより，WEB
上での学生と企業との相互コミュニケーション
が可能となった。 

 
2. 博士人材育成プログラムの開発・拡大につい
て 

博士人材育成プログラムについて，キャリア
マネジメントセミナー， A-COSA（Advanced 
Course of Science Administration），キャリ
アパス多様化支援セミナー，赤い糸会＆緑の会
等を継続的かつ発展的に実施した。特に，大学
院共通授業科目であるキャリアマネジメントセ
ミナーでは平成 28 年度から平成 30 年度に累計
1,227 名が履修し，1,111名の単位認定をした。 

 
3. 人文社会科学系学生のためのプログラムの開
発・拡大について 

博士課程学生及び博士研究者（PD）のキャリ
ア支援及び登録制 web サイトの利用を文系部局

・ アカデミア及び企業の研究
者の双方において重要であ
る，研究者のコミュニケーシ
ョン能力強化のプログラムを
充実させる。 

 
3. 人文社会科学系学生のための

プログラムの開発・拡大につい
て 
・ A-COLA の大学院共通授業科

目としての継続実施と内容の
改善を図る。 

 
4. 他機関との連携及び博士人材

育成プログラムの共有について 
・ 年々増大している海外留学

生のキャリアパス多様化を図
るため，学内，学外の他組織と
連携して，日本語教育の強化
や企業との交流促進を進め
る。 
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に拡充した。平成 28 年度には実態調査，文系部
局との意見交換を実施し，平成 29 年度にはキャ
リアガイダンスを実施した。さらに，平成 29 年
度から平成 30 年度には，人文社会科学系大学の
キャリア講義である A-COLA（Advanced Course 
of Liberal Arts Administration）を実施し，
令和元年度の大学院共通授業科目化への基礎を
築いた。 

 
4. 他機関との連携及び博士人材育成プログラム
の共有について 

平成 26 年度に博士人材育成のノウハウ共有，
プログラム共有を目指して，本学，東北大学，
名古屋大学が連携したコンソーシアムは平成
30 年度までに大阪大学，お茶の水女子大学，横
浜国立大学，兵庫県立大学，立命館大学（大学
院生命科学研究科），沖縄科学技術大学院大学
の９大学が連携する仕組みに発展した。 

 

【13】 
・ 文系部局の博士課程学生等のために
設計・構築したキャリアプログラム「A-
COLA」について，他のキャリアパス多様
化支援セミナーを組み合わせて大学院共
通授業科目として開講する。また，国公
私立９大学まで連携を拡大した博士研究
人材育成コンソーシアムについて，各大
学のリソース・ノウハウを共有したプロ
グラムを継続して実施し，博士課程学生
等の参加を促進する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【13】 
人材育成本部の施策を活用して企業に就職した

博士課程学生数は，以下の取組により，54 名とな
った。 
 
1. 若手研究者と企業が交流するための登録制
WEB サイトの拡大について 

博士課程学生及び博士研究員（PD）の育成プ
ログラムを拡充し，それらに関わる企業につい
ても拡充した結果，企業と博士人材をつなぐシ
ステムである Hi-System への登録者が増加し，
学生 2,043 名，企業 446 社となった。 

 
2. 博士人材育成プログラムの開発・拡大につい
て 

博士人材育成プログラムについて，キャリア
マネジメントセミナー， A-COSA（Advanced 
Course of Science Administration），キャリ
アパス多様化支援セミナー，赤い糸会＆緑の会
等を継続的かつ発展的に実施した。特に，大学
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院共通授業科目であるキャリアマネジメントセ
ミナーでは，411 名が履修し，376 名の単位認定
をした。 

 
3. 人文社会科学系学生のためのプログラムの開
発・拡大について 

文系部局の博士課程学生を対象としたキャリ
アプログラム「ジェネリックスキル特別演習～
キャリア形成」を大学院共通授業科目として実
施し，博士課程前期，後期学生 17 名，教員１名
が参加した。これらの施策により，Hi-system 現
役登録者は着実に利用が拡大しており，人文社
会科学系（文学院）の登録者数が 76 名となり平
成 30 年度（62 名）から増加している。 

 
4. 他機関との連携及び博士人材育成プログラム
の共有について 
・ 博士課程学生，博士研究員（PD）に関する

人材育成プログラムの連携に関して，平成 30
年度から研究科単位（生命科学研究科）で連
携を始めた立命館大学と，令和元年度から全
学的な連携を開始した。これにより，国公私
立９大学の連携を完了した。 

・ 博士人材育成プログラムについて，各大学
が保有するプログラムの相互利用やノウハウ
の共有を進め，連携機関における育成プログ
ラムの共有数は，延べ 87 件に増加した（平成
28 年度 28 件，平成 29 年度 46 件，平成 30 年
度 36 件）。 

   本学で開催した「赤い糸会＆緑の会」に連
携機関の博士課程学生を受け入れたほか，本
学の博士課程学生が他大学の下記のイベント
に参加した。 

 
【赤い糸会＆緑の糸会に参加した連携大学の学生
数】 

大学名 学生数 
（延数） 

東北大学 ７名 

名古屋大学 ０名 
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【14】①－１ 
・ 第２期中期目標期間に導
入した URA，産学協働マネー
ジャー等を活用した研究開
発マネジメント体制をさら
に拡充するとともに，平成
30 年度までに技術職員組織
の一元化を行うなど，研究
支援体制を強化する。また，
産学協働ファシリテーター
育成プログラム等の各種研
修プログラムを充実させ，

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. URA，産学協働マネージャー等を活用した研究
開発マネジメント体制の拡充 
(1) URA の採用と配置見直し 

全学的な研究マネジメント体制を強化する
ために，URA 配置の促進に関して以下の取組
を実施した。 
① 平成28年度から平成30年度にかけて延べ

３回の公募を実施し，４名の URA を採用し
た。平成30年度末時点で本部 URA14名，部
局 URA４名となった（平成27年度末は本部
URA12名，部局 URA３名）。 

1. URA，産学協働マネージャー等
を活用した研究開発マネジメン
ト体制の拡充 
・ 本部 URA のローテーション

制度の課題について検証し，
URA の認定制度を新たに構築
する。 

・ 必要に応じて URA の公募を
行い，必要な人員を確保する。 

・ 学内ローテーションについ
ては，令和２年度も引き続き
実施する。 

お茶の水女子大学 ２名 

横浜国立大学 １名 

立命館大学 ３名 

大阪大学 ０名 

兵庫県立大学 ２名 

沖縄科学技術大学院大学 ２名 

合計 17 名 

 
【本学から他大学のイベントに参加した学生数】 

大学名 イベント名 学生数 
（ 延
数） 

東北大学 ジョブフェア  ３名 

名古屋大学 企業と博士人材の交
流会 

 ２名 

お茶の水女
子大学 

ワークインプログレ
ス 

 ３名 

横浜国立大
学 

キャリアパスフォー
ラム 

 ２名 

大阪大学 キャリアフェア  ３名 

全国合同インタラク
ティブマッチング 

１名 

立命館大学 博士人材育成セミナ
ー 

１名 

合計  15 名 
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それらを担う人材を育成す
る。 

② 部局における研究推進の強化と URA の育
成を兼ねた本部 URA の部局派遣は，平成28
年度の理学研究院への派遣をはじめ，平成
30年度までに大学病院，医学研究院，総合
IR 室，北極域研究センターと延べ５部局等
に合計５名を派遣した。 

その結果，URA による部局概算要求の取
りまとめ，文部科学省「データ関連人材育
成プログラム（D-Drive）」等の競争的資金
の申請支援，経済産業省関係のイベントと
して道内初となる「医療ニーズ発表会」の
開催（平成31年１月）等を通して，部局等
における URA 業務のモデルケースとなって
いる。 
また，平成30年６月には，文学研究科の

部局 URA１名を本部 URA に配置換し，部局
URA 実績を活かした現場目線での企画検討
に着手した。 

③ 全学的な研究開発マネジメント体制強化
のため，URA の能力開発に関して研修プロ
グラムを３年間で延べ８回（延べ113名参
加），アドバンストセミナーを延べ17回（延
べ553名出席）実施した。 

また，研究開発や大学経営マネジメント
の在り方について議論を深めるために２
回（延べ130名出席）の URA シンポジウムを
開催した。この結果，「研究大学強化促進
事業」中間評価における将来構想，「リサ
ーチ・アドミニストレーターを育成確保す
る事業」事後評価報告書における A 評価獲
得及び平成30年度文部科学省世界トップ
レベル研究拠点プログラム（WPI）の採択に
貢献した。 

 
(2) 産学協働マネージャー等の採用と配置見直 
  し 

① 産学・地域協働推進機構が主導する組織
型協働研究等の発掘・管理体制の強化に向
けた取組として，平成29年４月に，法務分
野を専門とする特定専門職員（弁護士）１

・ 本学及び部局が申請する競
争的資金等の申請支援（情報
収集，情報提供，研究力分析，
申請書の作成等）を引き続き
実施する。 

・ URA の能力開発を目的とし
て，引き続き URA 研修を年２
回実施する。 

 
2. 全学的な技術支援及び技術職

員のスキルアップのための取組
の実施 
・ 引き続き，各部局等におい

て，技術支援本部による全学
的な技術支援を行うととも
に，ホームページの活用等に
より，全学的な技術支援の効
率化を行う。 

・ 技術職員のスキルアップを
図るための研修等を継続して
実施する。 

 
3. 産学協働ファシリテーター育

成プログラムの充実及び人材育
成 
・ 新たな産学協働人材講座の

開講に向けて，地方自治体等
においてニーズ調査を行う。 

また，ニーズ調査等を踏ま
え，地域協働のために不可欠
な大型プロジェクトのプロジ
ェクトリーダーを養成するた
めに必要な講座内容の検討を
行う。 
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名を採用し，平成29年８月に，知的財産（特
許，商標，著作権）を専門とする特定専門
職員１名を採用した。 

② 産学・地域協働推進機構の産学連携本部
を平成31年４月に４部門からミッションに
対応した３部門へ改組し，各部門に所属す
る産学協働マネージャーの役割と責任を明
確化した。 

 
2. 技術職員組織の一元化 

平成28年度において，技術支援本部の運営体
制の強化及び技術職員組織一元化の推進のため
に副本部長を設置し，副本部長を中心とした組
織一元化検討チームを立ち上げ，組織一元化後
の技術職員の設置形態等の検討を行うととも
に，全学の技術職員を対象とした説明会を実施
し，組織一元化に向けた情報共有及び意識向上
を図った。 

   平成29年度において，組織一元化検討チーム
が作成した実施方策のたたき台を基に，部局長
等意見交換会において意見聴取を行ったうえ
で，技術支援本部に「技術職員組織の一元化検
討ＷＧ」を設置し，技術職員が所属する部局の
部局長や技術職員などを構成員として検討を進
め，得られた成案を踏まえ，平成30年10月から
の技術職員組織一元化について，教育研究評議
会及び役員会で了承した。 

   平成30年度において，上記役員会決定に基づ
き，平成30年10月１日付けで各部局等に所属す
る全ての教室系技術職員を技術支援本部所属
（兼務）とし，本部員として組織化することで
技術職員組織の一元化を行った。また，本部員
である技術職員を個々の技術に応じた７つのユ
ニットに配属し，ユニット内の連携強化を図っ
た結果，専門技術が集約化され，部局に対する
円滑な技術支援や技術協力が可能な体制とし
た。  

さらに，平成30年11月から，一元化後の新た
な取組みとして，技術支援本部による全学的か
つ部局横断的な技術支援等の実施を開始した。 
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3. 技術職員のスキルアップ 
(1) 全国的研修等参加支援事業 

本学技術職員が新たな知識や高度な技術を
習得し，さらなるスキルアップを図ることを
目的として，全国規模で開催される研修会等
への参加旅費及び参加費等を支援する「全国
的研修等参加支援事業」を毎年度実施した（支
援件数 H28：10件，H29：12件，H30：16件）。 

 
(2) 技術職員の自己研鑽による英語学習支援事

業 
平成30年度から，英語による授業の拡充や

留学生への技術指導の対応，研究支援に関す
る情報収集・発信など，技術職員にも英語力
が求められる機会が増えてきているため，技
術職員の英語力及び国際対応力の向上を目的
として，ｅラーニング（基礎からの英文法ト
レーニングコース，総合英語トレーニングコ
ース（初級，中級，上級），TOEICⓇL&R テス
ト突破コースの３コースから選択して受講）
を利用した「自己研鑽による英語学習支援事
業」を実施した（受講者数 H30：30名）。  

 
4. 産学協働ファシリテーター育成プログラムの
充実及び人材育成 

  具体的な課題解決方法を提案できる人材を育
成するため，平成29年度から，産学協働人材講
座（初級版・基礎編）を６回開講し，16名（地
方自治体職員，金融機関職員，本学学生等）が
受講した。平成30年度には，基礎編の学習を基
に，産学協働人材講座（初級版・応用編）を開
講（講義１回，地方自治体でのフィールドワー
ク２回）し，11名が受講した。さらに，同年度
には，地域活性化コーディネーターを育成する
ための産学協働人材講座（中級版）を開講し，
26名が受講した。 
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【14-1】 
・ 大学力強化推進本部 URA ステーショ
ンを中心とした全学的な研究開発マネ
ジメント体制を強化するため，URA の
能力開発を継続して行う。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【14-1】 
1. URA の採用と配置見直し 

全学的な研究マネジメント体制を強化するた
めに，URA の配置の促進に関して以下の取組を
実施した。その結果，本部 URA10名，部局 URA４
名となった（平成30年度末は本部 URA14名，部
局 URA４名）。 
(1) 令和元年度に公募を行い URA4名を採用し

た（うち２名は，10月及び11月にそれぞれ着
任し，残る２名は令和２年度より着任の予定） 

 
(2) 部局等における研究推進を目的とし，平成

28年10月から本部 URA１名を理学研究院に派
遣した。理学研究院長の補佐として，学内外
の予算確保に関する情報収集，情報提供，研
究力分析，資料等の作成や，外部資金申請に
係る取りまとめや申請書の作成等を実施し
た。主な取組は以下のとおりである。 
① 令和２年度概算要求事業の予算書作成支

援及び増額要求申請支援，卓越大学院申請
準備支援（学内外の機関・企業等との調整），
データ関連人材育成プログラムの運営実
施。 

② ファンドレイジング講習会（2019年２月
～2019年７月：全８回）の実施とりまとめ，
EARTH on EDGE 北海道（EDGE-NEXT）のプロ
グラム（HP2：キャリアパス講演会）（５月，
６月，９月）の運営実施。 

③ 理学研究院所属教員の業績評価に係る論
文業績分析（５月），部門長インタビュー
（６～８月），論文剽窃チェックソフト
「iThenticate」運用とりまとめ。 
理学研究院においては，理学系３学院（理

学院・生命科学院・総合化学院（理学）に
おける大学院生の論文（学位論文等）の剽
窃チェックを想定し，「iThenticate」の導
入を行った。 

④ 部局評価配分事業（各部局の強み・特色
に対する評価）の資料作成（７月），第３
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期中期目標期間４年目終了時評価に係る自
己評価書作成支援等を行った。 

 
(3) 平成30年６月に大学病院に派遣した本部

URA１名を，平成31年４月から医学研究院に派
遣し，競争的外部資金を獲得するための支援
を集約的に実施し AMED「次世代医療機器連携
拠点整備等事業」や JST「社会還元加速プロ
グラム（SCORE）」等３件の外部資金を獲得し
たほか，医学研究院研究戦略室員として，部
局の研究力強化につながる施策として科学研
究費助成事業（以下「科研費」という。）の
申請書等添削や部局独自の科研費セミナーの
開催等を提案し，その一部について運用に携
わった。 

 
(4) これまでに実施した本部 URA と部局 URA の

ローテーション制度の試行結果を踏まえると
ともに，学外における URA の質保証制度に関
する情報収集を行うため，金沢大学「リサー
チ・アドミニストレーターに係る質保証制度
の構築に向けた調査研究」が実施する研修及
び認定の施行に，本部 URA1名を派遣した。 

 
2. URA の能力開発 

URA の能力開発に関して以下の取組を実施し
た。 
(1) 平成30年度から開始した外部講師による研

修が受講者から好評だったことを受け，引き
続き本部 URA 及び学内の URA 類似職（特任助
教等）を対象として外部講師による研修を２
回実施し，延べ40名が受講した。 
また，平成30年度に受講者から寄せられた

要望をもとに外部講師と検討の上，令和元年
度はコミュニケーションの枠組みの基礎と，
行動メカニズムを踏まえて周囲の関係者を動
かす応用的なスキルを習得するためのプログ
ラムを実施した。 

 
(2) URA ステーション長による本部 URA 等を対
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象とした研修を６回実施した。研修では，URA
ステーションのミッション・ビジョン，業務
の棚卸，事業計画の検討や地域連携の促進方
法等をテーマとしてグループディスカッショ
ンや発表などを行い，組織内の認識共有や業
務の整理等を行った。 

 
(3) 研究開発・大学経営マネジメントに資する

知識の習得のため，URA の企画による URA ア
ドバンストセミナーを１回実施し16名が参加
した。その結果，海外大学における研究推進
戦略についての知識を習得するとともに，学
外専門家とのネットワーク強化に繋がった。 

 

【14-2】 
・ 2018 年度に技術職員組織として一元

化した「技術支援本部」による全学的
な技術支援を行うとともに，技術職員
のスキルアップを図るための研修等を
継続して実施する。 

【14-2】 
1. 技術支援本部による「全学的な技術支援等」 

部局からの６件の技術支援依頼に対し，計19
名の技術職員を当該部局に派遣することによ
り，技術支援を実施した。 

 

 業務内容 派遣部局 派遣人数 

１ 
研究成果の教育教
材化や映像等によ
る成果の発信 

保健科学研
究院 

３名 

２ 

ウェブサーバの構
築及びウェブサイ
トデータ等の移行
作業等 

アイヌ・先
住民研究セ
ンター 

４名 

３ 
キラルカラムの測
定条件の検討・分
析等 

農学研究院 ２名 

４ 
ファントム実験に
必要な容器の作成 

医学研究院 ４名 

５ 

ＡＩ環境（データ
サイエンスコンピ
ューティングシス
テム）の構築等 

数理・デー
タサイエン
ス教育研究
センター 

５名 
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６ 

人を対象とした認
知課題中の脳波測
定に係る実験シス
テムの再構築 

教育学研究
院 

１名 

 
2. 技術職員のスキルアップ 

技術職員の資質向上を図るため，以下の取組
を実施した。 
(1) 全国的研修等参加支援事業 

本学技術職員に対して，全国規模で開催さ
れる研修会等への参加の機会を促進し，更な
るスキルアップにつながる最新の知識や高度
な技術の習得機会を提供するため，旅費及び
参加費等を支援する全国的研修等参加支援事
業を実施し，１名当たり10万円を上限として，
11名への参加支援を行った。 

 
(2) 技術職員の自己研鑽による英語学習支援事

業 
技術職員の英語力及び国際対応力の向上を

目的として，ｅラーニングを利用した「自己
研鑽による英語学習支援事業」を実施した（受
講者数：26名）。  
また，学習成果を計るため，開始前及び終

了後に TOEIC—IP テストを実施した結果，受
講者26名中11名がスコアアップし，総合的な
英語力が向上した。 

 
 (3) その他 

学内の技術職員の職場を訪問し，技術職員

の業務内容や最先端機器等がある部署を見学

し知見を深めることを目的とし，平成 29 年度

から初任技術職員に対して実施している「初

任技術職員職場訪問」について，内容の見直

しの検討を行い，令和元年度から，「新任技

術職員職場訪問等」とし，本学の技術職員に

必要な基本的知識の付与等を目的とした各種
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の講義を追加して実施した。 
 

【14-3】 
・ 2018 年度に試行した地域活性化の中

核を担う産学協働ファシリテーター育
成のための産学協働人材講座（中級版）
を本格的に開講する。 

【14-3】 
これまでの産学協働ファシリテーター育成プロ

グラム等による成果として，平成 31 年４月に講座
対象地域の北空知信用金庫を中心とした実行委員
会（委員長：北空知信用金庫常務理事）が設立さ
れ，同講座の自主運営に向けた方策等についての
検討を行った。 
これにより，産学協働研究の推進や社会実装を

担う人材育成ネットワークの自立体制整備が進ん
だ。 
さらに，地方公共団体と連携した，研究プロジ

ェクト立案のハブとなる産学協働人材の育成を推
進し，地方公共団体等との連携や研究プロジェク
ト立案に通じた人材１名を特定専門職員として本
学に雇用し，地方公共団体との強固なネットワー
ク形成のため，公共政策大学院の教員とともにニ
ーズ調査を行った（10月29日釧路市役所訪問）。 
また，平成29年度に採択された文部科学省「次

世代アントレプレナー育成事業「EDGE-NEXT」の一
環として，フィンランド発祥の課題解決プログラ
ム「DEMOLA」を日本で初めて導入し，令和元年度
は産学協働人材講座（中級版）として，多数の学
生が民間企業６社の課題解決に取り組んだ。 
 

【15-1】①－２ 
・ 本学の特長である高度な
研究設備を学内外に共用す
るシステム「オープンファ
シリティ」において，最先端
設備等の登録台数，利用者
数を，平成 27 年度比で 10％
以上，また，設備共用に係る
連携・協力機関等を新たに
10 機関以上増加させるな
ど，世界水準の研究基盤共
用プラットフォームに拡充

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
創成研究機構グローバルファシリティセンター

（以下「GFC」という。）と GFC 担当 URA を中心に,
以下の全学的な研究支援体制強化を推進した。 

その結果,平成 28 年度から 30 年度において，
オープンファシリティを利用した論文として，115
報が報告されるとともに，平成 30 年度において,
オープンファシリティ登録装置数が，191 台（平
成 27 年度比 54％増）となり,共用に係る連携・協
力機関が８機関増加した。一方,平成 30 年度のオ
ープンファシリティ利用者数は,平成 30 年９月に
発生した北海道胆振東部地震で，装置の一部が使

・ 世界水準の研究基盤共用プラ
ットフォーム形成に向け,引き
続き GFC を中心として，学外機
関との共用における連携をとり
つつ,利用を促進し,オープンフ
ァシリティ利用者,登録台数の
平成 27 年度比で 10％増を達成
する。 

 
・ 展示会等で先端的な設備共用

の取組を発信し，全国的機器共
用ネットワークとの連携を図る
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する。 用できなくなるなどの影響により,平成 27 年度比
８％減の 22,717 名に留まった（平成 29 年度利用
者数は，平成 27 年度比 34％増の 33,027 名）。 
 
1. 「試作ソリューション事業」及び「設備市場

事業」の拡大 
(1) 試作ソリューション事業 

   本事業は，大学の優れた加工技術の社会還
元と，それによる技術職員のスキルアップや
外部資金獲得を目的に，日本軽金属株式会社
が窓口となり学外から受注した試作品を作製
する新たな産学協働事業として平成 28 年度
より開始した。平成 30 年度には，平成 29 年
実績（14 件【受注件数】，総額 3,213 千円【受
注額】）を上回る 22 件，総額 3,415 千円を受
注しており，本事業の取組は順調に拡大して
いる。これらの新たな収入の獲得により，工
作機器の更新，技術職員の技術及びモチベー
ション向上につながっている。さらには，は
やぶさ２のリターンサンプル分析に関する装
置開発では，技術コンペなどチームで対応す
る意識が醸成されるとともに，宇宙探査とい
ったトップサイエンスへの貢献に繋がってい
る。 

 
(2) 設備市場事業 

   本事業は，大学の予算が限られる中，研究
機器等の再利用及び有効利用に対する研究者
の意識改革を促すとともに，有償による譲渡
を可能とすることで，研究機器のリユースを
活性化し，サステナブルな研究環境の実現を
目的に平成 28 年 12 月より実施している。平
成 30 年度までに，108 件の出品があり研究機
器のリサイクルが学内で定着しつつある。本
取組は，大学初の先行事例として，研究イノ
ベーション学会(平成 30 年 10 月：東京大学) 
で報告し，成果やコンセプトを広く発信した。 

 
2. 文部科学省「先端研究基盤共用促進事業（新
たな共用システム導入支援プログラム）」 

ことで連携・協力機関を増加さ
せる。 

 
・ 平成 30 年度に開発・導入した
GFC 総合システムの利用促進を
図る。 
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本プログラムには，全国最多となる６拠点（平
成 28 年に４拠点，平成 29 年に２拠点）が採択
された。GFC が統括部局として機能し，採択拠
点の合同ミーティング及び学内の 24 組織が参
画するオープンファシリティプラットフォーム
を通して，共用化に関する学内連携体制を構築
した。これらの取組により，研究組織単位の共
用化が進むとともに，オープンファシリティへ
の登録が促進され，全学的な共用化が推進され
た。さらには，採択拠点の連絡会を創設し平成
31 年１月には，文部科学省の第９期基礎基盤研
究部会研究基盤整備・高度化委員会(第６回)に
おいて機器共用に関する提言を行った。 

 
3. GFC 総合システムの運用 
  オープンファシリティ，機器分析受託，設備
市場及び試作ソリューションについて，共用設
備利用の受付から料金請求までの手続きをワン
ストップで行う「GFC 総合システム」を開発し，
平成 30 年４月から本格運用を開始した。同シス
テムの運用開始により，各種手続きが電子化さ
れ，利用者の利便性の向上が図られるとともに，
会計及び請求業務等の事務の効率化を促進し
た。 

 
4. シンポジウムの開催 
  学内外の研究者・技術者を対象に本学の機器
共用の成果の発信，さらなる取組の改善，推進
を目的にオープンファシリティシンポジウムを
開催した（平成 28 年度 169名，平成 29 年度 111
名，平成 30 年度 92 名）。共用化の現状課題と
今後の共用の方向性について意見交換を行い，
岡山大学，金沢大学をはじめとした学外ネット
ワークを形成するなど協力体制を構築した。 

 
5. 展示会出展等 
  大規模な展示会(「JASIS」「nanotech」，「ビ
ジネス EXPO」，「北海道バイオ企業交流会・北
海道バイオ工業会新年交礼会」等)への出展，GFC
のウェブサイト整備，パンフレットの製作，視
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察対応等を通じ，本学の先端的な取組を PR する
ことにより，学外者の利用促進に努めた。 

 
6. 文部科学省「先端研究基盤共用促進事業（共
用プラットフォーム形成支援プログラム）」（平
成 28 年度～令和２年度） 

本学が代表機関となり浜松医科大学及び広島
大学とともに形成している原子・分子の顕微イ
メージングプラットフォームにおいては，同位
体顕微鏡システム及び次世代同位体顕微鏡シス
テムの２台を共用し，全国の産業界等に幅広く
開放し，145 件（平成 28～30 年度）の利用があ
った。平成 30 年度に実施された本事業の中間評
価においては，新規利用者・新規利用分野の拡
大等の成果が評価され，上から２番目のＡ評価
を受けた。 

 
7. 文部科学省「ナノテクノロジープラットフォ
ーム」事業（平成 24 年度～令和３年度） 

  ナノテクノロジーに関する最先端の研究設備
を全国の産業界等に幅広く開放し，528 件（平
成 28 年度～平成 30 年度）に対し，微細構造解
析及び微細加工の支援を実施した。この支援に
より，国内外での第 121 回触媒討論会優秀講演
賞等の受賞 22 件（平成 30 年度），特許出願等
５件（平成 30 年度）の成果を上げた。特に，微
細加工プラットフォームで支援した研究課題
「巨大誘電率を実現する Al2O3/TiO2 積層膜の
検討」が，文部科学省「ナノテクノロジープラ
ットフォーム」事業採択機関全体で利用されて
きた年間 3,000 件に上る課題の中から平成 30
年度「秀でた利用成果」優秀賞に選定された。 

 

【15-1】 
・ 創成研究機構グローバルファシリテ
ィセンターを中心として，試作ソリュ
ーション事業及び設備市場事業を拡充
するとともに，学外機関との設備共用
を推進するため，国内外機関との人材
交流等を実施する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【15-1】 

創成研究機構グローバルファシリティセンター
（以下「GFC」という。）と GFC 担当 URA を中心
に，研究設備の共用化を促進するための体制を強
化し，大学の研究基盤強化に資するため，以下の
取組を行った。その結果，令和元年度は，オープ
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ンファシリティシステム登録装置数が，平成27年
度比74％増の220台となった。また，新たに３機関
（宮崎大学,東京工業大学,自然科学研究機構）と
設備共用に係る連携・協力を行った（令和元年度
末11機関）。 

一方，利用者数は北海道胆振東部地震（平成30
年度）や新型コロナウイルス感染症拡大等により，
平成27年度比13％減の21,556名となった。 
 
1. 「試作ソリューション事業」及び「設備市場
事業」の拡充 
(1) 試作ソリューション事業 

大学の研究で培った工作・加工技術を社会
に還元し,技術向上と外部資金獲得を狙った
「試作ソリューション事業」では,令和元年
度は学外からの試作品作成依頼として,平成
30 年度実績（22 件【受注件数】，総額
3,415 千円【受注額】）を上回る 29 件，総
額約 4,830 千円を受注した。さらには、受注
案件に関して，国立研究開発法人海洋研究開
発機構,高輝度光科学研究センターと共同で
特許出願を行った。 

 
(2) 設備市場事業 

研究機器のリユースを促す設備市場は,出
品数は 26 件程度あり，什器のリユースを促
すストックハウスとともに学内での物品の利
活用が定着しつつある。 

 
2. 研究基盤共用プラットフォームの拡充 
  GFC の主導により，研究組織での共用化を推
進する先端研究基盤共用促進事業(新たな共用
システム導入支援プログラム)を平成 30 年度に
引き続き統括組織として事業推進を行った。 

  また，共用機器においてユーザー対応及び機
器のメンテナンスを行う人材への支援として
「RA・短期支援員の雇用支援事業」を実施し，
令和元年度は９組織の支援を行った。 
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3. 各種サービスの利用促進 
GFC が平成30年度に開発・導入した GFC 総合

システムに関して，ユーザーの声を反映させた
ユーザーインターフェイスの改修およびメール
送信機能改善を行うなど,利用者の利便性の向
上,業務の効率化を更に推進した。 

また,大規模な展示会(「JASIS2019」「ものづ
くりテクノフェア2019（９月，札幌市）」等)へ
の出展,パンフレットの製作,視察対応等を通
じ,本学の先端的な取組を PR することにより，
学外者の利用促進のための取組を推進した。 

 
4. 国内外機関との人材交流，学外ネットワーク
形成の推進 

技術職員の人材交流として,令和元年度は,名
古屋大学と薄片技術に関する交流を行った（10
月）。 

また,学内外の研究者・技術者を対象に開催し
た「第7回オープンファシリティシンポジウム」
（令和元年１月，105名、北海道大学）及び「第
７回設備サポートセンター整備事業シンポジウ
ム」（令和元年１月，220名,宮崎大学）におい
て，本学から技術職員が出席（のべ19名）し，
共同利用設備の現状課題と今後の共用の方向性
について意見交換を行うとともに，宮崎大学,東
京工業大学,自然科学研究機構との設備共用，人
材交流に関する学外ネットワーク形成を推進し
た。 

さらに，ペンシルベニア州立大学の教員と本
学への留学生派遣に伴う研究基盤提供に関する
協議を進め，互いの共用システムに関する情報
交換を行った。加えて，さくらサイエンスプロ
グラムにおいて，GFC の施設見学を行なった（札
幌開成高校：中学生・高校生18名うち外国人８
名，引率教員４名，うち外国人２名，留学生１
名）。 

 
5. 文部科学省「先端研究基盤共用促進事業（共
用プラットフォーム形成支援プログラム）」
（平成 28 年度～令和２年度） 
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本学が代表機関となり浜松医科大学及び広島
大学とともに形成している「原子・分子の顕微
イメージングプラットフォーム」においては，
同位体顕微鏡システム及び次世代同位体顕微鏡
システムの２台を共用し，全国の産業界等に幅
広く開放し，44件（令和元年度）の利用があっ
た。 

 
6. 文部科学省「ナノテクノロジープラットフォ
ーム」事業（平成24年度～令和３年度） 

ナノテクノロジーに関する最先端の研究設備
を全国の産業界等に幅広く開放し，166件（令和
元年度）に対し，微細構造解析及び微細加工の
支援を実施した。 

 
 

【15-2】①－３ 
・ 平成 30 年度に創成研究機
構に設置した世界トップレ
ベルの研究拠点の形成を目
指す「化学反応創成研究拠
点（ICReDD）」において，最
先端の融合研究を推進する
ための研究環境及び支援体
制の整備を行う。 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
平成30年度文部科学省世界トップレベル研究拠

点プログラム（WPI）の採択を受け，平成30年10月
に化学反応創成研究拠点(ICReDD)を設置した。 

拠点の設置に当たっては，ICReDD 専用の研究ス
ペースとして1,271㎡を確保し，融合研究を推進す
るための最先端の研究設備・機器等を導入した。 

また，同拠点は，計算科学，情報科学，実験科
学の３分野を融合させることにより，新しい化学
反応をより深く理解し効率的に開発することを目
指しており，研究体制を整備するため，学内の教
員11名を主任研究者として配置した。 
さらに，同拠点を支える事務組織を新たに設置

し，学内の教員を事務部門長に据えるとともに，
専任の事務職員５名を配置した。 
加えて，平成 31 年３月には，同拠点における研

究を世界に発信するため，ICReDD 主任研究者及び
学外から研究者を招へいし，第１回 ICReDD 国際シ
ンポジウムを実施した。 
 

・ 世界トップレベルの研究拠点
の形成のため，引き続き，国際的
かつ異分野融合による研究を推
進するための研究環境及び支援
体制の整備を行う。 

 
・ 国内外から研究者を招へい
し，ICReDD における研究を世界
へ発信するとともに，様々な分
野の研究者との融合研究を展開
するため，国際シンポジウムを
実施する。 

 
・ MANABIYA システムを運用し，
国内外の研究者等の受入れを開
始する。 
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【15-2】 
・ 2018 年度に設置した化学反応創成研

究拠点において，異分野融合研究を推
進するための研究環境及び支援体制の
整備を重点的に行う。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【15-2】 

平成30年度に設置した化学反応創成研究拠点
（ICReDD)において，世界最高水準の研究拠点の形
成を目指して，計算科学，情報科学，実験科学の
３分野を融合した，新しい化学反応の合理的かつ
効率的な開発に向けた研究を推進するため，以下
の取組を行った。 
 
1. 研究スペースの拡張 

主任研究者の原籍部局に滞在している研究者
を，創成科学研究棟に集結させ，さらなる異分
野融合研究を進める環境を整えるため，同研究
棟内に新たなスペース（1,330㎡）を確保し，
ICReDD 占有スペースを全体で2,601㎡まで拡張
した（平成30年度末現在1,271㎡）。 

 
2. 融合研究スタートアップ支援 
  ICReDD における融合研究の促進のため，平成
30年度に創設した「融合研究スタートアップ支
援制度（※）」により，ICReDD の主任研究者（PI）
又は特任教員をプロジェクトリーダーとする全
８件の研究課題に対して，合計37,500千円の研
究資金を配分した。 

 
（※） 

重点的に推進すべき領域融合型の研究課題
に対して，拠点長のトップダウンにより，１研
究課題当たり5,000千円を上限として研究資金
の支援を行う制度 

 
3. セミナーの開催 
  ICReDD の若手研究者が定期的かつ積極的に
コミュニケーションを取る機会を確保し，ボト
ムアップによる融合研究の促進を図るため，各
研究者の研究分野の紹介及び研究成果のプレゼ
ンテーションや研究ディスカッションなどを行
う ICReDD セミナー（全20回）を開催した。 
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4. 国際シンポジウムの開催 
  令和元年11月27日（水）～29日（金）の３日

間で第２回 ICReDD 国際シンポジウム（札幌，参
加者３日間延べ403名）を開催した。本シンポジ
ウムは，化学反応設計の研究の最前線で活躍す
る国内外の研究者が，研究の進捗や研究アイデ
アを共有及び世界に発信する場として，平成30
年度から規模を拡大し，国内外の研究者10名（海
外８名，国内２名）を招へいし，講演やディス
カッションの他，MANABIYA：AFIR Workshop，ポ
スターセッションを実施した。 

 
5. 国際支援ホスピタリティシステムの構築 

国際的な研究環境の実現のため，ICReDD に所
属する外国人研究者が安心して日常生活を送
り，より研究に専念できるよう，当該研究者や
その家族に対して，組織的かつ体系的な支援を
行う「国際支援ホスピタリティシステム」を構
築し，運用を開始した。 

 
6. MANABIYA（学び舎）システムの構築 

計算科学，情報科学及び実験科学の３分野に
精通した次世代の研究者を育成し，国内外に循
環させることで，世界的な研究者ネットワーク
を形成するため，「MANABIYA（学び舎）システ
ム」を構築した。同システムにおいては，国内
外の若手研究者や学生を対象とし，令和元年度
に公募を行い，令和２年度に２週間から３か月
間受け入れを行う予定である。 
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○ 教育研究等の質の向上の状況 
(1) 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
 社会との連携や社会貢献及び地域を指向した教育・研究に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 大学の教育研究活動の成果を活用し，地域・社会の活性化，課題解決及び新たな価値創造に貢献する。 

 

学内確認欄 

中期計画 令和元年度計画 

判断理由（計画の実施状況等） 

令和元事業年度までの実施状況 
令和２及び３事業年度の 

実施予定 

【16】①－１ 
・ 知の還元と教育のオープ
ン化を推進するため，社会
人及び高校生を対象とした
教育プログラム，高等学校
との連携事業等を実施する
とともに，様々な教育コン
テンツをオープンコースウ
ェア・MOOC（Massive Open 
Online Course）等で公開す
る。また，「HUSCAP（北海道
大学学術成果コレクショ
ン）」において，本学の教育
研究成果を年間 3,000 コン
テンツ以上発信する。 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. 高大連携授業聴講型公開講座 

高校生が本学初年次学生対象の授業を聴講す
る高大連携授業聴講型公開講座を開設し，３年
間の通算で，札幌市内の高等学校及び中等教育
学校６校，142 名の生徒が受講した。 

年度 学校数及び受講者数 

平成 28 年度 ２校 18 名 

平成 29 年度 ６校 51 名 

平成 30 年度 ６校 73 名 

 
2. オープン教材の公開 

社会人や一般の方の学習機会を無償で提供す
るために，オープン教材の開発・公開，OCW 及び
MOOC の改善等を継続して行い，大学の教育研究
活動の成果を活用し地域・社会の活性化，課題
解決及び新たな価値創造に貢献した。加えて，
平成 30 年度には，オープンエデュケーションの
世界的コンソーシアムであるオープンエデュケ
ーションコンソーシアムが実施する 2018 Open 
Education Award において，OCW が提供する高
品質な教材が評価され，オープンコース賞を受
賞した。 

1. 高大連携授業聴講型公開講座 
全学的な実施体制及び受講者

数の適正規模について検討を進
める。 

受講生にアンケートを実施
し，その結果に基づき実施状況
に関する報告書を作成して，次
年度の講座の運営改善に生か
す。 

 
2. オープン教材の公開 

OCW による教育コンテンツの
発信と MOOC について，その効果
の検証結果に基づき，必要に応
じて改善する。 

継続して教育コンテンツを作
成しつつ，OCW ならびに複数の
MOOCを通してインターネット上
で広く公開する。 

 
3. HUSCAP（北海道大学学術成果

コレクション） 
引き続き HUSCAP(北海道大学
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3. HUSCAP（北海道大学学術成果コレクション） 

HUSCAP では，本学の教育研究成果について，
年間 3,000 件以上のコンテンツを収集・発信し
た。（平成 28 年度：3,657 件，平成 29 年度：
3,331 件，平成 30 年度：4,526 件） 

 
4. CoSTEP（科学技術コミュニケーション教育研
究部門） 

CoSTEP において，受講生がサイエンスカフェ
などのイベントの開催，広報誌を始めとする印
刷媒体の制作，映像作品や Web サイトの制作な
どを行うことにより，科学技術コミュニケータ
ーに必要なスキルを学ぶことができるプログラ
ムを実施し，以下のとおり修了者を輩出した。
また，本学や地域社会を始めとする様々な現場
で，科学技術コミュニケーションの教育（講義・
演習・実習）及び研究を実施した。 

年度 
修了者数（うち社会

人） 

平成 28 年度 72（45） 

平成 29 年度 80（42） 

平成 30 年度 74（43） 

 
 

学術成果コレクション)を通じ
て教育研究成果の社会への発信
を行う。 

 
4. CoSTEP（科学技術コミュニケ

ーション教育研究部門） 
社会人を対象とした教育プロ

グラムに係る新たな実施体制の
もと，各種教育プログラムを実
施する。 

 
 

【16】 
・ 社会人及び高校生を対象とした教育
プログラム，高等学校との連携事業等
を実施する。また，OCW 及び MOOC 等の
オープン教材の公開，HUSCAP による教
育研究成果の発信をさらに拡大する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【16】 
1. 高大連携授業聴講型公開講座 

本事業を高等教育推進機構の重要な取組と位
置づけるとともに，今後も継続して実施するた
め，高等教育推進機構高等教育研究部を中心と
する専門部会を設置し，全学的な実施体制につ
いて検討を始めた。 

加えて，教育効果を上げるための適切な規模
を検討し，併せて募集・受講登録期間を十分確
保するなどの工夫改善を行ったうえで開設し，
札幌市内の高等学校及び中等教育学校６校か
ら，48名の生徒が受講した。 
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2. オープン教材の公開 
社会人や一般の方の学習機会を無償で提供す

るために，以下の取組を行った。 
 (1) オープン教材を61コース600コンテンツ作

成した。また，制作したオープン教材を延べ
６回の反転授業で利用するとともに，オープ
ン教材を基にした MOOC（大規模公開オンライ
ン講座）を４回開講した。開発したオープン
教材を延べ2,255名の学生が利用した。オープ
ン教材について，学内の教員，学生だけでな
く，原子力人材育成等推進事業などを通じて
他大学や企業が学習に利用した。 

 
 (2) オープンコースウェアについては，ホーム

ページの英語対応を進めている。 
 
 (3) MOOC に関しては延べ2,255名が受講し，本

学の教育を学外に広く提供することに貢献し
た。OCW に関しては22,325件のページビュー
と16,308件の再生回数を記録し，オープンエ
デュケーションによる地域・社会の活性化に
貢献した。 

 
3. HUSCAP 

HUSCAP では，大学の研究成果を発信し，社会
に還元することで，地域連携，産学連携をより
一層促進するため，以下の取組を行った。 

 (1) HUSCAP のコンテンツ収集を推進し，コンテ
ンツ数は年間で3,610件の増加となった。 

 
 (2) HUSCAP の年間ダウンロード件数は， 

9,856,684件（学内51,482件，学外9,805,202
件）となった。 

 
4. CoSTEP 
 (1) CoSTEP が実施する教育プログラムを79名

（うち社会人47名）が修了した。 
 
 (2) CoSTEP では，本学や地域社会をはじめとす

る様々な現場で，科学技術コミュニケーショ
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ンの活動を実際に展開し，科学技術コミュニ
ケーションの教育（講義・演習・実習）及び
研究を実施しており，一般向けのサイエンス
カフェ７件，ワークショップ６件，イベント
出展３件，講演２件を実施するとともに，道
内２校，道外１校の高等学校からの生徒を受
け入れ，ワークショップや研究指導を行った。
研究面については，オープンジャーナル『科
学技術コミュニケーション』25号及び26号を
発行，８本の論考を HUSCAP に登録した。ま
た，CoSTEP が運営する Facebook ページ『い
いね！Hokudai』では，本学の研究紹介を中心
に，学内行事や季節のキャンパス，学生の取
組を紹介する記事をほぼ毎日更新し，185本の
記事を掲載した。Facebookページの「いいね」
数は約9,279件，ユーザー個別記事への「いい
ね」数は100～500件，リーチ数は2,000～
15,000件であった。また，アーカイブ記事の
増加に伴い，写真提供の依頼も増加している。
CoSTEP 受講生・大学院生・学部生等が作成し
た本学の研究・教育を紹介する記事を48本掲
載した。社会人も受講可能な教育プログラム
として，科学技術コミュニケーターに必要な
スキルを学ぶことができる約１年間の「科学
技術コミュニケーター養成プログラム」を実
施し，令和元年度は79名（うち社会人47名）
の修了者を輩出した。 

 

【17】①－２ 
・ 平成 28 年度に公開スペー
スを大幅に拡充する総合博
物館，国内屈指の蔵書数を
誇る図書館，札幌市民の憩
いの場である植物園等，多
様な学内施設を活用し，地
域交流を推進する。 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. 総合博物館 
・ 平成 28 年７月にリニューアルオープンし，

学内全 12 学部の紹介展示や標本に触れる体
験型展示などを新設した。さらに，知の交差
点として，カフェやショップ，多目的スペー
スを併設したことにより，これまで以上に市
民等に親しまれる場となった。 

・ 学内外の学術標本や資料の収集，整理，利
活用を行い，本学の教育・研究の成果を広く
一般に公開した。さらに，企画展示やセミナ
ー・講習会の開催など様々な取組を実施する

1. 総合博物館 
・ 学内外の学術標本や資料の

収集，整理，利活用を行うと
ともに,本学の教育・研究の
成果を広く一般に公開する。 

・ 企画展示や市民セミナー・
各種講習会等を開催する。 

・ 博物館ボランティア活動の
支援等を行う。 

・ 地域社会への貢献方法につ
いて評価を行う。 
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とともに，各種メディア等（テレビ，ＨＰ，
facebook，観光ガイドブック等）において総
合博物館の広報を行ったことが，入館者数の
増加に繋がっている。 

・ 生涯学習支援や地域社会に貢献するため，
向学心あふれる学内外の学生や市民を博物館
ボランティアとして受け入れており，博物館
の様々な分野で活動している。当館の教員や
研究員の指導のもと，専門的な作業にも携わ
れるよう登録後に各分野での研修を行ってい
るほか，ボランティア講座，交流会の開催な
どにより，ボランティア登録者数の増加に繋
がっている。 

 
（入館者数） 

年度 入館者数 

H28 15万３千人 

H29 21万２千人 

H30 22万人 

 
（企画展示，セミナー・講習会実施回数） 

年度 企画展示 セミナー 

H28 ４回 44回 

H29 ４回 60回 

H30 ８回 50回 

 
（学内外の学生，市民，元教員からなる博物館

ボランティア登録数） 

年度 ボランティア登録数 

H28 240人 

H29 283人 

H30 295人 

 
 

2. 附属図書館 
・ 市民参加イベント及び展示

の開催に関し，令和２年度に
検証を行い，必要に応じ，令
和３年度に改善を行う。 

・ また，所蔵資料の電子公開
の実施についても令和２年度
に検証を行い，必要に応じ，
令和３年度に改善を行う。 

 
3. 大学文書館 
・ 公文書室では，法人文書の

集中管理業務を続けるととも
に，特定歴史公文書等の指定
数を増やし，一般公開を促進
する。 

・ 沿革資料室では，大学の歴
史や資料に関する問い合わせ
等に応じ，レファレンスの窓
口として地域交流に努める。 

・ 資料検索システム「所蔵資
料検索」の登載数を毎年度増
やし，一般公開を促進する。 

・ 企画展示は，１年毎にリニ
ューアルする。地域・大学行
事等の催し物に応じて，適宜
特別展示を実施する。 

・ 150 年史編集準備室では，
令和２年度に『北海道大学
150 年史』の刊行計画案，構
成案を作成する。令和３年度
から同室を 150 年史編集室に
改組し，150 年史編纂事業に
着手する。 

 
4. 植物園 
・ 令和２年度は，前年度から

進めている来園者目線に立っ



北海道大学 

- 99 - 
 

2. 附属図書館 
 ・ 一般市民との交流を推進するため，平成 28

年度６回，平成 29 年度７回，平成 30 年度９
回のイベント及び展示を開催した。 

・ 所蔵資料の電子公開推進の一環として，
IIIF （ International Image 
Interoperability Framework）のマニュアル
に準拠した形式による国際的規格デジタル画
像公開の仕組みに対応するための準備を進
め，北方資料データベースとリンクさせるこ
とで横断的な利用を可能にするとともに，検
索語の拡充を図り，利用者の利便性を高める
ための設計を計画した。 

 
3. 大学文書館 
(1) 組織の整備 

・ 平成 29 年４月に大学文書館を公文書室
と沿革資料室の２室体制とし，公文書室は
「国立公文書館等」，沿革資料室は「歴史
資料等保有施設」の指定をそれぞれ受けた。
平成 30 年４月には，本学の創基 150 年（令
和８年）に向け，大学文書館に 150 年史編
集準備室を設置した。大学の歴史，歴史資
料，歴史公文書に関わる業務を担当する特
定業務施設としての体制を整えた。 

 
(2) 国立公文書館等指定施設としての取組 

  ・ 公文書室では，本学の法人文書管理にお
いて，平成 29 年４月から，①法人文書の集
中管理，②特定歴史公文書等の管理・公開
の業務を開始した。 

 
(3) 歴史資料等保有施設としての取組 

  ・ 沿革資料室では，公文書以外の歴史的資
料の収集・整理・保存・公開・調査業務を
担当し，従来と同様に実施した。大学の歴
史や資料に関する問い合わせ等へのレファ
レンスも行った。 

 
 

た温室のリニューアルを完成
させる。 

・ 令和３年度は，リニューア
ルした温室における来園者の
動線を検証し，案内表示を充
実させる。 

 
5. インフォメーションセンター 
エルムの森 

 ・ 引き続き，広報誌やニュー
スレター,各部局の概要等を
配置するほか，直近の研究成
果のプレスリリースを掲示す
ることや本学で開催する公開
行事の予定をモニターで案内
するなど，本学の取組等につ
いて広く情報発信を行う。 

 
6. キャンパス開放 
 ・ 引き続き，北海道マラソン

コースとしてのキャンパス提
供，イチョウ並木の一般開
放，「緑のビアガーデン」の
開催，「ホームカミングデ
ー」の開催等により，地域に
開かれた大学として地域交流
を深める。 

 
 
 



北海道大学 

- 100 - 
 

(4) 情報発信，地域交流促進に関する取組 
  ・ 大学文書館における業務の成果は，①常

設展示・企画展示の公開，②カルチャーナ
イト（札幌市主催）・大学祭・オープンキ
ャンパス・ホームカミングデー等の地域・
大学行事での臨時開館，③『北海道大学大
学文書館年報』の刊行・web 公開，④ホーム
ページの公開・更新，⑤資料検索システム
「所蔵資料検索」の web 公開などにより，
学外に広く発信した。 

  ・ また，150 年史編集準備室では，『北海道
大学 150 年史編集ニュース』を年２回刊行，
web 上での公開も行い，創基 150 年に向け
た広報を実施した（平成 30 年度）。 

 
4. 植物園 
・ 情報発信を充実させるため，平成 28 年度に

は，ホームページ更新頻度を増やし，「見ご
ろ情報」を週に一度（冬期間は２週に一度）
定期的に更新するなど積極的な広報活動を行
った。平成 29 年度には，ホームページのリニ
ューアルを行い，平成 30 年度には，コンテン
ツを充実させた。 

・ また，札幌市民憩いの場として植物園の景
観と環境及び歴史的建造物群の維持に努める
とともに，以下の取組により地域交流・社会
教育に貢献した。 
(1) 地域の子供向け，親子向けの体験学習や
観察会を７月，８月，３月に実施し，３年
間で合計 339 名が参加した。 

(2) 修学旅行等の自主研修などで来園する小
中学生の対応を行った。（３年間合計件数：
37 件） 

 
5. インフォメーションセンター エルムの森 

・ 本学への理解を深めることを目的として,
広報誌やニュースレター,各部局の概要等を
配置するほか，直近の研究成果のプレスリリ
ースを掲示することや本学で開催する公開行
事の予定をモニターで案内するなど，本学の
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取組等について広く情報発信を行った。入館
者数は，平成 28 年度 169,911 名，平成 29 年
度 180,656 名，平成 30 年度 202,567 名と年々
増加している。 

 
6. キャンパス開放 
 ・ 北海道マラソン（８月開催）のコースの一

部としてキャンパスを提供したことや，イチ
ョウ並木の一般開放（10 月開催）により，多
くの市民等がキャンパスを訪れ，地域交流を
深めることができた。 

 ・ 「緑のビアガーデン」の開催（７月～８月），
また，平成 30 年度からは「緑のジンギスカン
Wine ガーデン＆Beer 祭り」の開催（８月）に
より，多くの市民に本学をより身近に感じて
もらうことができた。 

 ・ 「ホームカミングデー」（９月開催）につ
いては，卒業生，在学生及びその保護者のみ
ならず本学に関する全ての者を対象として開
催し，多くの参加者を得た。 

 

【17】 
・ 総合博物館，附属図書館，植物園等，

多様な学内施設において，企画展示や
セミナーなどを継続して実施するとと
もに，利用者視点に立った情報発信を
推進する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【17】 
1. 総合博物館 
・ 学内外の学術標本や資料の収集，整理，活

用を行い，各種メディア等において総合博物
館の広報に努め（マスコミ取材対応件数：約
100 件），本学の教育・研究成果を広く一般に
公開した。 

・ 北海道むかわ町穂別地区の地層から新種の
恐竜全身骨格が発見され，総合博物館教授を
中心とする研究グループにおいて「カムイサ
ウルス・ジャポニクス」と命名・発表したこ
とが社会的に大きな関心を集めたことなどに
より，本館が主催する恐竜・化石関係のシン
ポジウムや各種セミナーの参加者増に繋がっ
ている。また，本館内のショップにおいても，
特に恐竜関係の書籍やグッズを充実させ，来
館者に好評を得ている。 
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さらに，以下の企画展示や各種イベントな
ど様々な取組を実施することにより，令和元
年度末における入館者数は約 24 万人（平成
30 年度比：約２万人増）となった。 

・ 小学校（35校），中学校（46校），高等学
校（35校）などの団体見学者に対する職員の
展示解説などを通じて，地域との交流に大き
く貢献した。 

 
（1） 企画展示の実施 

以下の８件の展示を実施した。 

展示名 
展示期間中の 
来館者 

写真パネル展「エゾリ
ス～冬を生きる～」 

約7千人 

建築の学生展 約1千人 

地質の日記念展示「失
われた川を尋ねて『水
の都』札幌」 

約47千人 

夏季企画展「K39考古学
からみた北大キャンパ
スの5,000年」 

約73千人 

展覧会「融ける大地―
温暖化するシベリア・
中央ヤクーチア」 

約36千人 

「小さなちいさな哺乳
類 トガリネズミ」展 

約20千人 

写真パネル展「冷たい
海の大冒険!!!～関勝
則が写す北の海の生き
物～」 

約23千人 

国立アイヌ民族博物館
PR 展示 

約14千人 

 
（2） 各種イベントの実施 

     以下の９件のイベントを実施した。 

セミナー名 参加者人数 

札幌農学校第２農場ガ 44名 
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イドツアー 

バイオミメティクス市
民セミナー（計11回） 

740名 

道民カレッジ連携講座
（土曜市民セミナー）
（計11回） 

930名 

道新ぶんぶんクラブ共
催講座（計３回） 

113名 

金曜ナイトセミナー，
金曜ナイトコンサート
（計５回） 

171名 

パラタクソノミスト養
成講座（計３回） 

34名 

チェンバロコンサート
（計３回） 

400名 

その他（企画展示セミ
ナー，公開シンポジウ
ム，４Ｄシアター等） 

560名 

 
（3） 博物館ボランティア 

学内外の学生，市民，元教員からなる
博物館ボランティアは，16グループ（計
275人）が登録し，標本作製や整理等の博
物館活動を支援した。主な活動内容や参
加人数は以下のとおりである。 

ボランティアの主な 
活動内容等 

参 加
者 人
数 

植物・
菌類 

新規・未整理標本のラベ
ル作成,台紙貼付作業等 

37名 

昆虫 昆虫標本作製・整理（ラ
ベル付け,微小昆虫標本
作製等） 

25名 

考古学 考古遺物整理，動物骨格
標本作成・整理  

40名 

化石 化石標本の整理と登録，
化石クリーニング作業，
レプリカ製作 

47名 
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展示解
説 

博物館の案内，展示見学
対応（案内・解説） 

26名 

平成遠
友夜学
校 

遠友夜学舎での一般市
民向け無料講座の運営 10名 

４Ｄシ
アター 

４Ｄシアターを用いた
プラネタリウム様番組
の制作，公演 

15名 

チェン
バロ 

チェンバロの状態管理，
メンテナンス，演奏会開
催 

8名 

図書 寄贈本等の再配架，図書
の修復，資料の所蔵・欠
号チェック 

15名 

第２農
場 

第２農場の展示解説 
14名 

ハンズ
オン 

ユニバーサルな展示や
教育プログラムの開発 

9名 

展示制
作支援 

展示室の展示方針や動
線，展示要素の検討，作
製 

10名 

その他 英語版アンケート用紙
の作成，中庭の整備 等 

19名 

 
2. 附属図書館 
・ 以下の市民参加イベントや展示を開催し
た。 

 

イベント等名 開 催
日程 

参 加
人数 

フィンランドディ関連資料
展示 

６ -
７月 

－ 

humal シンポジウム応援展
示@北図書館 

７ -
８月 

－ 

国際機関情報の探し方セミ
ナー（国連編） 

11月 ２名 

国際機関情報の探し方セミ
ナー（EU 編） 

11月 ２名 

国際機関情報の探し方セミ 11月 ７名 
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ナー（統計編） 

日・EU フレンドシップウィ
ーク関連イベント開催 図
書展示 

５月 - 

図書展示「TEDxHokkaidoU応
援展示＠北図書館」 

11- 
12月 

－ 

企画展示「カラフトナヨロ
惣乙名文書（ヤエンコロア
イヌ文書）」 

２- 
４月 

－ 

 
・ 所蔵資料の電子公開推進の一環として，平
成 30 年 度 か ら 準 備 を 進 め て い た IIIF
（ International Image Interoperability 
Framework）のマニュアルに準拠した形式によ
る国際的規格デジタル画像公開の仕組みへの
対応について，北方資料データベースとリン
クさせることにより横断的な利用を可能にす
るとともに，検索語の拡充を図り，利用者の
利便性を高める仕組みをつくり，デジタル画
像を一部公開した。 

 
3. 大学文書館 
(1) 公文書室の取組 

・ 「法人文書管理に関する研修会」（４月）
を開催し，法人文書管理の重要性とルール
について，本学の新任職員に向けた講演を
行った。 

・ 平成 30 年度から法人文書の集中管理を
進め，これまでに各部局等からの法人文書
累計 1,031 点を引き継いだ。（平成 30 年
度：647 点，令和元年度：384 点） 

・ 特定歴史公文書等（累計 1,986 点）の管
理・公開を行った。 

 
(2) 沿革資料室の取組 

・ 公文書以外の本学の歴史に関する各種資
料である「沿革資料」（累計 61,632 点）の
収集・整理・保存・公開・調査を行った。 
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(3) 150 年史編集準備室の取組 
・ 『北海道大学 150 年史編集ニュース』第
３号（６月），第４号（３月）を刊行し，
創基 150 周年に向けた広報を行った。 

・ web 上で，年表「資料でたどる北海道大
学の歴史」の公開を開始し（４月），本学
の歴史と地域とのつながりを広く発信し
た。 

・ web 上に掲載した「新着資料紹介」を定
期的に更新し，大学史編纂と歴史資料保存
への理解・協力を求める活動を行った。 

 
(4) 情報発信，地域交流促進に関する取組 

・ 常設展示を一部リニューアルし（９月），
企画展示「北大における女性自学から男女
共学へ――新制大学 70 年」（８月～）を新
たに公開した。 

・ 大学祭（６月），カルチャーナイト（７
月，札幌市主催），オープンキャンパス（８
月），ホームカミングデー（９月）の期間
中に臨時開館し，①特別展示「北大生の御
用達！――新聞広告あれこれ 1926-1945」
（６月，７月，８月，９月），②特別展示
「“北大紛争”から 50 年(1)――“北大紛
争”とは」（９月）を開催するとともに，
展示解説ツアーや展示ガイドを行った。 

・ 高知県佐川町関係者に向けた「廣井勇関
係資料見学会」（７月），北海道洞爺湖町
立洞爺中学校生徒に向けたレクチャー「北
海道大学の歴史と現在」（７月），岩手県
花巻市立湯口中学校生徒に向けたレクチャ
ー「北海道大学と花巻ゆかりの人びと――
佐藤昌介・新渡戸稲造・菊池捍・島善鄰」
（９月）を実施し，学外からの団体学習の
要望に応えた。 

・ 国内の大学アーカイヴズ（５月：淑徳大
学アーカイヴズ，６月・10 月：東海大学学
園史資料センター，８月：東北大学史料館）
からの施設見学・視察や，レファレンス（７
月：東京大学文書館）に広く応えた。 
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・ 資料検索システム「所蔵資料検索」に新
たに 585 点の資料を登載し，資料利用の促
進に努めた。 

 
(5) 利用状況 

・ レファレンス 946 点（440 件・448 名），
閲覧・複写利用 5,058 点（299 件・331 名），
取材・撮影 29 点（４件・９名），展示利用
24 点（７件・７名），出版・放送等掲載利
用 191 点（58 件･58 名），展示観覧 1,594
名（うち見学・視察 169 名・42 件），来館
者 1,346 名の利用があった。 

  企画展示の実施など学外に向けた情報発
信を進めた結果，平成 28 年度と比較して，
令和元年度の利用者数・利用資料数は大幅
に増えており，地域交流の促進が図られた。
（平成 28 年度 1,607 名・2,555 点，令和元
年度 2,447 名・6,248 点）。 

 
4. 植物園 
・ 札幌市民の憩いの場としての植物園の景観

と環境及び歴史的建造物群の維持を行うとと
もに，以下の取組を通して地域交流を推進，
情報発信を行った。（入場者数：62,219名，
平成30年度比11,346名増） 
(1) 子供向け，親子向けの体験学習や観察会
を７月及び８月に実施し，総勢71名が参加
した。 

(2) 外国人来園者の増加に対応するため，正
門付近の案内看板を英語併記のものに更新
した。 

 
5. インフォメーションセンター エルムの森 

・ 大学の顔としての広報機能を維持すべく，
本学の取組等に係る情報発信を継続して行っ
た。令和元年度の入館者数は 214,111 名と着
実に増えている。 

こうした活動を積み重ねた結果，本センタ
ーの存在が広く社会に認知され，JAL 機内誌
（スカイワード８月号）において本センター
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の販売グッズが取り上げられるといった好循
環を生んでいる。 

 
6. キャンパス開放 
 ・ 引き続き，北海道マラソン（８月開催）の

コースの一部としてキャンパスを提供したこ
となどにより，多くの市民等がキャンパスを
訪れ，地域交流を深めることができた。 

 ・ 14 回目の開催となった「緑のビアガーデン」
（７月開催）について，令和元年度は土日祝
日を加えた８日間の開催とし，総来場者数は
5,570 名（学内者含む,平成 30 年度比：430 名
増）となった。 
また,２回目の開催となった「緑のジンギス

カン Wine ガーデン＆Beer祭り」（７月開催）
は，天候に恵まれず総来場者数 800 名（学内
者含む，平成 30 年度比：761 名減）となった
が，これらにより，多くの市民に本学をより
身近に感じてもらうことができた。 

 ・ 令和元年度で８回目となる「ホームカミン
グデー2019」については，引き続き，卒業生，
在学生及びその保護者のみならず本学に関す
る全ての者を対象として開催し，多くの参加
者を得た。 

 

【18】①－３ 
・ 地方自治体等との協働に
より，政策提言等を行うと
ともに，地域企業との事業
化に向けた共同研究を平成
27年度比で10％以上増加さ
せる。◆ 

 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. 地方自治体等への地域振興に関する政策提言 
   大学の教育研究活動の成果を活用し，地域・
社会の活性化，課題解決等への貢献を目指し，
産学・地域協働推進機構において，札幌市をは
じめとした地方自治体等に対して地域振興に関
する政策提言を実施した。各年度の主な活動は
以下のとおり。 
(1) 平成 28 年度 

   産学・地域協働推進機構が中心となり，北
大病院及び COI『食と健康の達人』拠点事業
と調整のうえ，札幌市の「新さっぽろ地区再
開発構想」に対して，平成 29 年１月に政策提
言を行った。 

 

1. 地方自治体等への地域振興に
関する政策提言 

地方自治体等との意見交換を
引き続き行い，地域が抱える課
題やニーズを把握し，地域の実
情を踏まえた提言を行う。 

 
2. 地域企業との事業化に向けた

共同研究の推進 
第３期中期目標で掲げる地域

企業との事業化に向けた共同研
究数の平成 27 年度比 10％以上
増加に向け，産学・地域協働推進
機構が中心となり，地域企業が
抱える課題を適切に把握し，企
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(2) 平成 29 年度 
   平成 29 年１月，札幌市に対して政策提言を

行った結果，本提言を組み込んだ「新さっぽ
ろ再開発プロジェクト案」が採択され，プロ
ジェクト実施のためのキックオフミーティン
グ （６月）が開催されるとともに，新たな知
見を取り入れた形で追加提言を行った。 

 
(3) 平成 30 年度 

   滝川市に対して，①地域人材（地元主婦や
高齢者，学生など定職についていない居住者
等）の活用，②「滝川ブランド」を活用した
観光振興，③中心市街地の活性化及び交流人
口の増加に関する政策提言を行った。 

 
2. 地域企業との事業化に向けた共同研究の推進 
  産学・地域協働推進機構を中心として以下の
取組を行った結果，平成 30 年度における地域企
業との共同研究数は 64 件となり，平成 27 年度
比 6.7％増加した。主なものとしては，AI 技術
を活用したガスロードヒーティングの実現に向
けた北海道ガス株式会社と情報科学研究科の共
同研究，本学農業生産物を利用した飲料の開発
に向けた北海道ワイン株式会社と農学研究院の
共同研究などが挙げられる。 
(1) 平成 28 年度 

   北海道テレビ放送株式会社（HTB）と連携プ
ログラム協定を締結した。「北海道を応援す
る」を共通のテーマとして，本学の教育・研
究・地域貢献活動の PR 強化に繋がった。 

 
(2) 平成 29 年度 

本学ホームページの検索エンジンを改良
し，シーズ情報の集約を強化した。その結果，
技術分野別／テーマ別絞り込み検索や，検索
ワードに関連する研究者一覧表示などが可能
となり，研究シーズ提案力の向上に繋がった。 

 
(3) 平成 30 年度 
   ４月に研究シーズ集のウェブサイト版の運

業ニーズに対応した研究テーマ
を学内研究者と共有，共同研究
を引き続き推進するとともに，
その課題解決及び新たな価値創
造に貢献する。 
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用を開始し，検索機能を追加したことにより，
情報発信力及びシーズ情報の検索性・集約性
を強化し，アクセス数は，平成 30 年度 39,038
件に達した。 
また，学術・産学連携統合データベースの

令和元年度の構築に向け，搭載すべき学内に
分散するデータの集約やグラフ化に向けた課
題の洗い出しを概ね終了するとともに，仕様
書を作成し，開発業者との打合せを開始した。  

 
 

【18-1】 
・ 産学協働人材講座に参画する自治
体，企業との意見交換を通じて地域振
興に資する提言を行う。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【18-1】 
1. 深川市への地域振興に関する政策提言 
  産学・地域協働推進機構と産学連携協定を締
結し，産学協働人材講座に参画している北空知
信金を通じ，同じく産学協働人材講座に参画し
ている深川市内の廃校舎の活用に関する提言を
行い，令和元年11月にベンチャー企業１社（北
海道パレットリサイクルシステム）の移転につ
ながった。 

 
2. 札幌市の環境影響評価等に関する提言 
  産学・地域協働推進機構が観光学高等研究セ
ンター教員との連携し，札幌市環境影響評価審
議会に対し，風力発電施設の環境影響に関する
政策提言，札幌市景観審議会に対し，札幌市の
景観に影響を与える新規建築のあり方に関する
提言を行った。 

 
3. 釧路市への地域振興に向けた意見交換 

産学・地域協働推進機構が公共政策大学院と
連携し，釧路市と地域振興に関する意見交換を
行い，北海道東部地区町村のニーズ調査を行っ
た。 

 
4. 各部局等の取組〔年度計画以外の事例〕 

部局等名 取組内容 

大学院文学研究院 文化庁2019年度大学に
おける文化芸術推進事業
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「ミュージアム学芸員の
企画展制作〈立案・運営・
評価〉スキル養成深化プロ
グラム」により，学芸員リ
カレント教育プログラム
を実施している。主な受講
生は，北海道内の博物館・
美術館の学芸員であり，プ
ログラムを通してそれら
の施設との連携を深め，北
海道の文化行政の底上げ
に寄与している（受講者数
40名）。令和元年度は東川
町の協力の下，公開シンポ
ジウム「文化拠点とまちづ
くり｜ライフスタイル，ラ
イフコース，ミュージア
ム」を実施し，アートを通
じて東川町との連携を行
った（９月，参加者32名）。 

観光学高等研究セ
ンター 

株式会社北海道日本ハ
ムファイターズとの産学
連携協定に基づき，北広島
市のボールパーク構想に
基づく広域スポーツツー
リズム推進に関するセミ
ナーを実施した。また，本
学アイヌ・先住民研究セン
ターと共同で「先住民ヘリ
テージツーリズム」に関す
る研究を継続推進すると
ともに，令和元年度は奄美
大島・喜界島における集落
観光に関する共同調査を
実施した。 

アイヌ・先住民研
究センター 

内閣官房長官を座長と
するアイヌ政策推進会議
及びアイヌ政策推進作業
部会，多様な参画の確保方
策検討作業部会，国立アイ
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ヌ民族博物館展示ワーキ
ング会議，国立アイヌ民族
博物館アイヌ語解説検討
委員会に専任教員が参画
し，研究成果に基づく政策
提言等を行った。 

 
 

【18-2】 
・ 産学・地域協働推進機構がハブとな
り，地方自治体等と複数の部局が関与
する学際的な共同研究を推進する。 

【18-2】 
 産学・地域協働推進機構を中心として以下の取
組を行った結果，令和元年度における地域企業と
の共同研究数は74件となり，平成27年度比23％増
加した。 
 
1. 地方自治体等と複数の部局が関与する学際的
な共同研究の推進 

工学研究院，農学研究院，水産科学研究院及
び八雲町が共同で，産学・地域協働推進機構が
取りまとめ役となり，環境省の令和元年度公募
事業「地域の多様な課題に応える脱炭素型地域
づくりモデル形成事業」に申請し，採択された。
本事業は，八雲町を中心に北海道内企業，本州
大手企業が複数参画する研究コンソーシアムを
形成し，日本の農村や漁村の持続的な振興に資
する地域資源活用型の再生エネルギーを利用し
た新たな産業の創出を目指しフィージビリティ
事業の運営支援を行っている。 

 
2. 学術・産学連携統合データベースの構築 

本データベースを平成31年４月に構築し，本
格に学内展開を開始した。本データベースは，
産学・地域協働推進機構が保有する産学連携関
連情報に加え，学内に散在する研究関連情報に
ついて集約しており， 外部資金獲得支援のため
企業に対するこれまで以上の的確な共同研究提
案や特許ライセンス提案を開始した。本データ
ベースを活用し，産業構造の変化を先読みした，
新たな産学連携のためのポテンシャル分析が可
能となり，令和元年度の知的財産収入は前年度
比31％増の129,410千円となった。 
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3. 地域企業のニーズ情報の調査・集約 

以下の展示会に出展し，本学のシーズを地域
企業に周知するとともに，展示会に参加してい
る地域企業との情報交換を行うことによってニ
ーズ収集を行い，産学・地域協働推進機構内で
の情報共有を推進した。 

 
 【展示会への出展一覧】 

開催 
時期 

イベント名 開催 
場所 

来場 
者数 

７月 北洋銀行ものづ
くりテクノフェ
ア 

札幌 4,600名 

11月 ビジネス EXPO 札幌 21,703名 

 
4. 各部局等の取組〔年度計画以外の事例〕 

部局等名 取組内容 

大学院情報科学
研究院 

本学医学研究院ならびに
札幌市に技術開発センター
を持つ３次元計測機の開発
企業である株式会社ノアと
の共同研究により「脊柱側
弯症早期検診システムの開
発」を実施した。その成果は
特許登録され，国際会議発
表のベストペーパー賞受
賞，ハイインパクト欧文誌
での論文発表にもつながる
とともに，そのシステムが
医療機器の認証を受け，民
間企業で実用化されてい
る。また，従来技術と比較し
て約40％のエネルギーコス
トが削減できる「路面状態
の積雪有無の認識」技術を
北海道ガス株式会社と共同
開発するとともに，北大発
認定ベンチャーのティ・ア
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イ・エル株式会社と共に本
技術の地域社会還元を行っ
ている。 

大学院保健科学
研究院 

札幌市北区と「健康なま
ちづくりに関する地域連携
協定」の下，地域の健康課題
解決に向け，行政・大学・地
域住民との共同研究を実施
した。また，札幌市北区の保
健福祉事業や各種関係機関
の事業に参画し，研究等に
より得られた知見や技術を
住民の健康の維持増進に向
けて提供した。 
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○ 教育研究等の質の向上の状況 
(1) 大学の教育研究等の質の向上に関する目標 
  （その他）① グローバル化に関する目標 

 

中
期
目
標  

① 徹底した「大学改革」と「国際化」を全学的に断行することで国際通用性を高め，ひいては国際競争力を強化するとともに，世界的に魅力的なトップ
レベルの教育研究を行い，世界大学ランキングトップ100を目指すための取組を進める。 

 

学内確認欄 

中期計画 令和元年度計画 

判断理由（計画の実施状況等） 

令和元事業年度までの実施状況 
令和２及び３事業年度の 

実施予定 

【19】①－１ 
・ 平成 28 年度に「国際連携
機構」を設置し，全学的な連
携体制を再構築する。また，
総長直轄の国際連携研究教
育局（GI-CoRE）に新たなグ
ローバルステーションを５
拠点以上設置し，ASEAN，北
米に新たな海外オフィスを
開設するなど，戦略的・組織
的な国際連携を推進する。
◆ 

 

 
 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. 国際連携機構 

本学の創基150周年に向けた改革戦略として，
教育研究の一層のグローバル化を推進するた
め，また学内外の連携を一層強化するための体
制整備として，平成28年10月に，国際本部を改
組・拡充し，新たに国際連携機構を設置した。 

同機構においては，国際交流及び国際連携の
業務を整理・明確化し，各業務等に対応する組
織（室）を置き，海外発信・在外OBコミュニテ
ィとの連携強化，外国人留学生の支援強化，学
生の短期海外派遣プログラムの実施，海外の一
線級の研究者とのコラボレーションの推進，海
外オフィスの新設・活用など，本学の国際化を
一層推進した。 

さらに，平成30年８月には，同機構が担当し
ていた学生の海外派遣事業及び外国人留学生を
対象とする教育関係業務を高等教育推進機構に
移管し,本学の国際戦略に係る企画・立案・マネ
ジメント機能に特化した組織へと再編を行い，
効率的及び機動的な運営が可能となった。 

また，専門性を有する国際関係業務を担う国
際オフィサー（学術専門職）については，類似
の専門職であるURA職及びURAステーションとの

1. 国際連携機構 
  学生派遣・受入に係る業務実

施部門を切り離してスリム化
し,機動的な運営を可能とした
国際連携機構のマネジメント機
能を活かし,より一層,効果的・
効率的な国際戦略の企画・立案
を推進するとともに,次期中期
目標期間における国際戦略の企
画・立案を行う。また,国際オフ
ィサー（学術専門職）の今後の在
り方や配置方法,新たに配置し
た国際 URA の在り方など具体的
な活躍の方策について企画・検
討を進める。 

 
2.  国際連携研究教育局（GI-

CoRE） 
（令和２年度） 

国際連携研究教育局（ GI-
CoRE）から，令和元年度で設置期
間を満了した３つのグローバル
ステーション（量子医理工学，人
獣共通感染症，食水土資源）を関
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関係を整理し，国際オフィサーとしての役割に
ついて検討を進めた。平成30年７月には，新た
に国際URAを１名配置し，全学的な国際イベント
企画の助言や国際関連事業の企画やアレンジな
ど多方面での全学支援を実施し，教育研究のグ
ローバル化を推進した。 

 
2. 国際連携研究教育局（GI-CoRE） 

海外大学の有力な研究室を本学に誘致し，当
該研究室の研究者が本学の研究者と共同研究・
教育を行う国際連携研究教育局（GI-CoRE）にお
いて，平成28年度に新たに３つのグローバルス
テーション（ソフトマター，ビッグデータ・サ
イバーセキュリティ，北極域研究）を設置し，
計６つのグローバルステーションにおいて，以
下のとおり国際連携研究教育を推進した。 

 
(1) 量子医理工学グローバルステーション（量

子 GS）（平成26年度設置） 
・ スタンフォード大学から誘致している研

究教育ユニットと国際連携研究教育を推進
した。 

・ 国際共著論文（平成28～30年度累計48報）
を発表するとともに，共同臨床試験（２件）
を実施した。 

・ 平成29年度には，量子 GS の成果を活か
し，量子理工学及び分子理工学を医学に役
立てるための人材を育成するために医理工
学院を設置した。また，これまでの教育研
究成果が認められ，日立製作所とともに開
発した動体追跡粒子線がん治療装置に対
し，全国発明表彰で最も優れた発明に贈ら
れる「恩賜発明賞」を医学物理チームが受
賞した。 

・ 平成30年度には，これまでの活動につい
て，学外委員による外部評価を実施し，グ
ローバルな拠点が既に構築されている点，
国内外の著名な研究機関と連携が行われて
いる点，これまで200報を超える論文を発表
している点，サマースクールなどで定期的

係部局等に定着化させ，当該部
局等において引き続き国際連携
研究教育を推進する。 

（令和３年度） 
国際連携研究教育局（ GI-

CoRE）において，第３期中期目標
期間中５件目のグローバルステ
ーションを設置し，国際連携研
究教育を推進する。 

令和２年度で設置期間を満了
する３つのグローバルステーシ
ョン（ソフトマター，ビッグデー
タ・サイバーセキュリティ，北極
域研究）を関係部局等に定着化
させ，当該部局等において引き
続き国際連携研究教育を推進す
る。 

 
3. 戦略的な国際連携 
・ 海外オフィスが中心となっ

て行ってきた協定校との大学
交流デーや留学希望者へのサ
ポート，海外同窓会の活動支
援などを引き続き行う。 

・ 「大学の世界展開力強化事
業 タイプ B ロシア」（～令
和３年度）を引き続き推進し，
日露の学生・研究者交流を推
進する。 

・ 海外オフィスを拠点に行う
「日本留学海外拠点連携推進
事業（ロシア・CIS）」「同（サ
ブサハラ・アフリカ）」により，
ロシア及びアフリカ諸国から
の留学希望者に情報提供を行
い，日本への留学を促す。 
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に教育を実施している点等が評価され，S
評価（S～D の５段階中最上位）を得た。 

 
(2) 人獣共通感染症グローバルステーション

（人獣 GS）（平成26年度設置） 
・ メルボルン大学，アイルランド国立大学

ダブリン校，アブドラ国王科学技術大学か
ら誘致している研究教育ユニットと国際連
携研究教育を推進した。 

・ 国際共著論文（平成28～30年度累計142
報）を発表するとともに，日本医療研究開
発機構による感染症研究国際展開戦略プロ
グラムの研究振興調整費（２年間で15億１
千１百万円）を基に,不活化インフルエンザ
ウイルス全粒子ワクチンの前臨床試験及び
第Ⅰ相とⅡ相の臨床試験を実施した。 

・ 平成29年度には，人獣 GS の成果を活かし
国際的視野を有する専門家，感染症研究に
おける「知のプロフェッショナル」を育成
するために国際感染症学院を設置した。 

・ 平成30年度には，これまでの活動につい
て，学外委員による外部評価を実施し，世
界トップレベルの研究者と協働し，人獣共
通感染症の克服に向けた国際連携研究を強
力に推進している点，これまで300報を超え
る論文を発表し，国際共著論文比率は, 年
平均で65％を超えている点，また国際感染
症学院を設置し，途上国を含む国際社会に
おいて人獣共通感染症対策に資する人材を
育成している点等が評価され，S 評価（S～
D の５段階中最上位）を得た。 

 
(3) 食水土資源グローバルステーション（食水

土資源 GS）（平成27年度設置） 
・ 平成29年度に，食水土資源 GS の国際連携
研究・教育の成果を大学院教育へと展開・
発展させた国際食資源学院を開設するとと
もに，平成30年度には，平成31年４月から
博士課程を開設することを決定した。 

・ 平成28年度から30年度に継続して，国際
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連携研究教育を推進するため，カリフォル
ニア大学デービス校,マサチューセッツ大
学アマースト校等をはじめとする一流大学
からのクロスアポイントメントにより，海
外教員を採用し，国際共著論文（平成28～
30年度累計23報）を発表した。 

 
(4) ソフトマターグローバルステーション（ソ

フトマターGS）（平成28年度設置） 
・ ESPCI（パリ市立工業物理化学高等専門学
校）を中心としたフランスユニット及びデ
ューク大学を中心としたアメリカユニット
との国際連携研究教育を推進し，国際共著
論文（平成28～30年度累計27報）を発表し
た。 

・ 平成30年度に，ソフトマターGS の国際連
携研究・教育の成果を大学院教育へと展開・
発展させた生命科学院ソフトマター専攻を
開設した。 

 
(5) ビッグデータ・サイバーセキュリティグロ

ーバルステーション（ビッグデータ・サイバ
ーGS）（平成28年度設置） 
・ 平成28年度の設置当初から継続して，マ

サチューセッツ大学アマースト校（UMass
アマースト校）との国際連携研究教育を推
進するとともに，平成29年度からは，IoT 分
野の体制拡充のためにシドニー工科大学と
の連携を開始した。 

・ 国際共著論文（平成28～30年度累計18報）
を発表し，国際連携研究教育を推進した。 

 
(6) 北極域研究グローバルステーション（北極

域 GS）（平成28年度設置） 
・ 国際連携研究教育を推進するため，平成

28～30年度の間で，外国人教員３名を助教
として，４名を招へい教員として受け入れ
た。 

・ 国際共著論文（平成28～30年度累計45報）
を発表するとともに，サマー・インスティ
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テュート３科目，海外ラーニング・サテラ
イト１科目を実施し，国際連携研究教育を
推進した。 

 
3. 戦略的な国際連携 
(1) 海外大学とのジョイントシンポジウム 

 ソウル大学校とのジョイントシンポジウム
を毎年交互に開催し，平成30年度には通算21
回目となった。また，フィンランドの大学と
の連携については，シンポジウム開催から具
体的なプログラムによる交流の実施に移行
し，サマー･インスティテュート及び海外ラー
ニング・サテライトの開講により教職員・学
生が交流を深めた。 

   また，スウェーデンと日本の連携強化を目
的とする MIRAI プロジェクトに係る取組とし
て，材料科学分野におけるワークショップ等
に教職員が参加し，研究交流を行った。 

 
(2) 日露経済協力・人的交流に資する人材育成

プラットフォーム（HaRP） 
   平成 29 年度に採択された大学の世界展開

力強化事業タイプ B（プラットフォーム構築
プログラム）において，日露の高等教育機関
における大学間交流の推進，学生交流の増加
などを目的とした日露大学協会の幹事校とし
て，総会及び日露学生フォーラムを開催した。
また，日露の共同教育の促進に向け課題を話
し合う人材交流委員会，産官学連携により学
生交流，人材育成を推進する専門セクション
等を設置・運営し，日露交流に関係する大学，
自治体，企業に対する情報提供や意見交換を
行った。 

 
(3) 海外オフィス 

 海外オフィスが中心となり，海外オフィス

を設置した国・地域の大学との連携強化と，

新たな研究交流を開拓し，教育・研究のネッ

トワーク構築・充実を図るため，また，優秀
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な留学生の本学への入学を促進するため，本

学の国際交流や留学に関する紹介や研究交流

等を行う北海道大学交流デーを開催した。 

新たな海外オフィスとしては，平成 29 年度
中に ASEAN 地域に３つのリエゾンオフィス
（タイ，インドネシア及びフィリピン）を設
置した。また，中国北京オフィスについては，
事務所業務を外部業者に委託することによ
り，平成 30 年３月に運用を再開した。 

 

【19-1】 
・ 2018 年度に業務の合理化のため改組

した国際連携機構の体制について，全
学的な連携を推進するため，再検証す
る。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【19-1】 

学生派遣・受入に係る業務実施部門を切り離し
てスリム化し，国際連携の戦略企画立案に特化し
て機動的な運営を可能とした国際連携機構のマネ
ジメント機能を活かし，本学が集中的に国際連携
を推進する国・地域に海外オフィス（ロシアモス
クワオフィス，北米ポートランドオフィス，ASEAN
ハノイオフィス）を開設し，教育・研究に係る交
流を促進するなど戦略的な国際連携を推進した。 
また，国際連携機構の体制について再検証した

結果，本学の更なる国際化に向けては，専門性を
有する国際オフィサー（学術専門職）が効率的・
効果的に国際活動を支援・推進することが重要で
あることから，国際オフィサー室の主導により,国
際オフィサーの今後の在り方について明確なビジ
ョンを検討し，次年度以降に活動体制を整備する
こととした。 
 

【19-2】 
・ 国際連携研究教育局（GI-CoRE）にお

いて，国際連携研究教育を推進するほ
か，北米に新たな海外オフィスを開設
するなど，戦略的・組織的な国際連携
を推進する。特に「大学の世界展開力
強化事業 タイプＢロシア」や「日本留
学海外拠点連携推進事業（ロシア・
CIS）」により，日露の学生・研究者交
流を促進する。 

【19-2】 
1. 国際連携研究教育局（GI-CoRE） 

海外大学の有力な研究室を本学に誘致し，当
該研究室の研究者が本学の研究者と共同研究・
教育を行う国際連携研究教育局（GI-CoRE）では
平成30年度までに設置した６つのグローバルス
テーションにおいて，以下のとおり国際連携研
究教育を推進するとともに，令和２年３月にバ
イオサーフィス創薬グローバルステーションを
設置し，新たな分野での国際連携研究教育を開
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始した。 
 
(1) 量子医理工学グローバルステーション（量

子 GS）（平成26年度設置） 
・ 平成30年度に引き続き，スタンフォード

大学から誘致している研究教育ユニットと
国際連携研究教育を推進した。国際共著論
文（10報）を発表するとともに，共同臨床
試験（２件）を実施した。 

・ 令和元年度に実施したシンポジウム等の
イベントは下表のとおりである。 

 
【開催イベント】 

・ 量子 GS の国際連携研究・教育の成果を大

開催
時期 

イベント名 
参加人
数 

８月 
第７回 GI-CoRE 量子医理工
学シンポジウム 

延べ
190名 

８月 GI-CoRE スペシャルセミナ
ー 
（日本放射線腫瘍学会理事
を対象としたクローズドセ
ミナー） 

11名 

８月 第6回 GI-CoRE 医学物理サ
マースクール/HSI 

18名 

８月 第2回 GI-CoRE 放射線生物
サマースクール/HIS 

13名 

９月 
第118回日本医学物理学会
学術大会 特別講演③（GSQ
共催） 

404名 

９月 

Meeting for 
Accreditation of Medical 
Physics Education 
Programs 
（医学物理士認定機構理事
を対象としたクローズドセ
ミナー） 

12名 

２月 
GI-CoRE ウィンターセミナ
ー 

50名 



北海道大学 

- 122 - 
 

学院教育へと発展させた医理工学院に，修
士課程16名，博士後期課程７名(うち１名は
10月入学)が入学した。 

 
(2) 人獣共通感染症グローバルステーション

（人獣 GS）（平成26年度設置） 

・ 平成30年度に引き続き，メルボルン大学，
アイルランド国立大学ダブリン校，アブド
ラ国王科学技術大学から誘致している研究
教育ユニットと国際連携研究教育を推進
し，国際共著論文56報を発表した。 

・ 令和元年度に実施したシンポジウム等の
イベントは下表のとおりである。 

 

 【開催イベント】 

開催
時期 

イベント名 
参加人
数 

４月 
第92回日本細菌学会総会市
民講座（共催） 

55名 

６月 

The 9th Bacteriology 
Special Seminar（第９回
細菌学特別セミナー）(共
催) 

35名 

６～
７月 

サマー・インスティテュー
ト(２科目) 

延べ37
名 

7月 

Symposium and Workshop 
for Diagnosis-by-
Sequencing using MinION
（MinIONを用いた診断法に
関するシンポジウム兼ワー
クショップ）（共催） 

35名 

７月 
第７回人獣共通感染症克服
のためのコンソーシアム会
議（国際シンポジウム） 

延べ
166名 

７月 
Science Lecture 2019（サ
イエンスレクチャー2019） 
(共催) 

42名 

 
・ 人獣 GS の国際連携研究・教育の成果を大
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学院教育へと発展させた国際感染症学院に
博士課程12名（うち６名が外国人留学生）
が入学した。 

・ ９月19日から10月２日まで中南米９か国
の若手研究者及び学生９名を招へいしてア
ルボウイルスを対象とした研究技術トレー
ニングコースを開催した。 

・ アイルランド国立大学ダブリン校から博
士後期課程学生１名を令和２年１月中旬か
ら２カ月半の間, 人獣共通感染症リサーチ
センターに招へいして，共同研究を実施し
た。 

 
(3) 食水土資源グローバルステーション（食水

土資源 GS）（平成27年度設置） 
・ 食水土資源 GS の国際連携研究・教育の成
果を大学院教育へと展開・発展させた国際
食資源学院（平成29年４月修士課程開設）
に，平成31年４月より博士課程を開設した。
第３期の修士課程学生19名(うち外国人留
学生４名），第１期の博士後期課程学生６
名（うち外国人留学生４名）が入学した。 

・ 同学院と連携し，国際連携研究教育を推
進するため，新たに西オーストラリア大学
の講師１名をクロスアポイントメントによ
り招へい教員として採用した。 

・ 研究体制整備を進めるために，海外から
クロスアポイントした教員が研究代表者又
は研究分担者となり，令和２年度に向けた
科学研究費等の外部資金申請を積極的に行
った（延べ12件）。 

・ 食水土資源 GS のこれまでの活動につい
て, 学外委員による外部評価実地調査を
７月に実施し，グローバルな拠点が構築さ
れている点, 国内外の著名な研究者との連
携研究・教育が行われている点などが評価
され, A 評価（S～D の５段階の上から２番
目）を得た。 

・ 令和元年度に実施したシンポジウム等の
イベントは下表のとおりである。 
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【開催イベント】 

開催
時期 

イベント名 
参加
人数 

7月 
世界の食資源システムにお
ける生物多様性についての
国際シンポジウム 

約200
名 

 
(4) ソフトマターグローバルステーション（ソ

フトマターGS）（平成28年度設置） 
・ 平成30年度に引き続き，ESPCI（パリ市立

工業物理化学高等専門学校）を中心とした
フランスユニット及びデューク大学を中心
としたアメリカユニットとの国際連携研究
教育を推進した。力学理論の権威であるコ
ーネル大学教授をアメリカユニットに新規
採用したことにより，ソフトマターの理論
研究と教育力をさらに強化した。その結果，
Science 誌 （ IF=41.037 ） や Advanced 
Materials 誌（IF=25.809）を含め，国際共
著論文（17報）を影響力の高い学術誌（IF
平均9.179）に発表した。 

・ ソフトマターGS の国際連携研究・教育の
成果を大学院教育へと発展させた生命科学
院ソフトマター専攻に，修士課程21名（う
ち６名外国人留学生），及び博士後期課程
８名（うち５名外国人留学生）が入学した。
また，ESPCI 等から大学院生を特別研究学
生として２名受け入れ，共同で研究指導を
実施した。 

・ 平成30年度 Science 誌に発表した「力学
負荷で強く大きく成長するゲル」に関する
論文は，継続して多方面より反響を集めて
おり，国内外の報道関係，海外の科学系イ
ンターネットサイトはもとより，ニュート
ン等の一般向け科学雑誌及び週刊ダイヤモ
ンド等のビジネス誌でも取り上げられた。 

・ これまでの研究教育成果が認められ，科
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学技術に関する研究開発，理解増進等にお
いて顕著な成果を収めた者に対して贈られ
る「科学技術分野の文部科学大臣表彰科学
技術賞」を受賞したことをはじめ，国内外
の学会にて多数の賞を受賞した。 

・ 令和元年度に実施したイベントは下表の
とおりである。 

 
【開催イベント】 

開催
時期 

イベント名 参加人数 

不定
期 

外国人講師による
GSS セミナー 
（５月，９月，11
月，１月，２月） 

約 40名 /各
回 

６月 
サマー・インスティ
テュート（１科目） 

受講者12名 
聴講者延べ
17名 

７月 
GSS 国際ミニシンポ
ジウム 

52名 

11月 

７th International 
Life-Science 
Symposium（第７回生
命科学国際シンポジ
ウム）（共催） 

120名 

 
(5) ビッグデータ・サイバーセキュリティグロ
ーバルステーション（ビッグデータ・サイバ
ーGS）（平成28年度設置） 
・ 平成30年度に引き続き，マサチューセッ

ツ大学アマースト校（UMass アマースト校）
及びシドニー工科大学との国際連携研究教
育を進めるとともに，UMass アマースト校
から３名の外国人教員をクロスアポイント
メントにより採用した。（准教授１名，助
教２名） 

・ 教育のグローバル化を更に推進するた
め，データ科学，セキュリティ技術，IoT 技
術などの最先端技術の拡充を目的とした大
学院である情報科学院を平成31年４月に設
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置し，国際連携情報学科目として７科目を
開講した。 

・ 令和元年度に実施したシンポジウム等の
イベントは下表のとおりである。 

  
【開催イベント】 

開催
時期 

イベント名 参加人数 

５月 
一般公開講座「人工知能
とビッグデータ」 

延べ74名 

７月 
サマー・インスティテュー
ト・サテライトスクール
（１科目） 

延べ60名 

７～
９月 

サマー・インスティテュ
ート 
（４科目） 

延べ38名 

８月 

2019夏季「ビッグデータ・
サイバーセキュリティ・
IoT に関する国際シンポ
ジウム」 

延べ94名 

12月 

2019冬季「ビッグデータ・
サイバーセキュリティ・
IoT に関する国際シンポ
ジウム」 

延べ54名 

 
(6) 北極域研究グローバルステーション（北極

域 GS）（平成28年度設置） 
・ 平成30年度に引き続き，外国人教員３名

を招へい教員として受け入れた。 
・ 国際共著論文28報（学内他部局との共同

執筆１報を含む）を発表し，国際連携研究
教育を推進した。 

・ ７月にアラスカ大学教員等と共同でサマ
ー・インスティテュート１科目を開講（参
加者36名，うち外国人33名），同月にヘル
シンキ大学・ラップランド大学・オウル大
学（いずれもフィンランド）と共同で
Summer School on Arctic Studies（北極域
研究に関するサマースクール）を開講（参
加者15名，すべて外国人），８月に北東連
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邦大学（NEFU，ロシア）教員と共同でラー
ニング・サテライト１科目を開講（参加者
12名，うち北大７名，北東連邦大学５名）
した。 

・ 令和元年度に実施したシンポジウム等の
イベントは下表のとおりである。 

 
【開催イベント】 

開
催
時
期 

イベント名 
参加人
数 

4月 

“The coupling of ocean, sea 
ice and atmospheric chemistry 
& biogeochemistry – a cross-
disciplinary research 
challenge”, Sapporo. 
（海洋・海氷・大気化学と生物地
球化学の融合―学際的研究の挑
戦―（札幌市）） 

30名 

5月 

Forth Meeting of the 
ICES/PICES/PAME Working Group 
on Integrated Ecosystem 
Assessment for the Central 
Arctic Ocean (WGICA), Sapporo 
（中央北極海における統合的な
海 洋 生 態 系 ア セ ス メ ン ト
ICES/PICES/PAME 合同ワーキン
ググループ（札幌市）） 

25名 

5月 

“Mini-Workshop on the 
climate system of monsoon, 
CO2, and ice of the past”, 
(Tokyo) 
（過去のモンスーン・二酸化炭
素・雪氷による気候システムに
関するミニワークショップ（東
京都）） 

25名 
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6月 

"The Experience - Exchange 
Workshop on “Thematic Network 
on Collaborative Resource 
Management and Monitoring” in 
Hokkaido University, Sapporo 
（「現地社会との共同による資
源管理とモニタリングに関する
ネットワーク」経験・知の交流ワ
ークショップ（札幌市）） 

14名 

8月 

“SCOR WG152 ECV-Ice annual 
meeting. Co-conveners”, 
Winnipeg, Canada. 
（SCOR WG152 ECV-ICE 年次総会
（共催）（カナダ・ウィニペグ
市）） 

20名 

9月 

“North Pacific Arctic 
Research Community (NPARC) 
2019 Meeting”, Sapporo 
（北太平洋地域による北極域研
究会議2019（札幌市）） 

30名 

10
月 

“The Xth International 
Symposium on “C/H2O/Energy 
balance and climate over the 
boreal and Arctic regions 
with special emphasis on 
Eastern Eurasia”  & “1st 
Joint Research Laboratory 
meeting on Sustainable 
Development of the North”, 
Sapporo 
（第10回国際シンポジウム「寒
帯及び北極域（東ユーラシアを
主体に）における炭素・水・エネ
ルギーバランスと気候」兼 
第１回共同研究ラボラトリー会
議「北方圏における持続可能な
開発」（札幌市）） 

47名 
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11
月 

International Work Shop for 
Arctic Tourism~Sustainable 
Arctic and Northern Tourism & 
Cruise: Recent Trends, 
Possibilities and Challenges 
（持続的北極観光及び北極クル
ーズ国際ワークショップ： 最近
の傾向，可能性，および課題（札
幌市）） 

30名 

2月 

Workshop: “the Northern Sea 
Route”35th Intl. Symp. on 
Okhotsk Sea & Polar Oceans 
（北極海航路ワークショップ
（紋別市）） 

45名 

 
2. 戦略的な国際連携 
(1) 海外大学とのジョイントシンポジウム 

   11月に,ソウルにて第22回目のソウル大学
校とのジョイントシンポジウムを開催し,８
の分科会が行われ,延べ370名以上の参加者が
あった。 

   また，スウェーデンと日本の連携強化を目
的とする MIRAI プロジェクトに係る取組とし
て，５月にスウェーデンで開かれた材料科学
ワークショップに教員１名が参加し，６月と
９月に行われた分野別ワークショップ等に学
生４名が参加した。11月には，スウェーデン
で開催された全体セミナーに理事を含め４名
の教職員が参加するとともに、PhD コースに
教員等２名が、材料科学ワークショップに教
員２名が参加した。 

   なお，平成24年度から平成27年度まで毎年
開催していたフィンランドの大学とのジョイ
ントシンポジウムについては，平成30年度に
実施した海外ラーニング・サテライトに続き，
令和元年度はサマー・インスティテュートの
枠組により，オウル大学及び本学教員による
共同講義１科目を８月に実施し，本学の学生
14名が受講した。 
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(2) 日露経済協力・人的交流に資する人材育成
プラットフォーム（HaRP） 
平成29年度に採択された大学の世界展開力

強化事業タイプ B（プラットフォーム構築プ
ログラム）において，日露の高等教育機関に
おける大学間交流の推進，学生交流の増加な
どを目的とした日露大学協会の幹事校とし
て，以下の取組を行った。 
① ９月に，モスクワ国立大学の主催により，
第２回日露大学協会総会がモスクワで開催
され，日本側幹事校である本学は，開催校
とともに開催に向けた各種調整を行った。
総会では，協会加盟校（日本側20大学, ロ
シア側21大学）等から約150名が参加し，「人
材交流」，「医療健康」及び「地域開発」
の３分野を軸に，各大学の学長が学術交流
の現状や課題についての意見交換を行い，
締めくくりには，共同宣言を採択した。ま
た，日露交流に関心の高い企業に会場内に
ブースを設置してもらい，大学関係者と交
流する機会を設けるなど，産官学連携を推
進する試みを行った。 

② 人材交流委員会(日露の大学間の教育制
度上の障壁を解消し，日露の学生交流の拡
大に向けた検討を行う組織)については，幹
事会を３回（６月，９月，１月）開催し，
日露間の単位互換制度構築に係る可能性や
課題等について話し合った。 

③ 専門セクション（日露経済協力プランに
相応する形で設置される専門家育成の場。
産官学連携により学生交流，人材育成を推
進する）については，引き続き参画希望者
を募り，日本の24大学から50名の教員が参
画した。 

④ 日露学生フォーラム（学生が主体となっ
て日露交流の課題と将来像を議論し，提言
する会議）については，９月の総会にあわ
せてモスクワで開催し，57名（日本側30名，
ロシア側27名）の学生が，１週間にわたっ
てディスカッションや発表を通じて交流を
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深めた。 
⑤ ９月の総会にあわせ,日露の学術交流推
進を目的とした日露学術フォーラムが開催
され,研究者及び学生約100名が参加した。
人文社会分野から自然科学分野までの幅広
いテーマに渡り,28名（日本側11名，ロシア
側17名）による発表と活発なディスカッシ
ョンを行った。 

⑥ 令和２年１月に日露の大学，企業，自治
体等が参画する「日露産官学連携実務者会
議」を開催した。78機関・団体から160名が
参加し，グッドプラクティスの共有，日露
の経済協力を支える人材育成のための情報
交換などを行うことにより，産官学連携を
強化し，日露交流を促進した。 

⑦ 本事業の中間評価が文部科学省により実
施され，プラットフォーム構築プログラム
として順調に進捗していることが高く評価
され，Ａ評価となった。 

 
(3) 日本留学海外拠点連携推進事業（ロシア・

CIS） 
平成30年度に筑波大学及び新潟大学と共同

で申請し採択された「日本留学海外拠点連携
推進事業（ロシア・CIS）」について，本学が
事業を統括し，以下の取組を行った。 
① ロシアモスクワオフィスの開設 

５月に，モスクワ国立大学内に同大学と
共同で，日本留学促進の海外拠点となるロ
シアモスクワオフィスを開設し，留学コー
ディネーター２名を含む教職員を配置し
て，留学フェアの開催等，日本への留学希
望者に対するリクルート活動，現地の高等
教育機関等との連携及び情報収集等を行っ
た。 

② 日本留学フェアの実施 
ロシアにおいて，本学の企画・運営によ

る留学フェアを，ユジノサハリンスク（５
月，約120名参加），モスクワ（９月，約250
名参加），ウラジオストク（11月，約40名
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参加）において開催するとともに，筑波大
学及び新潟大学をはじめとする他機関主催
の留学フェアに積極的に参加し，留学希望
者への説明を行った。 

 
(4) インドの大学との学生交流（持続可能な輸

送システムと社会インフラ構築のための国際
共同研究力育成プログラム〈STSI プログラ
ム〉） 
① 2019STSI プログラム科目を前期後期合
わせて６科目開講し，受講生はインド54名，
本学53名であった。 

② インターンシップ学生について，本学か
らの派遣は18名，インドからの受入は18名
であった。 

③ 令和２年２月に外部評価委員会を開催
し，プログラムの進捗等について報告を行
い，今後のプログラム改善に向けた助言を
受けた。 

 
3. 海外オフィス 

(1) 新たに開設したオフィス（ロシアモスクワ
オフィス，北米ポートランドオフィス，ASEAN
ハノイオフィス） 

５月に，モスクワ国立大学内に同大学と共
同で，ロシアモスクワオフィスを開設し，日
本留学促進のための活動のみならず，日露大
学協会に係る活動支援及び本学の学生・教職
員交流支援を行う拠点とした。 
６月には，協定校として学生交流を中心に

長期にわたり連携してきた米国オレゴン州の
ポートランド州立大学内に，先に同学内にオ
フィスを構えていた横浜国立大学の協力を得
て，北米ポートランドオフィスを開設した。
当該オフィスは主に、米国との学生受入・派
遣及び研究交流の推進の窓口としての活用の
ほか，10月には事務職員の海外研修を実施し，
職員２名をポートランド州立大学に派遣し
た。 
また，ASEAN 地域には，既に平成29年度に
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タイ，インドネシア及びフィリピンにリエゾ
ンオフィスを設置して活動を進めているが，
これらを含めた地域全体を統括するととも
に，ベトナムからの留学生獲得及び大学間連
携を強化するため，７月にベトナム国家大学
ハノイ校科学大学内に ASEAN ハノイオフィス
を開設し，12月にハノイにおいて開所式を実
施した。 

 
(2) 海外オフィスを中心とした活動 

海外オフィスが中心となり，海外オフィス
を設置した国・地域の大学との連携強化と，
新たな研究交流を開拓し，教育・研究のネッ
トワーク構築・充実を図るため，また，優秀
な留学生の入学を促進するため，国際交流，
留学に関する紹介や研究交流等を行う北海道
大学交流デー等を開催した。なお，中国やタ
イ，フィリピンで開催を予定していた大学交
流デーは，新型コロナウイルス感染症の影響
により延期を余儀なくされた。 

また，アフリカルサカオフィスを拠点に，
平成30年度まで５年間の事業として受託して
きた「日本留学海外拠点連携推進事業（サブ
サハラ・アフリカ）」に，引き続き採択され，
留学フェアの開催等，日本への留学希望者に
対するリクルート活動，現地の高等教育機関
等との連携及び情報収集等を行った。 

 
① 欧州ヘルシンキオフィス 

実施 行事名 開催場所 参加者 

 大学交流デー オックスフォー

ド（英国） 

次年度に延

期 

12月 日本フィンラ

ンド国交樹立

100周年記念

セミナー（日

本学術振興会

フィンランド

同窓会との共

催） 

ヘルシンキ（フ

ィンランド） 

約70名 
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② アフリカルサカオフィス 

③ 中国北京オフィス 

④ ロシアモスクワオフィス 

実施 行事名 開催場所 参加者 

５月 日本留学フェ

ア 

プレトリア（南

アフリカ） 

約330名 

６月 ルサカ州キャ

リアエキシビ

ション 

ルサカ（ザンビ

ア） 

約470名 

７月 ナミビア大学

キャリアエク

スポ 

ウィントフック

（ナミビア） 

約370名 

９月 ボツワナ見本

市 

ハボロネ（ボツ

ワナ） 

約180名 

９月 大学交流デー

（日本留学フ

ェア及び学術

交流ワークシ

ョップ）* 

ナイロビ（ケニ

ア） 

約240名 

11月 大学交流デー

（日本留学フ

ェア及び学術

交流ワークシ

ョップ）* 

アクラ（ガーナ） 242名 

12月 南アフリカサ

イエンスフォ

ーラム 

プレトリア（南

アフリカ） 

約180名 

12月 ウガンダ日本

祭 

カンパラ（ウガ

ンダ） 

約80名 

実施 行事名 開催場所 参加者 

３月 大学交流デー

（大連理工大

学）* 

北海道大学 感染症拡大

のため延期 

実施 行事名 開催場所 参加者 

５月 日本留学フェ

ア* 

サハリン国立大

学（ロシア） 

約120名 

９月 日本留学フェ

ア 

サンクトペテル

ブルク（ロシア） 

約250名 

９月 日本留学フェ モスクワ（ロシ 約250名 
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⑤ ベトナムハノイオフィス 

⑥ リエゾンオフィス 

（＊は本学主催の行事） 

 

 

ア* ア） 

11月 日本留学フェ

ア 

極 東 医 科 大 学

（ロシア） 

約300名 

11月 日本留学フェ

ア* 

極 東 連 邦 大 学

（ロシア） 

約40名 

実施 行事名 開催場所 参加者 

12月 大学交流デー

* 

ベトナム国家大

学ハノイ校科学

大学（ベトナム） 

約50名 

実施 行事名 開催場所 参加者 

２月 大学交流デー

* 

ランブン・マン

ク ラ ー ト 大 学

（ イ ン ド ネ シ

ア） 

約150名 

２月 大学交流デー

* 

チュラロンコン

大学（タイ） 

感染症拡大

のため延期 

３月 大学交流デー

* 

フィリピン大学

デ ィ リ マ ン 校

（フィリピン） 

同上 

【20】①－２ 
・ 学際的な知的交流を促進
するため，世界の研究者と
協力して夏の北海道で国内
外の学生を教育する「サマ
ー・インスティテュート」，
連携した海外大学で，本学
と世界の学生が共に学ぶ
「ラーニング・サテライト」
等，多様な教育プログラム
を展開する。これらにより，
日本人学生の海外留学経験
者を 1,250 名以上，外国人
留 学 生 の 年 間 受 入 数 を
2,200 名以上に増加させる。

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
【日本人学生の海外留学】 
1. 海外ラーニング・サテライトについて 
海外ラーニング・サテライトは，世界各地にお

いて海外の学生との共修環境を提供する多様なプ
ログラムを通じて，世界の課題解決に貢献する人
材を育成するとともに，海外大学の教員との協働
による本学の教育の国際通用性や質の向上を目的
としている。継続的なプログラム支援及び学内広
報の強化等による新規プログラムの取り込みによ
って，各年度とも目標値を上回る実績をあげてい
る。 
・ 平成 28 年度：47 科目実施（本学学生 169 名

参加） 
・ 平成 29 年度：50 科目実施（本学学生 229 名

・ 「海外ラーニング・サテライ
ト」に関して，今後も継続プログ
ラムを引き続き支援していくと
ともに，リーフレットやウェブ
サイト等を活用した広報活動の
強化による新規プログラムの掘
り起しを行うことで，事業の拡
大を図る。また，プログラム実施
報告の検証により，質の向上に
向けた改善を行う。 

 
・ 「サマー・インスティテュー
ト」に関して，各開講科目におい
て積極的に海外学生の参加を受
入れることで，外国人学生の増
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◆ 参加） 
・ 平成 30 年度：54 科目実施（本学学生 256 名

参加） 
 
2. 留学支援体制の充実 
  北海道大学フロンティア基金新渡戸カレッジ
（海外留学）奨学金や校友会エルムからの支援
金等を含む留学支援体制の充実・強化により，
下記のとおり各プログラムにおいて，海外留学
者数が増加した。 
(1) 海外短期語学研修 

海外短期語学研修は，全学教育科目の外国
語演習の一部として実施し，夏季及び春季に，
２週間から５週間，アメリカ合衆国，カナダ，
イギリス，エストニア，オーストラリア，ニ
ュージーランド，中国，台湾，韓国，ドイツ，
スペイン及びロシアの大学へ語学研修を目的
とした学生派遣を行った。 
・平成28年度：21プログラム実施，103名参加 
・平成29年度：17プログラム実施，60名参加 
・平成30年度：21プログラム実施，79名参加 
 

(2) グローバル・キャリア・デザイン 
原則として海外渡航経験の少ない１・２年

生を対象とする，協定大学訪問及び企業見学
等を主とした全学教育科目「一般教育演習（フ
レッシュマン・セミナー）：グローバル・キ
ャリア・デザイン」では，夏季及び春季に，
欧州やアジア，北米へ学生を派遣するプログ
ラムを実施した。 
・平成28年度：夏季（欧州）21名参加 

           （アジア）19名参加 
         春季（北米）14名参加 
           （中国）９名参加  
           （アジア）18名参加 

・平成29年度：夏季（欧州）18名参加 
           （アジア）14名参加 
         春季（北米）16名参加 
           （アジア）23名参加 

・平成30年度：夏季（欧州）27名参加 

加に寄与する。 
令和２年度より社会人等の学

生の身分を持たない者を科目等
履修生として受入れることで，
外国人学生の増加および多様化
に貢献する。 

開講科目数を増加させ，世界
で著名な研究者との協働教育・
研究を推進することで，本学教
員の教育・研究力を向上させ，本
学の国際競争力を強化する。 

・ 世界展開力強化事業に関し
て，サマー・インスティテュート
及びラーニング・サテライトや
機能強化経費を利用し，引き続
き後続事業として実施すること
で海外協定校との学生交流を推
進し，日本人学生の海外留学経
験者数及び外国人留学生の年間
受入数の増加に寄与する。 
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         春季（アジア）26名参加 
 
(3) 短期留学スペシャル・プログラム 

平成26年度から開講した学部専門レベルの
国際交流科目「海外留学：短期留学スペシャ
ル・プログラム」では，夏季及び春季に，そ
れぞれのプログラムの独自のテーマと目的に
基づき，協定校などで数週間の学び（レクチ
ャーとフィールド・ワークなど）を行う派遣
プログラムを実施した。 
・平成28年度：11プログラム，85名参加 
・平成29年度：９プログラム，63名参加 
・平成30年度：６プログラム，62名参加 
 

(4) 国際インターンシップ 
平成28年度に新渡戸カレッジ生を対象に試

行として開始し，平成29年度からは全学生に
対象を拡大した。平成30年度には，本学同窓
生の協力も得ながら海外拠点も含めた多数の
企業と交渉し，本学が実施する国際インター
ンシップの趣旨への賛同を得るよう努めるこ
とで，派遣先企業の開拓を進めた。その結果，
派遣先企業数が大幅に増加するとともに，参
加学生は多様な分野から派遣先を選択するこ
とが可能となり，さらに，工学系教育研究セ
ンター（CEED）との連携により，工学部・工
学院の専門科目としての履修も可能となって
いる。 
・平成28年度：３か国・地域，３社・３拠点，

４名派遣 
・平成29年度：７か国・地域，12社・14拠点，

19名派遣 
・平成30年度：10か国・地域，29社・39拠点，

50名派遣 
＊受入の了承を得た国・地域・拠点のうち，
実際に派遣を行った国・地域・拠点数を記
載 

 
3. 世界展開力強化事業 

海外協定校とコンソーシアムを組み，分野横
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断的な幅広い能力を持ち国際社会で活躍できる
人材の育成を目指す共同教育プログラムとし
て，以下の４事業を実施した。 

なお，補助期間終了した事業については，ラ
ーニング・サテライトや機能強化経費を利用す
ることにより本学において内在化し，後続事業
として実施している。 
(1) 人口・活動・資源・環境の負の連環を転換

させるフロンティア人材育成プログラム
（PARE プログラム） 
【補助期間：平成 24 年度～平成 28 年度】 
 

(2) 日本とタイの獣医学教育連携：アジアの健
全な発展のために（CVE プログラム） 
【補助期間：平成 25 年度～平成 29 年度】 
 

(3) 極東・北極圏の持続可能な環境・文化・開
発を牽引する専門家育成プログラム（RJE3プ
ログラム） 
【補助期間：平成 26 年度～平成 30 年度】 
 

(4) 持続可能な輸送システムと社会インフラ構
築のための国際共同研究力育成プログラム
（STSI プログラム） 
【補助期間：平成29年度～平成33年度】 
 

〇本学派遣学生数 

  H28 H29 H30 

PARE 
25 名 

(5 名）  

21 名 

（5 名） 

15 名 

（5 名） 

CVE 
7 名 

（-） 

4 名 

（-） 

3 名 

（-） 

RJE3 
35 名 

（2 名） 

34 名 

（4 名） 

25 名 

（2 名） 

STSI - 
5 名 

（-） 

26 名 

（-） 

合計 
67 名 

（7 名） 

64 名 

（9 名） 

69 名 

（7 名） 
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（ ）：内,本学受入正規留学生数 

 
【外国人留学生の受入】 
英語により学位取得が可能なプログラムや海外

との共同教育プログラムの導入や充実等，多様な
専門分野において教育・研究の質を重視した魅力
的な学位取得プログラムの実現に努めるととも
に，以下の取組を行い，平成28年度には1,735名で
あった外国人留学生受入数は，平成30年度には，
2,101名へ大幅増となった。 
 
1. サマー・インスティテュート 

世界の課題解決に資するグローバル人材の育
成を目的とし，本学の教員又は本学の教員と世
界の第一線で活躍する海外の研究者等との協働
により，原則として英語で実施され，本学の学
生及び外国人留学生が共に履修することができ
る授業をサマー・インスティテュートとして平
成28年度より開講している。 

  主に６月から９月の夏季に平成28年度は71科
目，平成29年度は96科目，平成30年度は119科目
と年々規模を拡大して実施し，受講者数も以下
の通り増加している。 
・平成28年度 外国人留学生 延べ  199名 

本学の学生  延べ  717名 
・平成29年度 外国人留学生 延べ  405名 

本学の学生  延べ1,110名 
・平成30年度 外国人留学生 延べ 503名 

本学の学生  延べ1,256名 
実施期間中は，研究指導や講演会等の教育活

動が多数行われ，平成30年度には延べ1,196人の
学生が参加した。また，招へい研究者が英語で
実施する授業や，本学学生と外国人留学生が共
修する英語実施の授業等，サマー・インスティ
テュートと同趣旨で夏季以外に実施する授業科
目（サテライトスクール：部局主体で実施）の
開講を推進し，平成30年度には35科目のサテラ
イトスクールを開講した。 
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2. 現代日本学プログラム課程 
  平成27年度に外国人留学生を対象としたバイ
リンガル（日本語・英語）による学士課程プロ
グラムとして創設し，平成28年度以降も引き続
き受け入れた。 
・平成28年度：19名（10か国）受入 
・平成29年度：22名（16か国・地域）受入 
・平成30年度：17名（12か国・地域）受入 

 
3. インテグレイテッドサイエンスプログラム
（ISP） 

  平成29年度に，外国人留学生を対象とした英
語で学位取得が可能な理系学士・修士課程プロ
グラムとして創設した。 
・平成29年度：８名（６か国）受入 
・平成30年度：９名（８か国）受入 

 
4. 世界展開力強化事業 

海外協定校とコンソーシアムを組み，分野横
断的な幅広い能力を持ち国際社会で活躍できる
人材の育成を目指す共同教育プログラムとし
て，以下の４事業を実施した。 

なお，補助期間終了した事業については，サ
マー・インスティテュートや機能強化経費を利
用することにより本学において内在化し，後続
事業として実施している。 
(1) 人口・活動・資源・環境の負の連環を転換

させるフロンティア人材育成プログラム
（PARE プログラム） 
【補助期間：平成 24 年度～平成 28 年度】 

 
(2) 日本とタイの獣医学教育連携：アジアの健

全な発展のために（CVE プログラム） 
【補助期間：平成 25 年度～平成 29 年度】 
 

(3) 極東・北極圏の持続可能な環境・文化・開
発を牽引する専門家育成プログラム（RJE3プ
ログラム） 
【補助期間：平成 26 年度～平成 30 年度】 
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(4) 持続可能な輸送システムと社会インフラ構
築のための国際共同研究力育成プログラム
（STSI プログラム） 
【補助期間：平成29年度～平成33年度】 

 
〇本学受入学生数 

  H28 H29 H30 

PARE 30 名 14 名 19 名 

CVE 20 名 15 名 6 名 

RJE3 24 名 23 名 25 名 

STSI － 4 名 15 名 

合計 74 名 56 名 65 名 

 
5. 北海道大学短期留学プログラム（HUSTEP） 

平成９年度から開始した海外の大学との協定
に基づき学部学生を特別聴講学生として受け入
れ，原則として英語による授業を行う単位認定
プログラム（Hokkaido University Short-Term 
Exchange Program 〈HUSTEP〉）では，引き続き
以下のとおり学生を受入れた。 
・平成28年度：103名（１年コース43名，１学期

コース60名（春季30名，秋季30名）） 
・平成29年度：107名（１年コース47名，１学期

コース60名（春季33名，秋季27名）） 
・平成30年度：95名（１年コース32名，１学期

コース63名（春季34名，秋季29名）） 
 
6. 日本語・日本文化研修コース 
  海外の大学との協定に基づき，協定校におい
て日本語または日本文化を主専攻とする学生を
受け入れ，単位認定を行う交換留学プログラム
である日本語・日本文化研修コースでは，引き
続き以下のとおり学生を受入れた。 
・平成28年度：65名（１年コース40名，１学期

コース25名（春季20名，秋季5名）） 
・平成29年度：70名（１年コース41名，１学期

コース29名（春季17名，秋季12名）） 
・平成30年度：59名（１年コース35名，１学期

コース24名（春季14名，秋季10名）） 
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【20-1】 
・ 海外協定校等において本学の授業科
目（単位付与）を開講し，海外の学生
とともに受講できるラーニング・サテ
ライト（LS）の推進により，本学日本
人学生の海外留学を促進する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【20-1】 
 日本人学生の海外留学促進については，平成30
年度から実施している入学式における副学長から
新入生に向けた海外留学に関するガイダンスのほ
か，各種海外派遣プログラムにおける説明会及び
留学経験者からの報告会等，海外留学に関する情
報提供の機会の充実や，海外派遣学生数の調査の
精度を上げる取組を行うとともに，以下の取組を
行い，令和元年度の日本人学生の海外留学者数は，
1,015名となった。（うち，新渡戸カレッジ生は133
名）。 
 
1. ラーニング・サテライト 

平成30年度からの継続プログラム11件に加
え，新たにプログラム20件を選定し，合計31件
のプログラムを実施した。247名の本学学生を20
か国・地域に派遣した。ラーニング・サテライ
トで提供した授業科目数は，目標値である35科
目を大幅に上回る57科目であった。 

 
2. 留学支援体制の充実 
  海外留学者数増加のため，下記プログラム等
を拡充し，支援体制の充実・強化を行った。 
(1) 海外短期語学研修 

海外短期語学研修では，夏季はアリゾナ州
立大学（アメリカ合衆国），オークランド大
学（ニュージーランド），及びブリティッシ
ュ・コロンビア大学（カナダ）等の16プログ
ラムのうち，参加希望者のあった10プログラ
ムを，春季は夏季のみ開講するタルトゥ大学
（エストニア），北京師範大学（中国），香
港中文大学（中国）及び釜慶大学校（韓国）
の４プログラムを除き，春季のみ開講するミ
ュンヘン大学（ドイツ），東義大学校（韓国）
を加えた14プログラムのうち，参加希望のあ
った10プログラムを実施し，計57名が参加し
た。 
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(2) グローバル・キャリア・デザイン 
原則として海外渡航経験の少ない１・２年

生を対象とする，協定大学等の教育機関及び
企業訪問等を主とした全学教育科目「一般教
育演習（フレッシュマン・セミナー）：グロ
ーバル・キャリア・デザイン」では，夏季は
アジア（シンガポール・ベトナム）で１プロ
グラムを実施し，20名が参加した。春季は欧
州（フィンランド・エストニア）で１プログ
ラムに28名の参加を予定していたが，新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響により渡航中止
となった。 
 

(3) 短期留学スペシャル・プログラム 
平成26年度から国際交流科目として実施し

てきた短期留学スペシャル・プログラムは，
令和元年度からは，学部専門レベルの専門横
断科目「海外留学：短期留学スペシャル・プ
ログラム」として開講し，夏季はジュネーブ
大学（スイス），アラスカ大学（アメリカ合
衆国），ワシントン大学（アメリカ合衆国），
ブリティッシュ・コロンビア大学（カナダ）
及びオウル大学（フィンランド）の５プログ
ラムを実施し36名が参加，春季はオックスフ
ォード大学（英国）の１プログラム６名を派
遣予定としていたが，新型ウイルス感染拡大
のため中止となり，計36名が参加した。 

 
(4) 国際インターンシップ 

令和元年度は，さらに本学同窓生の協力や
担当教職員の交渉により,アジア圏のみなら
ず，オーストラリア，カナダ，フィンランド，
ハンガリーへの派遣先企業の開拓を進め，そ
の結果，派遣先企業数が一層増加するととも
に，参加学生は多様な分野から派遣先を選択
することが可能となり，15か国・地域，42社・
55拠点のうち14か国・地域，37社・48拠点に，
工学系教育研究センター（CEED）との連携に
よる，工学部及び工学院の専門科目の履修者
20名を含む73名を派遣した。 
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(5) 北海道大学フロンティア基金新渡戸カレッ

ジ（海外留学）奨学金 
令和元年度も引き続き実施し，39名に対し

て，総額約8,288千円の奨学金を給付した。 
 

(6) 留学支援英語科目 
全学教育科目「英語演習（上級）」におい

て「英語資格試験対策講座」を第２学期に開
講し，受講者20名に対して，英語圏の大学に
留学する際に必要とされる IELTS 等のスコア
向上のための対策を行った。 

 
3. 世界展開力強化事業 
(1) 人口・活動・資源・環境の負の連環を転換

させるフロンティア人材育成プログラム
（PARE プログラム） 
【補助期間：平成24年度～平成28年度】 
アジアの発展に主導的な役割を果たすこと

ができるフロンティア人材の育成を目指し，
本学と，インドネシア３校（ボゴール農業大
学・バンドン工科大学・ガジャマダ大学）及
びタイ４校（チュラロンコン大学・カセサー
ト大学・タマサート大学・マヒドン大学）が
連携し，単位互換を伴う共同教育プログラム
をラーニング・サテライト等の取組を利用し
ながら実施している。 
・ 令和２年２月にタイ・チュラロンコン大

学で実施する講義及び実習・演習からなる
「ラーニング・サテライト」科目であるス
プリングスクール（１か月未満）に，23名
を派遣した。 

 
(2) 日本とタイの獣医学教育連携：アジアの健

全な発展のために（CVE プログラム） 
【補助期間：平成25年度～平成29年度】 

タイでは ASEAN 諸国のリーダーとなる獣医
師の育成，日本ではアジアの状況を把握し世
界的な視野で活躍できる獣医師の育成を目的
として，日本の３大学（本学，東京大学，酪
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農学園大学）とタイのカセサート大学とが単
位互換（12単位）を伴う獣医学部学生の交換
留学を行ってきた。 
・ 平成29年度に本事業が終了したことに伴

い，日本側３大学とカセサート大学が個別
に単位互換を伴う交換留学プログラムを継
続することとなり，北海道大学では国際獣
医師人材を育成する獣医学教育世界展開プ
ログラム（機能強化経費）として４名を派
遣し，７単位を互換した。 

 
(3) 極東・北極圏の持続可能な環境・文化・開

発を牽引する専門家育成プログラム（RJE3プ
ログラム） 
【補助期間：平成26年度～平成30年度】 

極東・北極圏における自然環境，文化，歴
史等に係る重要課題を解決する専門家を育成
することを目標として，極東ロシアの主要５
大学（極東連邦大学，北東連邦大学，イルク
ーツク国立大学，サハリン国立大学，太平洋
国立大学）とともにフィールド実習を重視し
た単位互換を伴う共同教育プログラムを実施
している。 
・ 令和元年度は，極東ロシアの４大学に30

名を８日～２週間派遣した。 
・ ７月に極東連邦大学及びイルクーツク国

立大学で歴史・文化・民族について学ぶた
め12名を派遣，８月には北東連邦大学で実
施された「環境観察実習」に８名を派遣し
た。 

・ 令和２年２月には，太平洋国立大学にお
いて実施される国際フォーラムでのプレゼ
ンテーションを行う基礎科目に10名を派遣
した。 

 
(4) 持続可能な輸送システムと社会インフラ構

築のための国際共同研究力育成プログラム
（STSI プログラム） 
【補助期間：平成29年度～令和３年度】 
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インドにおける輸送システムと社会インフ

ラ構築に関わる種々の課題について，日印の

学生がチームを作りこれに取り組む際，その

成果を最大化できるような能力を有する人材

を育成することを目的に，本学（中心部局：

工学院）とインド工科大学ハイデラバード校

（IITH），マドラス校（IITM），ボンベイ校

（IITB）の３校が連携し，単位互換を伴う共

同教育プログラムを実施している。 

・ 令和元年度は，８月から３月までインド

工科大学３校に 18 名を３週間～３か月イ

ンターンシップ派遣した。 

・ STSI 基礎科目として，インド工科大学の

学生と派遣予定の北大生が共に学ぶ STSI

基礎論を開講し，北大生 15 名，IIT 生 18

名が受講した。IIT の教員による TV 会議シ

ステムを活用した講義も提供され，評価も

IIT３校の教員と本学教員が共同で行った。 

・ STSI 基礎科目として，インド言語・文化

基礎を開講し，北大生 20 名が受講し，派遣

前にインドについて理解を深めることに大

きく寄与した。 

・ ２か月以上派遣予定のリーダー型参加学

生は，派遣先で専門科目を履修し，プログ

ラム修了要件の単位を取得した。 

 

【20-2】 
・ 海外の著名な研究者や学内外の学生
が本学キャンパスや北海道に集まる
「Hokkaido サマー・インスティテュー
ト」，留学生を対象とした「現代日本
学プログラム」「インテグレイテッド
サイエンスプログラム（ISP）」など多
彩なプログラムを実施し，外国人留学
生の受入を促進する。 

【20-2】 
外国人留学生増加のため，英語により学位取得

が可能なプログラムや海外との共同教育プログラ
ムの導入や充実等，多様な専門分野において教育・
研究の質を重視した魅力的な学位取得プログラム
の実現に努めるとともに，以下の取組を行い，令
和元年度の外国人留学生受入数は，平成30年度の
2,101名から2,223名となり前年度に続き100名を
超える大幅増となった。 
 
1. サマー・インスティテュート 

６月から10月にサマー・インスティテュート
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2019を開催し，137科目を開講し，外国人留学生
延べ660名及び本学の学生延べ1,237名が参加し
た。開講科目は，平成30年度の119科目から大幅
に増加し，また，参加学生数，留学生数，本学
学生数の全てにおいて，平成30年度を上回った。 

実施期間中は，授業のみに留まらず，研究指
導や講演会等の教育活動も行われ，全体で延べ
2,097名の学生が参加した。本プログラムは国内
他大学の学生も受講することができ，招へい研
究者とともに本学の教員が行う最先端の英語に
よる授業を受講できる貴重な機会となった。 

  研究者の招へいに当たっては，招へい研究者
向けのガイドブック，外国人留学生の受入れに
当たっては，学生ハンドブックをいずれも英語
で作成のうえ提供し，本学滞在時における各種
情報提供を行った。また，外国人留学生には教
育情報システム（ELMS）の各種サービスを渡日
前から使用できるように整備し，事前学習機会
の提供等の支援を行った。また，実施期間中は
本学学生と外国人留学生との文化・スポーツ交
流イベントを複数回実施し，異文化交流の場を
提供した。 

また，招へい研究者が英語で実施する授業や，
本学学生と外国人留学生が共修する英語実施の
授業等，サマー・インスティテュートと同趣旨
で夏季以外に実施する授業科目（サテライトス
クール：部局主体で実施）の開講を推進すべく
サテライトスクール支援事業を実施し，支援科
目21科目を含む計39科目のサテライトスクール
を開講した。 

 
2. 現代日本学プログラム課程 
・ 現代日本学プログラム課程を引き続き実施

し，４月に第５期生となる16名（11か国）が
入学した。その結果，現代日本学プログラム
課程学生数は63名となった（４月現在）。 

・ 第１期生から第５期生に対し，「日本語教
育」の科目を開講すると同時に，「英語によ
る教養科目」「英語による日本学導入科目」
「日本人とともに学ぶ課題解決型授業科目」
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「日本語による日本学専門科目」など計190科
目を開講した。 

・ 第６期生（令和２年４月入学）となる25名
（13か国・地域）の合格者を決定し，うち20
名（12か国・地域）が10月に現代日本学プロ
グラム予備課程となる高等教育推進機構日本
語研修コースに入学し，入学前準備教育（初
級日本語教育）を行った。令和２年１月には
第７期生（令和３年４月入学）第１次学生募
集の入学試験を実施し，15名（９か国）が合
格した。 

・ 第２期生15名が卒業した。卒業後は２名が
国内大学へ進学（うち１名は本学大学院への
進学），１名が海外大学へ進学，９名が国内
の民間企業へ就職，１名が海外の民間企業へ
就職した。 

 
3. インテグレイテッドサイエンスプログラム
（ISP） 
・ インテグレイテッドサイエンスプログラム

を引き続き実施し，10月に第３期生となる７
名（７か国）が入学した。その結果，インテ
グレイテッドサイエンスプログラム学生数は
22名となった（10月現在）。 

・ 第１期生から第３期生に対し，全学教育科
目の「教養科目」及び「基礎科目」並びに ISP
専門科目の「ISP 共通科目群」及び物理学科，
化学科及び生物科学科（生物学専修分野）の
「専門科目」計75科目を英語で開講するとと
もに，「初級日本語科目」計４科目を開講し
た。 

・ 令和２年１月から３月に第４期生（令和２
年10月入学）の入学試験を実施し，出願者117
名の中から12名（８か国）が合格した。 

 
4. 世界展開力強化事業 
(1) 人口・活動・資源・環境の負の連環を転換

させるフロンティア人材育成プログラム
（PARE プログラム） 
【補助期間：平成24年度～平成28年度】 
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・ 令和元年度は，本学での講義および北海
道内における実習・演習からなるサマース
クール（１か月未満）において，協定大学
より17名の学生を受け入れた。なお，本ス
クールは，「サマー・インスティテュート
科目」として開講しており，国内外から当
該分野で活躍している研究者を招へいして
本学教員と共同講義を行うとともに，プロ
グラム協定校以外の学生のみならず，中国
からの外国人留学生の受入れも行った。 

 
(2) タイの獣医学教育連携：アジアの健全な発

展のために（CVE プログラム） 
【補助期間：平成25年度～平成29年度】 

・ 平成 29 年度に本事業が終了したことに

伴い，日本側３大学（本学，東京大学，酪

農学園大学）とカセサート大学が個別に単

位互換を伴う交換留学プログラムを継続す

ることとなり，国際獣医師人材を育成する

獣医学教育世界展開プログラム（機能強化

経費）及びサマー・インスティテュートプ

ログラムとして６名を７週間受け入れ，３

単位を互換した。  

 
(3) 極東・北極圏の持続可能な環境・文化・開

発を牽引する専門家育成プログラム（RJE3プ
ログラム） 
【補助期間：平成26年度～平成30年度】 
・ 令和元年度は，本学における日露教員に

よる共同講義と，礼文島での１実習と，札
幌市近郊における２つのフィールド実習を
実施し，ロシアの協定大学５大学より17名
の学生を受け入れた。北海道で実施した当
該講義と実習は全て「サマー・インスティ
テュート科目」として開講しており,日露学
生のみならず，中国,台湾,フィンランドか
らの外国人留学生が参加した。１か月未満
の短期受入学生は５名，９月から２月まで
滞在する長期受入学生は12名。 
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(4) 持続可能な輸送システムと社会インフラ構

築のための国際共同研究力育成プログラム
（STSI プログラム） 
【補助期間：平成29年度～令和３年度】 
・ 令和元年度は，６月から９月にインド工

科大学3校から18名（各校６名）を受け入れ
た。 

・ STSI 基礎科目として，インド工科大学の
学生と派遣予定の本学学生がともに学ぶ
STSI 基礎論を開講し， IIT 生18名と本学
学生14名が受講した。IIT の教員による TV
会議システムを活用した講義も提供され，
評価も IIT３校の教員と本学教員が共同で
行った。 

・ 日本語・文化基礎を開講，日本への理解
を深め，その後のインターンシップ期間で
のコミュニケーション向上に大きく寄与し
た。 

・ ２か月以上滞在のリーダー型の参加学生
は，基礎科目以外に，サマー・インスティ
テュート科目を含む専門科目を履修し，プ
ログラム修了要件の単位を取得した。 

 
5. 北海道大学短期留学プログラム（HUSTEP） 
  海外の大学との協定に基づき学部学生を特別
聴講学生として受け入れ，原則として英語によ
る授業を行う単位認定プログラム（Hokkaido 
University Short-Term Exchange Program 
〈HUSTEP〉）では，引き続き，１年コース（10
月入学）に38名，１学期コースの春季に43名，
秋季25名，計106名（27か国・地域）を受け入れ
た。 

 
6. 日本語・日本文化研修コース 
  海外の大学との協定に基づき，協定校におい
て日本語または日本文化を主専攻とする学生を
受け入れ，単位認定を行う交換留学プログラム
である日本語・日本文化研修コースでは，引き
続き，１年コース（９月入学）に50名，１学期
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コースの春季に12名，秋季に11名，計73名（25
か国・地域）を受け入れた。 

【21】①－３ 
・ 外国人留学生及び海外留
学する日本人学生を対象と
した経済，生活，キャリア等
に関する支援を充実させる
とともに，日本人・外国人混
住型宿舎，交流イベント等，
日本人学生と外国人留学生
が交流する環境を創出す
る。 

 （平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. 学生派遣及び留学生受入拡充支援計画の実行 
 (1) 日本人学生派遣 

「北海道大学・ニトリ海外留学奨学金」：
以下のとおり海外派遣留学プログラムに参加
する学生に奨学金を支給した。なお，平成 30
年度には，実施要項を改正し，一部地域への
長期の交換留学参加者に限定されていた支給
対象を，短期留学プログラム参加者にも拡大
したことにより大幅な受給者増を実現した。 
・平成 28 年度：交換留学３名（うち１名は前
年度からの継続受給者） 

  ・平成 29 年度：交換留学１名（前年度からの
継続受給者） 

  ・平成 30 年度：交換留学４名，短期プログラ
ム 60 名 

 
 (2) 外国人留学生支援 
     平成 29 年度に「北海道大学フロンティア基

金クラーク外国人留学生奨学金」を創設し，
平成 29 年度２名，平成 30 年度３名の外国人
留学生に奨学金を支給した。 

 
2. リスク管理方策の実施 

平成 28 年３月に国際連携機構が実施する海
外派遣プログラムにかかる「海外危機管理マニ
ュアル」として，海外留学プログラムで渡航中
に発生しうる危機事象に対応するためのマニュ
アルを作成した。平成 30 年度には，組織改編に
伴い，同マニュアルについて，危機発生時の体
制等に関して担当部署を高等教育推進機構及び
学務部に変更するなど，内容の改訂を行った。 

また，高等教育推進機構が実施する海外派遣
プログラムにおける派遣学生のリスク管理に関

・ 日本人学生の海外派遣を支援
する方策として，引き続き「北海
道大学・ニトリ海外留学奨学金」
等により，学生のニーズに合わ
せた奨学金支給を行う。 

 
・ 今後も引き続き「北海道大学

フロンティア基金クラーク外国
人留学生助成金」を実施し，外国
人留学生への経済支援を行う。 

 
・ 海外派遣留学プログラムにお

けるリスク管理に関して，現在
の危機管理体制に関して検証
し，必要に応じて見直しを行う。 

 
・ 外国人留学生のキャリア支援

のため，引き続きキャリアカウ
ンセリング，日本語 e ラーニン
グの提供，キャリア強化につな
がるセミナーを実施する。外国
人 DC・PD のキャリア志向に対す
るアンケート結果を参照しなが
ら，より効果的な取組を模索す
る。 

 
・ 混住型宿舎整備に向け，コン
サルティング・アドバイザリー
事業者から報告があった，「北海
道大学留学生宿舎整備に係るア
ドバイザリー業務報告書」をも
とに，事業化に向けて引き続き，
検討を行う。 
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しては，各プログラムにおける事前説明会での
指導を徹底するとともに，参加者には本学が指
定する危機管理保険（J-TAS）への加入を義務付
け，現地で何か問題が生じた際には，海外危機
管理サポートデスクに24時間相談が可能であ
り，かつ本学にも逐一報告がある体制をとって
いる。 

 
3. 外国人留学生へのキャリア形成支援策の拡充 

・ 平成 28 年度は，英語によるキャリアカウン
セリング，日本語 e ラーニングの提供，３か
月ごとの日本語会話力検定，キャリア強化に
つながるセミナーを実施した。 

・ 平成 29 年度は，英語によるキャリアカウン
セリング，日本語 e ラーニングの提供，３か
月ごとの日本語会話力検定，キャリア強化に
つながるセミナーを引き続き実施するととも
に，外国人 DC，PD のキャリア志向に対するア
ンケート調査で希望の多かった自己分析を深
めるため，新規に「７つの習慣」セミナーを
実施し，39 名の参加を得た。また，国内就職，
国内研究者，海外研究者の３つのキャリアパ
スに関する専門家や経験者を呼んだ PhD キャ
リアセミナーを新規に開催し，20 名の参加を
得た。 

・ 平成 30 年度は，引き続き，英語によるキャ
リアカウンセリング，日本語学習支援，キャ
リア強化につながるセミナーを実施した。新
たな試みとして，外国人の就労支援に特化し
た人材紹介企業３社を呼んで行う英語による
キャリアフェア（24 名が参加），日本企業で
活躍する外国人研究者５名を集め，自らのキ
ャリアについて語ってもらうキャリアトーク
（17 名が参加），エントリーシートの記入方
法を英語で学ぶセミナー（14 名が参加）を実
施した。なお，キャリアトークでは，現役外
国人企業研究者からの生の声が聴けて，自分
のキャリアを考える上でとても参考になった
というコメントのほか，セミナー後に実施し
た ア ン ケ ー ト で は 約 ８ 割 の 学 生 か ら

・ 民間より借上を行い運用して
いる混住型宿舎である北大イン
ターナショナルハウス北８条東
について，賃貸借期間が令和３
年８月で終了するため，契約期
間の延長等について検討を行
う。 

 
・ 外国人留学生と日本人学生・

地域住民との交流イベントを企
画し，引き続き実施する。 
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Excellent の評価を受けた。 
 
4. 混住型宿舎整備に向けた検討 
  平成 28 年度に，よりよい居住環境を提供する
ことを目的に，宿舎運営に必要な財源を確保す
るため，諸会議における検討を経て平成 29 年４
月１日から寄宿料及び使用料の改定（値上げ）
を決定した。 

  平成 29 年度に，外国人留学生宿舎整備につい
て，職員宿舎を含めた将来計画を策定し実行に
移すことが必要なことから，総長政策諮問委員
会として「宿舎将来計画検討部会」を設置し，
宿舎の建設エリア及び仕様を含めた整備計画，
整備手法並びに財源確保について検討を開始し
た。 

  平成 30 年度に，単身用外国人留学生宿舎への
入居希望者が増える一方で，夫婦及び家族用の
入居率が低いことから，北大インターナショナ
ルハウス北８条２号棟（家族用８室）及び４号
棟（夫婦用 20 室）についてシェアハウス型の単
身用宿舎への改修を完了し，平成 30 年 10 月期
入学者から新たに 56 室を混住型宿舎として運
用を開始した。 

 
5. 交流イベントの開催等 
  外国人留学生と日本人学生・地域住民との交
流イベントを以下のとおり開催した。 

 

年度 平成 28
年度 

平 成 29
年度 

平 成 30
年度 

参加者数 2,645 6,282 4,616 

実施回数 32 117 142 

 

 

【21-1】 
・ 海外に留学する日本人学生への奨学
金制度の運用，外国人留学生へのキャ
リア形成支援策の実施及び学内外連携
強化への着手など，経済，生活，キャ
リア等に関する支援を継続して実施す

（令和元事業年度の実施状況） 
【21-1】 
1. 学生派遣及び留学生受入拡充支援計画の実行 
 (1) 日本人学生派遣 
   平成30年度から，長期の交換留学のみなら

ず短期留学プログラム（グローバル・キャリ
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る。 ア・デザイン（通称ファースト・ステップ・
プログラム（FSP）），海外短期語学研修プロ
グラム，国際インターンシッププログラム，
短期留学スペシャル・プログラム）にも支給
対象を拡大した「北海道大学・ニトリ海外留
学奨学金」に関して，短期留学プログラムで
は，１回の派遣につき奨学金５万円と留学準
備金５万円の合計10万円を支給することとし
ていたところ，より多くの学生が支援を受け
ることを可能とするために，奨学金５万円の
みの支給とするよう実施要項の改正を行い，
令和元年度は，交換留学生７名，短期留学プ
ログラム参加者125名に対して奨学金を支給
した。 

   また，「北海道大学フロンティア基金クラ
ーク海外留学助成金」については，令和元年
度には21名の応募者があったが，より高額な
他の奨学金が当たるなどの理由で，最終的に
受給者は０名となった。 

 
(2) 外国人留学生支援 

平成29年度に創設した外国人留学生向けの
奨学制度「北海道大学フロンティア基金クラ
ーク外国人留学生助成金」を引き続き実施し，
令和元年度も３名の受給者を決定し奨学金を
支給した。 

 
2. リスク管理方策の実施 
  高等教育推進機構が実施する海外派遣プログ
ラムにおける派遣学生のリスク管理に関して
は，各プログラムにおける事前説明会での指導
を徹底するとともに，参加者には本学が指定す
る危機管理保険（J-TAS）への加入を義務付け，
現地で何か問題が生じた際には，海外危機管理
サポートデスクに24時間相談が可能であり，か
つ本学にも逐一報告がある体制をとっている。 
  

3. 外国人留学生へのキャリア形成支援策の拡充 
・ キャリアカウンセリングの実施 

留学生を対象にキャリアカウンセリングを
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実施した（116名）。 
・ キャリア強化のためのセミナーの開催 

移転可能研究力強化セミナーを開催し，229
名が参加した。 

・ 海外企業訪問の実施 
若手研究者（博士後期課程学生，ポスドク）

が海外の企業研究所や研究機関を訪問し，自
らのキャリアパスの選択肢を広げるためのネ
ットワーク作りを目的として研究紹介や情報
交換を全て英語で行うワークショップを実施
し，留学生３名と日本人学生１名が参加した。 

・ 国内企業訪問の実施 
    日本国内の企業訪問を実施し，３名が参加

した。 
 

【21-2】 
・ 混住型宿舎整備に向けた検討を継続
するとともに，交流イベントの開催等
により，キャンパス内外において外国
人留学生と日本人学生等の交流促進を
継続して支援する。 

【21-2】 
1. 混住型宿舎整備に向けた検討 

混住型外国人留学生宿舎の整備は，「宿舎将
来計画検討部会」において，職員宿舎を含めた
将来計画について検討を重ねた「留学生宿舎及
び職員宿舎の今後のあり方について」の答申を
受け，建物に複数の機能を持たせることや PFI
等の手法を利用し将来にわたり大学の負担とな
らない施設整備として，事業化の可能性を検討
するため，令和元年６月に豊富な経験とノウハ
ウを有する事業者とコンサルティング・アドバ
イザリー契約の締結を行った。 

令和元年９月に「北海道大学留学生宿舎整備
に係るアドバイザリー業務報告書」により，事
業化の可能性について報告を受け，混住型留学
生宿舎整備に向け，検討を進めた。 
・ 留学生宿舎に入居している外国人留学生数

は730名（令和元年11月１日現在） 
・ 混住型学生宿舎に入居している外国人留学

生数は505名（令和２年11月１日現在） 
 
2. 交流イベントの開催等 

外国人留学生と日本人学生・地域住民との交
流イベントを以下のとおり開催した結果，参加
者数は5,653名となり，平成30年度の参加者数を
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上回った。 
・ 混住型宿舎のうち北大インターナショナル

ハウス北８条東，北大インターナショナルハ
ウス北23条２号棟及び北大インターナショナ
ルハウス伏見において，交流イベントとして
留学生ウェルカムパーティー，フェアウェル
パーティー及び入居者交流会を行った。 

レジデント・アシスタントを中心とした日
本人学生が企画し，歓迎の意味を込めて手作
りの日本料理を振る舞うなどの交流を行うこ
とによって，渡日後間もない外国人留学生の
緊張を解き，仲間を作るきっかけを作るとと
もに日本人学生の国際性を養う機会を設け
た。 

・ 外国人留学生が医療機関を受診する際の英
語医療通訳を提供し，外国人留学生の不安や
心理的負担を軽減した。 

・ ピアサポートである留学生サポート・デス
クを通年運用し，生活相談及びイベント情報
の発信を行うとともに，留学生サポート・デ
スク主催によるイベント（茶話会，Language 
Corner）を開催した。茶話会では四季折々の
お菓子や日本で流行しているものを楽しみ，
外国人留学生と日本人学生との交流を促進
し，外国人留学生と家族の孤独感の軽減を図
ることができた。Language Corner では様々
な国・地域の人と出会い，外国人留学生の日
本語や英語の言語能力，コミュニケーション
能力の向上と日本での生活をよりスムーズに
送るための一助となった。 

・ 外部ボランティアが外国人留学生に日本の
伝統文化（端午の節句，七夕，正月，節分）
を紹介するイベントを開催したことで，日本
についての興味関心につながる機会ができ，
その後の交流を更に促すことができた。 

・ 防災センター体験及び市民との交流を目的
としたバスツアーを開催し（10月），外国人
留学生が地震や火災について学ぶ機会を作
り，地震や火災の備えを得ることができた。 

・ 日本人学生及び外国人留学生がボランティ
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アとして企画・運営を行った「春季国際交流
会～たすけあい, Cooperation～」及び「冬季
国際交流会」を開催した。日本人学生と外国
人留学生の国際交流の機会を提供すること
で，学生同士の繋がりを強めることを目的と
して実施し，参加者同士の友人作りを通じ，
国際的な人材を育むことが期待される。（６
月及び11月） 

・ スーパーグローバルハイスクール指定校
（SGH アソシエイトを含む）の学校行事等に
外国人留学生が参加したほか，地方自治体，
国際交流団体，商工会議所，商店街等で開催
されたイベントに参加した。 

・ 外国人留学生が１泊２日の日程でアイヌの
生活や歴史を学びアイヌ文化を体験するホリ
デーイン日高を開催した。同行事の企画・運
営には，外国人との交流のあり方を学ぶ多文
化交流科目「国際交流を実践する」を履修中
の日本人学生が，講義で得た知見をもとにフ
ァシリテーターとして参加し，日本人学生と
外国人留学生が寝食を共にすることで，より
深く質の高い交流をすることができた（７月，
参加者37名） 

 
 

【22】①－４ 
・ 平成 27 年度に設置した
「グローバルリレーション
室」の下，北大アンバサダ
ー・パートナー制度を創設
し，200名以上の海外在住 OB
に委嘱するとともに，海外
留学生同窓会を 20か所以上
開設し，国際的な北大コミ
ュニティーを拡充するな
ど，戦略的な国際広報を推
進する。 

 
 

（平成 28～30 事業年度の実施状況概略） 
1. アンバサダー・パートナー制度 
  国内外の同窓会と協働し，本学を多様な手法
で支援する「北大コミュニティー」の拡充と活
性化を目的として，平成28年度にアンバサダー・
パートナー制度を創設した。 

  同制度については，本中期計画累計で200名以
上を委嘱することを目標としているところ，平
成30年度末までに延べ187名（アンバサダー：23
か国38名，パートナー30か国149名）を委嘱した。 

これらアンバサダー・パートナーは，国際イ
ンターンシップ受入先の開拓及び現地での親睦
会開催や相談対応，所属する機関の優秀な人材
に対する本学への留学（就業）勧奨・助言・サ
ポートのほか，新規海外同窓会の設立に向けた

1. アンバサダー・パートナー制
度 
  引き続き積極的な学内広報と

委嘱済み北海道大学アンバサダ
ー・パートナーらへの新規候補
者の推挙依頼を実施し，北海道
大学アンバサダー・パートナー
を増加させる。 

また，本学の最新情報の提供
として広報冊子を送付し頒布を
依頼するのに加え，メールマガ
ジンを北海道大学アンバサダ
ー・パートナー及び海外同窓会
登録の留学生 OB へ発信し転送
を依頼することによって，国際
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世話役，海外同窓会会長・副会長として各種イ
ベントの企画運営及び帰国学生の就職支援・新
規留学生への情報提供支援，居住国・地域にお
ける同窓生ネットワークを活用した共同研究の
推進等に取り組んだ。 

その結果，海外における本学の活動に対する
支援が強化し，各種国際プログラム等の展開の
加速といった成果として表れた。具体的には，
３件のリエゾンオフィス（インドネシア，タイ，
フィリピン）が開設したほか，グローバルキャ
リアデザイン受講者の受入先事業所やラーニン
グ・サテライトの提携先が増加した。 

 
2. 海外同窓会設立支援 

平成28年度以降，海外在住の OB とのコンタク
トの継続や同窓会設立までのノウハウの提供，
本学の海外イベント開催時における設立支援会
合の開催，海外協定校の協働プログラム担当者
への設立依頼等，設立気運を高める各種支援策
を実施した結果，平成28年度に４か所，平成29
年度に２か所，平成30年度に４か所の海外同窓
会が新たに設立され，海外同窓会数は20か所と
なった。 

 
3. 海外への情報発信 
(1) 「世界の課題レポート（Tackling Global 

Issues）」 
「北海道大学近未来戦略150～世界の課題

解決に貢献する北海道大学へ～」の実現に向
けた本学の取組を海外へ示すため，世界の課
題レポート第１号（Tackling Global Issues 
Vol.1）」を平成30年３月に発刊した。その内
容は，本学が国際共同研究を推進する研究分
野の一つであり SDGs への貢献も期待される
「ソフトマター研究」（ポリマーやゲルの先
端材料科学）を一般にわかりやすく紹介する
ものである。研究者のインタビューに基づく
11本のトピック記事，サマー・インスティテ
ュートで招へいした世界的に著名な研究者の
鼎談記事，研究者によるコラムから主に構成

広報資源の広範な拡散を一層強
化する。 

 
2. 海外同窓会設立支援 

令和元年度に設立されたベト
ナム ASEAN オフィス，ロシアモ
スクワオフィス及び北米ポート
ランドオフィスのサポートを得
ながら，同地域に在住する外国
人留学生 OB を中心とした北大
コミュニティメンバーへのアン
バサダー・パートナー委嘱を軸
とした現地校友会（同窓会）設立
支援を行う。 

また，令和元年度に支援を開
始したマレーシア同窓会をはじ
め，実質的に同窓生が各種活動
を行っているバングラディシュ
や，中国の地域別同窓会への支
援を継続的に実施し，海外同窓
会を増加させる。 

 
3. 海外への情報発信 
  世界の課題レポート第３号

（ Tackling Global Issues 
Vol.3）を令和２年度に完成さ
せ，冊子の配布に加えて，英文ホ
ームページで配信するととも
に，Facebook や Twitter 等のソ
ーシャルメディアを活用して広
く周知する。また，北大アンバサ
ダー・パートナーや海外オフィ
ス，海外の連携大学等を通じて
広く配布する。 

また，アンバサダー・パートナ
ー公式 Webサイト，北大公式 SNS
等への取材協力や本学海外オフ
ィス（リエゾンオフィスを含む）
及び協定校等からの協力要請に
ついて積極的に連携・連絡を図
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され，発刊と同時に本学英文ウェブサイトや
SNS，E-Newsletter で PDF版を発信するとと
もに，海外メディアへも広く配信を行った（平
成30年度にはインターネット上での閲覧性を
高めた HTML 版も作成）。平成30年４月には印
刷版も発行し，北大アンバサダー・パートナ
ーや海外オフィス，海外の連携大学等を通じ
て広く配布した。 

また，平成30年度には「世界の課題レポー
ト第２号（Tackling Global Issues Vol.2）」
を当初計画より前倒しして制作し，本学が誇
る陽子線ガン治療研究について海外に向けて
発信した（印刷版も発行）。 

 
(2) その他広報誌 

平成28～30年にかけて，12の国際広報冊子
（英語版北海道大学概要３冊，英語版リテラ
ポプリ４冊，ロシア語版リテラポプリ１冊，
Spotlight on Research ２ 冊 ， Hokkaido 
University At a Glance１冊，Portable Paper 
Clark（SNS 広報カード）１種）を制作し，全
アンバサダー・パートナー及び同窓会員に本
学の最新情報を提供するとともに，本学に興
味を持っている潜在的留学生やその保護者，
また協定校の学生や教職員への頒布を依頼し
た。これにより，効率的な拡散と情報発信が
実現し，国際広報および本学と海外コミュニ
ティメンバーとのネットワークがより強化さ
れた。 
 

 (3) 電子版英文ニュースレター“Hokkaido 
University Times” 
年４回，PDF 版ならびに電子メール版のニ

ュースレターを制作し，全アンバサダー・パ
ートナーをはじめ，同窓会員ならびに協定校
教職員等の配信希望者にメール配信した。ま
た，同時に本学に興味を持っている潜在的留
学生やその保護者，また協定校の学生や教職
員への頒布を依頼した結果，効率的な拡散と
情報発信が実現し，国際広報および本学と海

る等，アンバサダー・パートナー
や外国人留学生 OB との双方向
コミュニケーションを強化し，
本学国際コミュニティメンバー
ネットワークを一層拡大する。 
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外コミュニティメンバーとのネットワークが
より強化された。 

 

【22-1】 
・ 北大アンバサダー・パートナーと連
携し，海外への情報発信をより強化す
るとともに，新たな海外同窓会の設立
を支援する。 

（令和元事業年度の実施状況） 
【22-1】 
1. アンバサダー・パートナー制度 

新たに20名に対してアンバサダー・パートナ
ーを委嘱した。これにより，北大アンバサダー・
パートナーは，令和元年度までで，中期計画に
掲げる200名を上回る207名となった。これらア
ンバサダー・パートナーは，本学主催の「北海
道大学アンバサダー＆海外同窓会長ミーティン
グ」への参加や，本学教員の研究派遣ならびに
学生の国際インターンシップの受入，本学国際
プログラム（サマー・インスティテュート）へ
の参加，本学国際プログラム（International 
Graduate Program 等）の出願情報の周知拡散の
ほか，国際インターンシップ参加学生と担当教
職員との懇親会開催，留学生フェアにおける本
学ブースでの現地語による説明等各種サポー
ト，新規海外同窓会の設立に向け世話役として
設立支援会合開催，居住国・地域における同窓
生ネットワークを活用した共同研究の推進等に
取り組んだ。 

 
2. 海外同窓会設立支援 

令和元年６月，北海道大学アンバサダーミー
ティングに招へいした教授とマレーシア同窓会
設立のための打合せを行った。 

平成31年１月に開催したベトナムハノイおよ
びホーチミンシティでの設立支援会合に参加し
た本学同窓生が世話役となり，令和元年６月に
ハノイにて第２回目の設立支援会合を開催し
た。 

設立に向け準備を進めた結果，令和元年12月
「ベトナム北部同窓会」が発足した。 

一方，国際インターンシップへの協力依頼を
機に，同窓会の設立支援を行った結果，香港エ
ルム会が発足した。 
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また，上海在住の北海道大学パートナーに働
きかけ，同地域における帰国留学生を中心とし
た同窓会の設立を支援した結果，上海校友会が
発足した。 

以上，令和元年５月に設立された香港エルム
会，令和元年11月に設立された上海校友会，な
らびに令和元年12月に設立されたベトナム北部
同窓会を合わせ，令和２年３月31日現在の海外
同窓会数は23か所となった。 

 
3. 海外への情報発信 
(1) 広報誌 

「英語版リテラポプリ2019春号」「英語版
北海道大学概要2019-2020」「英語版リテラポ
プリ2019秋号」を制作し，全アンバサダー・
パートナーおよび同窓会員に，本学の最新情
報を提供する目的で配布した。また，同時に，
本学に興味を持っている潜在的留学生やその
保護者，また協定校の学生や教職員への頒布
も依頼して，効率的な拡散と情報発信を実現
し，国際広報及び本学と海外コミュニティメ
ンバーとのネットワークをより一層強化し
た。 

 
(2) 電子版英文ニューレター“Hokkaido 

University Times” 
令和元年６月から PDF 版を廃止するととも

に，発行頻度を隔月に変更（従来の年４件か
ら年６件へと発行数増）し，全アンバサダー・
パートナーをはじめ，同窓会員ならびに協定
校教職員等配信希望者にメール配信した。ま
た，本学に興味を持っている潜在的留学生や
その保護者，また協定校の学生や教職員への
頒布を依頼した結果，効率的な拡散と情報発
信が実現し，国際広報及び本学と海外コミュ
ニティメンバーとのネットワークがより強化
された。 
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【22-2】 
・ 本学の研究活動と成果を紹介する
「世界の課題レポート（第１号，第２
号）」について，北大アンバサダー・
パートナー及び海外同窓会と連携のう
え，海外に広く周知するとともに，第
３号発刊に向けた準備を行う。 

【22-2】 
本学の世界の課題解決への貢献に向けた取組を

海外に示すため，「世界の課題レポート第３号
（Tackling Global Issues Vol.3）」の制作を，
当初計画より前倒しして開始した。特集テーマに
は，本学が誇る人獣共通感染症研究を選定した。 

また，第１号・第２号を電子化のうえ英語版北
大公式 web サイトに公開するとともに，電子版英
文ニューレター“Hokkaido University Times”
を通じて北大アンバサダー・パートナー及び海外
同窓会員に積極的な周知を行い，活用を促した。 
 

※中期計画【23】～【55】は，「令和元事業年度に係る業務の実績及び第３期中期目標期間（平成 28～令和元事業年度）に係る業務の実績に関する報告書」を参

照。 
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○ 戦略性が高く意欲的な目標・計画の状況 

 

ユニット１ 国際社会の発展に寄与する指導的・中核的な人材の育成 

中期目標【16】 社会の変化に対応しつつ，本学の強み・特色をいかすために教育研究組織を最適化する。 

 
令和元年度計画【35-1】 

2016 年度に策定したガイドライン及び 2017 年度に策定した組織整備に関する基本方針を活用し，2021 年度以降に再編する組

織並びに入学定員，教育資源の再配分を検討する。 

 【令和元事業年度の実施状況】 

平成 28 年度に策定したガイドラインの基準に該当する課程については，組織整備構想の検討を開始しており，ガイドラインが適正に機能していることを

確認した。また，令和元年 11 月に，学部及び大学院の入学定員充足状況を全学の部局長等に周知し，12 月に，学部及び大学院の長と，入学定員充足状況

を踏まえた部局の適正な規模を検討するための意見交換を行った。 

 

 

令和元年度計画【35-2】 

2019 年４月に，既設３学院の組織再編として，国際食資源学院に博士後期課程を設置し，国際広報メディア・観光学院，農学

院の専攻を再編するとともに，２研究科の組織再編として，文学研究科及び情報科学研究科を学院・研究院化する。また，理学

院数学専攻の入学定員を変更する。 

 【令和元事業年度の実施状況】 

以下のとおり５学院に係る組織再編を行った。 
 

① 国際食資源学院について，平成29年４月に設置した修士課程に引き続き，博士後期課程を設置した。 
② 国際広報メディア・観光学院について，２専攻を１専攻に再編した。 
③ 農学院について，４専攻を１専攻に再編した。 
④ 文学研究科について，学院・研究院化し，文学院を設置するとともに，４専攻を２専攻に再編した。 
⑤ 情報科学研究科について，学院・研究院化し，情報科学院を設置するとともに，５専攻を１専攻に再編した。また，国際連携研究教育局（GI-CoRE）

にビックデータ・サイバーセキュリティグローバルステーションの先端的国際共同研究の成果を基に，異分野融合領域の授業科目（専攻共通科目「国
際連携情報学科目」）を新設した。 

 
また，情報科学院設置に伴い，理学院数学専攻について，以下のとおり入学定員を変更した。 
修士課程 

平成30年度：46名 → 令和元年度：44名 
博士後期課程 

平成30年度：17名 → 令和元年度：16名 
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令和元年度計画【35-3】 2020 年４月の水産科学院の入学定員変更に向けた準備を行う。 

 【令和元事業年度の実施状況】 

水産科学院の入学定員変更について，概算要求を行い，以下のとおり令和２年度から変更することとした。 
 
○海洋生物資源科学専攻 

修士課程 
令和元年度：43名 → 令和２年度：55名 

博士後期課程 
    平成元年度：17名 → 令和２年度：９名 
 
○海洋応用生命科学専攻 

修士課程 
平成元年度：47名 → 令和２年度：59名 

博士後期課程 

    平成元年度：18名 → 令和２年度：10名 

 

 
令和元年度計画【35-4】 

2018 年９月に発生した北海道胆振東部地震の経験等を契機として，災害リスク・社会的ニーズの変化を踏まえた広域複合災害

に対応する分野横断的な総合研究を推進するための「広域複合災害研究センター」を設置する。 

 【令和元事業年度の実施状況】 

学内の教員等が共同して特定目的の部局横断的な教育や研究を行う施設である学内共同施設を，当初計画１件のほか，新たにもう１件設置した。 

 

1. 災害リスク・社会的ニーズの変化を踏まえた広域複合災害に対応する分野横断的な総合研究を推進することを目的とした「広域複合災害研究セン

ター」を平成31年４月に設置した。令和元年10月には厚真町との共催でシンポジウムを行い，参加者約80名に対して，地震防災などの教育研究の実

施状況や成果を紹介した。 

また，令和元年度前期に，「国土保全学総論」，後期に「突発災害危機管理論」を大学院共通科目として開講し, 北海道庁や北海道開発局などの

防災行政担当者をオブザーバーとして迎えて防災教育を行った。 

    全道179市町村の広域複合災害に対する意識や行政ニーズなどを把握するために，アンケートを実施し，同センターへの期待度が非常に大きいこと

を確認した。 

 

2. 人文社会科学的な知を自然科学の最先端の知と深いレベルで融合させた「新しい人間知」を追究し，未来社会を牽引できる人材を社会に輩出する

ことを目的とした「人間知・脳・AI 研究教育センター」を令和元年７月に設置した。 

令和元年11月には，国際シンポジウムを開催し，200名以上の参加者に対しての学際的な講演や，パネルディスカッションによる議論を行った。 

    また，本学の大学院学生を対象とした人文社会科学・脳科学・AI（人工知能）分野の学際的領域で活躍する人材を育成するための教育プログラム

を編成し，講義・演習等を担当する特任教員３名の選考，内規の制定，カリキュラムの作成，学生の受入れ体制の整備等の準備を行った。 
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ユニット３ 国内外の地域や社会における課題解決・活性化への貢献 

 
中期目標【10】 世界最高水準の医療の実現を目指し，先端的研究及び技術開発に係る臨床研究を推進する。 

 
令和元年度計画【23】 

臨床研究中核病院として体制を強化するとともに，2016年度に策定した第一次行動計画を検証し，先端的研究及び技術開発に

係る臨床研究等をさらに推進するための第二次行動計画を策定する。 

【令和元事業年度の実施状況】 

革新的医療技術を創出する体制を強化することにより，日本発の新薬・医療技術・機器の開発に貢献するため，下記の取組を行い，先端的研究及び技術
開発に係る臨床研究等を推進した。 
 
1. 第一次行動計画の実施 

(1) 臨床研究中核病院の体制強化 
４月に臨床研究開発センターに臨床研究のデザインやプロトコール作成の相談や助言を行う専門部署「臨床研究プロトコール作成支援室」を設置

したことにより，研究に必要な文書作成支援を行うことで研究のスムーズな開始が可能となるなど，臨床研究中核病院としての他の医療機関への支
援体制を強化した。 

(2) 国際水準に準拠した臨床研究の推進のための体制強化 
臨床研究開発センターの信頼性保証体制（QMS 体制）として，QMS 委員会と CAPA 委員会を一体で運営するように手順書を改訂し運用を開始した。 

なお，臨床研究法下で新規に実施した本院単独若しくは本院主導による他施設との共同研究は９件あった。 
(3) 医師主導治験等の開始，薬事申請等の実施 

医師主導治験等については，治験届提出までの業務集中期にチーム制を採用することで着実な開始が可能となる体制を整え，医師主導治験３件を
継続実施中である。また，薬事申請等については，２件の承認取得（「小径金マーカ(放射線科)」と「SCOLIOMAP 脊柱側弯モニタ(側弯症検診システ
ム)(整形外科)」）となった。 

(4) 国際化対応の推進 
臨床研究開発センター生体試料管理室の機能を活用し，２件の国際共同臨床研究支援を行った。 

2. 特許出願状況 
知財の特許出願推進のため，出願スケジュールの管理のみならず，特に経験の少ない研究者の日本出願及び PCT（特許協力条約）に基づく国際出願

に関して，先行技術調査結果を踏まえた出願戦略の提案，さらには，明細書作成時のアドバイス等の支援を行い，革新的医療技術創出につながる研究
成果に関する知財28件の特許出願を行った。 
 

3. 臨床研究，治験等 
(1) 他の医療機関から依頼された臨床研究支援業務を６件行い，収入額は3,472万円となった。 
(2) 再生医療等の臨床研究，治験支援業務を４件（Rainbow 試験，DC 試験，Treg試験，AM01-01 の第Ⅰ/Ⅱ相試験）実施した。なお，平成 30 年度まで
支援していた「ジェイスの表皮水泡症(皮膚科)」は令和元年７月に保険適用となった。 

(3) 平成28年度に運用を開始した Phase1 Unit において，学内研究者による第２相企業治験を１件，学内研究者による企業支援の特定臨床研究を１件，
実施した。なお，これまでに相談のあった案件の中から，令和２年度実施予定の First in Human 試験について１件の施設利用申し込みがあり，自主
臨床研究審査申請の準備中である。 

(4) 細胞プロセッシング室において，医師主導治験を３件４回，治験支援業務を６件８回，保険診療の支援業務を６件 90 回実施し，細胞プロセッシン
グ室の利用実績は 15 件 102 回に上った。再生医療等製品における医師主導治験及び企業治験の遂行に大きく貢献しており，特に CAR-T に関する治験
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では，種類，症例数ともに最も経験の多い施設として国内を牽引しており，５月に保険収載されたキムリアの国内第１例目を実施し，国内最多症例
数を実施した。 

 
4. 第二次行動計画の策定 

先端的研究及び技術開発に係る臨床研究等のさらなる推進のため，第一次行動計画において設定した臨床研究中核病院としての体制強化の状況，質
の高い臨床研究推進のための支援体制・審査体制について検証を行い，それを踏まえ，第一次行動計画の検証を行うとともに第二次行動計画（令和２
年度～令和３年度）を策定した。 

 

5. 研修の実施状況 
臨床研究開発センター職員の能力向上及び他機関からの支援業務研修者受入れ等のための研修を15回開催し，348名（院内335名，院外13名）の出席

があった。また，臨床研究開発センターと臨床研究監理部教育研修室が合同で教育・研修委員会を組織し，研究者教育を充実させた。これにより，先
端的研究や技術開発に係る臨床研究及び臨床研究支援業務の更なる推進，革新的医療技術を創出する体制の強化を図った。また，大学発の臨床研究に
おける成果の権利確保やセンター職員のスキルアップによる臨床研究の質の向上や信頼性の確保につなげた。 

 

6. 先端診断技術開発センターの設置 
次世代治療に対応した体外診断技術開発を推進するため，先端診断技術開発センター（C-DAD）を４月に設置した。 
 

7. 医療機器開発推進センターの設置 

医療機器開発推進センターを 12 月に設置し，臨床医学の研究・開発に特化したカダバーラボを新設した。医療現場における課題・ニーズを掘り起こし

医療機器開発の事業化を試みる例は，国内唯一である。 

 

※その他の戦略性が高く意欲的な目標・計画の状況は，「令和元事業年度に係る業務の実績及び第３期中期目標期間（平成 28～令和元事業年度）に係る業務の実績
に関する報告書」を参照。 
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